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○基本計画の名称：佐伯市中心市街地活性化基本計画 

○作成主体：大分県佐伯市 

○計画期間：平成28年４月 平成33年３月 

１．中心市街地の活性化に関する基本的な方針 

［１］佐伯市の概要 

（１）位置・地勢 

本市は大分県の南東部、大分市中心部からは南に約 41km に位置し、東部は豊後水道を挟んで四

国、南は宮崎県境に接しており、県南の拠点都市である。 

 面積 903k ㎡を誇る本市は、南部から西部にかけては「祖母傾国定公園」の一角をなす山々に囲

まれ市域の87%を林野が占め、東部は「日豊海岸国定公園」に指定されている約270kmにおよぶリ

アス海岸が続いている。 

 年間平均気温は16度前後と温暖な気候で、冬でも積雪はほとんどない。また、九州有数の清流・

番匠川をはじめ多くの支流も有し、豊かな水に恵まれた地域でもあり、その番匠川の河口に広がる

沖積平野に中心市街地がある。 

明治22（1889）年の町村制施行時には26町

村が存在し、昭和 30（1955） 31（1956）年

にかけて20市町村から９市町村となり、平成

17（2005）年3月に佐伯市と南海部郡（５町３

村）が合併し、九州で一番広い市域を誇る現在

の佐伯市が誕生した。 



2 

（２）人口動態 

１）佐伯市の人口、世帯数、高齢化率の推移 

 佐伯市の人口は、昭和 50 年代中頃をピークに減少に転じ、以降減少傾向が続いている。市町村

合併後の平成18年から８年間で約８%相当の6,654人が減少し、平成26年では76,323人となって

いる。世帯数は市町村合併以降ほぼ横ばいで、平成26年は33,648世帯となっている。高齢化率は

平成20年頃に30%台に突入し、平成26年には34.72%と右肩上がりで高齢化が進んでいる。 

２）通勤通学流動 

 佐伯市における通勤・通学流動は、90%以上の市民が佐伯市内に居住しながら市内で就業、就学

している。市外との流入・流出は周辺部及び大分市との結びつきは見られるが、あまり大きい割合

ではない。また、宮崎県をはじめとする県境を越えた交流も見られる。 

○佐伯市居住者の従業地別就業者・通学者 ○佐伯市への常住地別就業者・通学者

就業者・
通学者数
（人）

割合
就業者・
通学者数
（人）

割合

33,446 93.3% 33,446 94.1%
大分市 906 2.5% 大分市 662 1.9%
津久見市 410 1.1% 津久見市 495 1.4%
臼杵市 415 1.2% 臼杵市 350 1.0%
豊後大野市 392 1.1% 豊後大野市 133 0.4%
その他 116 0.3% その他 108 0.3%
宮崎県 49 0.1% 宮崎県 158 0.4%
その他 103 0.3% その他 177 0.5%

35,837 100.0% 35,529 100.0%
（資料：平成22年国勢調査）

従業地

県外

県内
市外

合計

佐伯市

合計

常住地

佐伯市

市外
県内

県外

住民基本台帳 
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（３）産 業 

１）産業構成比 

 本市ではサービス業、製造業、政府サービス、不動産業、建設業の順でシェアが高く、最近では

建設業がシェアを伸ばし、製造業が若干シェアを落としている。近年の産業構成比に若干の増減は

あるものの、あまり大きな変動は見られない。 

２）農林水産業 

 本市における農林水産業の全産業に占める生産額のシェアは若干回復傾向にある。海、山、川が

揃う自然豊かな地域特性から、農林水産業が盛んに行われており、これからのまちづくりにおいて

も期待される分野である。 

 農業の市内総生産は約6,220百万円（平成18年生産農業所得統計）、耕地面積は2,040ha（第60

次大分農林水産統計）である。 

 林業は、森林の面積789  が、市の面積(903  ) の

約９割近くを占めている。（2010 世界農林業センサ

ス） 

 水産業の平成 22年の市内総生産額は平成 18年か

ら 17%増の約 208 億円である。また、県内の水産業

生産高の５割強を占めている。生産額のうち平成24

年の漁船漁業が4,696百万円、養殖業が16,751百万

円であり、特に養殖業は全県生産高の約76%を占め、

水産加工品の生産も盛んである。

市町村民経済計算 

大分県農林水産統計・佐伯市水産課調べ 

（百万円） 漁業生産額の推移 
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３）製造業 

 本市は戦後、海軍跡地への企業誘致を進め、パルプ、セメント、合板、造船等が立地し、港湾を

利用した工業都市として発展した。現在は本市の工業における主要事業である造船業が一時期の好

況を呈し輸送機器分野が伸びている状況である。食料品分野では海草加工業や干魚製造業、野菜再

加工品製造業等の業績が好調、精密機器分野では医療用機器製造業が好調である。  

 しかし、本市では交通インフラを中心とした社会資本整備の遅れ等により企業立地が進んでいな

い状態である。 

４）商 業 

 本市の小売業における店舗数は平成９年1,447店舗から平成19年には1,035店舗と412店舗

（28%）の減少、平成24年には740店舗と707店舗（49%）の減少、年間販売額は平成９年の91,574

百万円から平成19年には72,458百万円と19,116百万円（21%）の減、平成24年には60,811

百万円と30,763百万円（34%）の減となっている。 

 トキハインダストリー佐伯店（平成10年 

10月開店）やコスモタウン（平成18年 11月 

開店）など郊外大型店の相次ぐ出店と中心市 

街地の核店舗であった寿屋の退店（平成14年 

２月）は、中心市街地の商店街に大きな影響を 

与えている。 

 また、過疎化による人口減少、高齢化等に

よる購買力の縮小と、大分市郊外部への超大

型商業施設の立地および東九州自動車道の乗

り入れ（平成27年３月ほぼ全線開通）による

福岡都市圏との連担などにより購買力の流出

が進んでいる。 

工業統計調査 

商業統計、経済センサス 
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（４）交通の状況 

 日豊本線が北は北九州、博多と直結し、南は宮崎空港への乗り入れ便もある。大分市までは、佐伯

駅から大分駅まで特急で55分かかるが、東九州自動車道佐伯ICの開通により大分米良ICまで車で

35分と短縮された（大分ICまで40分）。また、博多駅まで特急で約3時間かかるが、高速道路の開

通により車でも福岡都市圏が３時間圏内に入り、大分空港までの時間距離も大幅に短縮された。さら

に、東九州自動車道は、福岡県境の一部を残し、平成27年３月にほぼ全線開通した。海上交通とし

ては葛港からは高知県宿毛市を結ぶ佐伯・宿毛フェリーおよび離島航路が就航している。 

 市内道路網は南北に国道10号、国道326号、国道217号 国道388号と国道が縦断する。最近は、

大分市と宮崎県延岡市を結ぶ通過交通が国道10号から国道326号に流れる傾向にある。中心市街地

には国道217号が通り国道10号に接続し、国道388号は佐伯駅を始点に南に伸びる。 
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（５）観光資源 

１）観光動態 

佐伯市への観光客数は平成 23 年度 2,227 千人 

から平成 25 年度 2,376 千人と 2 年間で約 7%の増 

加となっているが、平成 26 年度はほぼ横ばいで 

ある。観光客の代表的な目的地である道の駅での 

来客者数は、平成 23 年度 1,226 千人から平成 25 

年度 1,277 千人と約 4％の増加がみられ、平成 26 

年度は横ばいで推移している。 

また、佐伯 IC の通過台数は開通した平成 20 年 

度の156万台から高速道路の無料化実験が行われた 

平成22年度には430万台と274万台の増となった。 

しかし、無料化実験が終了した平成23年度から減 

少し、平成24年度は273万台であったが、平成26 

年度には 277 万台とふたたび増加傾向へ転じてい 

る。今後、東九州道の全線開通により、さらなる来 

街の増加が予測される。 

２）主な観光資源 

①国定公園日豊海岸／海 

 九州最東端に位置する本市は「九州で最初に日が昇る 

まち」として、リアス海岸の浦々に様々なスポットが点 

在し観光資源となっている。なかでも、九州最東端に位 

置する「鶴御崎灯台」や「豊後二見ヶ浦」、「マリンカル 

チャーセンター」などが有名で、休日には多くの観光客 

で賑わっている。その他「蒲戸崎展望台」、「暁嵐の滝」、 

「水の子島海事資料館」、「丹賀砲台園地」、「仙崎つつじ 

公園」などがある。 

②国定公園祖母傾山系／山 

 祖母傾山系は今でも手つかずの自然が残り、なかでも 

天然林が数多く残る夏木山のアケボノツツジや傾山の 

「観音滝」「藤河内渓谷」などが有名。最近では「唄げ 

んか大橋」が新名所となり多くの観光客が訪れている。 

その他「ととろの森」、「昆虫館」、多数のキャンプ場な 

どがある。 
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③九州屈指の清流「番匠川」／川 

 九州一広い本市において一級河川番匠川が織り成

す川の風景に出会うことができる。国指定天然記念

物「小半鍾乳洞」をはじめ、巨大水車が回る「小半

森林公園」、延べ100万匹以上が飛翔する西日本有数

の「ホタル生息地」、「番匠おさかな館」などがある。 

④道の駅、里の駅 

 海、山、川の産品が豊富に揃い、季節ごとに獲れ

る食材を郷土料理として味わうことができる道の

駅・里の駅は、各地域の特色を活かした人気スポッ

トとして、特に東九州自動車道佐伯IC開通以降、来

場者数が増加傾向にある。さらに、全線開通に合わ

せ、蒲江IC付近に蒲江インターパークが建設され、

新たな人気スポットとして盛況である。 

３）「食」をテーマとしたまちづくり 

 生鮮魚介類を素材とした食のまちとして、特に寿司 

は「佐伯寿司」と銘打ち、大分県鮨商生活衛生同業組 

合が力を入れている。また、市中心部の「うまいもん 

通り」には各種飲食店がひしめき、佐伯の味を堪能で 

きる。さらに、駅前・港地域においても海産物を中心 

とした飲食店が出店し、既存の店舗と賑わいを見せて 

いる。市内には道の駅や里の駅もあり、山海の幸や郷 

土料理などを食べることができる。特産品販売コーナ 

ーも充実しており、新鮮な野菜を始め農林水産物の加工品など、この地域のものを網羅している。 

 近年は、宮崎県の県北地域とタイアップし、伊勢えびなど海の食材をテーマにした食観光のキャ

ンペーンや佐伯市に古くから伝わる郷土料理「佐伯ごまだし」や独特の味付けで濃厚な「佐伯ラー

メン」を目玉とした観光客誘致に取り組む活動も始まった。 

 また、このような食観光の取組を支える農林水産業の振興や、食の安全・安心、食育の指導、食

文化の継承活動など、食をテーマとしたまちづくりを総合的に推進するため、平成 21 年 3 月「佐

伯市食のまちづくり条例」を制定した。 

▲小半森林公園  
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（６）歴 史 

１）佐伯市の歴史 

 佐伯市では、今から9千年前の縄文時代早期の集落跡、稲作の始まった弥生時代の貝塚、古墳

時代の首長墓などが発見されており、古くから人々の生活が営まれていた。 

古代の佐伯は海部郡穂門郷とよばれ、佐伯院という国の役所が置かれたといわれる。その推定

地である汐月遺跡からは墨で文字の書かれた土器が出土した。平安時代に入ると佐伯荘という荘

園になり、鎌倉時代以降は、地頭となった佐伯氏が支配するようになる。佐伯氏は、豊後の守護

大名大友氏の配下として豊後南部に勢力を伸ばし、戦国時代には大規模な山城「栂牟礼城」を拠

点に栄えた。しかし、豊臣秀吉により大友氏が改易されると伊予の藤堂高虎に仕え、佐伯を退去

した。 

江戸時代のはじめ、佐伯藩初代藩主となる毛利高政が入部し、市のシンボルである「城山」に

佐伯城を築いた。以後12代高謙のときに明治を迎えるまでの270年間、毛利氏がこの地を治めた。

佐伯藩は石高2万石の小藩であったが、「さいきの殿様浦でもつ」といわれるほど、豊かな海産資

源が藩の経済を支え、石高以上に収益を得ていたといわれる。 

２）中心市街地の成り立ち 

①江戸時代・・・城下町の形成 

・1602 年、高政は佐伯城の築城を開始し、城の南東に城下町を開いた。現在の城下町エリア内の

山際周辺地区、仲町周辺地区、大手町周辺地区には当時の役割が残っており、櫓門、武家屋敷の

長塀、長堤、船着場、町名などが残っている。 

・江戸時代初期には、藩主の菩提寺である養賢寺、大日寺、久成寺を創建、中世の城下から潮谷寺・

善教寺を移設し、城下町の景観を整えた。 
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②明治時代 昭和前期・・・港と駅の整備で市街地の構造が変化し拡大

・葛港開港、日豊本線開通、川の埋め立てによる幹線道路整備など交通体系の変化で都市構造が激

変した。生活様式も電灯、電話、上水道などが整備され、城下町エリアの商店街は舗装工事が施

された。 

・版籍奉還後、佐伯県を経て

佐伯村（1871 年）、町制施

行で佐伯町（1889 年）、合

併で新佐伯町（1937 年）、

その後市政制度により佐伯

市が誕生し、城下町エリア

には佐伯町役場や南海部郡

役所などの公共施設、大分

銀行佐伯支店、佐伯信用金

庫などの事業所、佐伯館、

住吉館などの文化施設が集

積した。 

③昭和後期・・・車社会の到来で市街地が拡大し郊外化が進む 

・1960 70年代前半にかけては、文化会館を三の丸に整備（1971年）、寿屋が大手前地区内で移転

オープン（1974年）、市役所、警察署、消防署、郵便局が城下町エリアからそれぞれ現位置（中

心市街地内）に新設移転した。その他、城下町エリアにあった裁判所や検察所佐伯支部などの公

共施設も転出している。 

・1970 年代、佐伯駅が特急列車の停車駅になり、日豊本線の電化や駅舎の新築などの整備が進ん

だ。また佐伯港重要港湾指定や佐伯・宿毛フェリー就航など港エリアも賑わいを呈した。 

・1980 年代には、城下町エリアの山際周辺地区における歴史的資源の保存や修景に取り組む一方

で、ロードサイド店の出店が始まり無秩序な土地利用が助長される。 

④平成 現在・・・購買力の流出に伴う中心市街地の商業衰退 

・1990 年代には、福祉施設として勤労者総合福祉センター（三余館）を城下町エリアに、保健福

祉総合センター（和楽）を市役所エリアに整備した。また、歩行者空間の環境整備として野岡緑

道や臼坪川菖蒲園を整備した。 

・1990 年代のロードサイド店の台頭とともに、郊外大型店のトキハインダストリー佐伯店がオー

プンし（1998年）、中心市街地の核店舗であった寿屋が閉店した（2002年）。さらに2006年には

郊外の脇津留地区に大型スーパーを核とした店舗の集積（コスモタウン）がオープンした。 

・現在においては、郊外大型店舗の立地や大分市等のショッピングモール建設に加え、ネットショ

ッピングの普及、高速道路など広域道路網の整備で、購買力が郊外や市外へ向かい、商業の衰退

に大きな影響を与えている。また、バス、電車、フェリー等の公共交通利用者も減少している。

・直近では、中心市街地エリアで、社会資本整備総合交付金都市再生整備計画事業や街なみ環境整

備事業を使った都市施設整備や環境整備が進んでいる。 
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［２］中心市街地の概況・現状分析 

（１）中心市街地の概況 

 中心市街地は国道 217 号と幹線道路が平行に走り２本の主軸をなす。それに直交して JR佐伯駅か

ら国道 388 号が東に伸びる。2010 年には市役所北側に２軸に直交する形で整備された（都）臼坪女

島線に、佐伯インターチェンジからの導入線である（都）駅前古市線が接続した。 

交通拠点としては、南に広域路線を含むバスターミナルがあり、北に JR 佐伯駅、佐伯・宿毛フェリ

ーターミナルがある。 
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（２）中心市街地の既存ストックの状況 
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１）大手前周辺地区 

江戸時代の開城以来、中心的役割を果たしてきた地区であり、現在でも歴史的な蔵や建物が数多

く残っている。また、大分バスのバスターミナルは交通拠点として多くの市民や来街者に利用され

ている。 

①歴史的建物 

 江戸時代から続く糀室や、旅館、長屋、蔵などの歴

史的建物が残り、点在する老舗とともに昔の名残りを

感じることができる。 

②大日寺、潮谷寺 

開城時に防衛ラインとして建立された寺。大日寺は

金剛界大日如来座像を本尊とし、九州八十八ヵ所霊場

となっている。潮谷寺は交流の場として市民にも解放

されている。 

③札場跡、船着場跡 

 船頭町には、いくつかの船着場があり、そのひとつ

に札場があった。札場跡は現在、昔の船着場をイメー

ジした広場として整備された。 

④住吉御殿 

 1637年に城山の三の丸に築かれた御殿は、一時県庁

舎として利用されたが、その後地元有志により一部移

築保存され今でも活用されている。 

⑤住吉神社と大楠 

江戸時代に船頭町に移設された神社を、幹線道路整

備時に現位置に移設、境内にあった大楠は道路中央に

残置したため、中心市街地の玄関口のシンボルとなっ

ている。 

⑥中江川遊歩道と桜並木 

住吉神社や住吉御殿に面した中江川河畔に桜並木の

遊歩道があり、花見の時期や夏の夕涼みの時は市民が

集い特に賑わいをみせる。 

⑦バスターミナル 

市内の路線はもとより、大分市等の長距離バスも発

着し、買物客や通院・通学など多くの市民に利用され

ている。今後、寿屋跡地の高次都市施設整備に合わせ、

整備予定である。 

⑧寿屋跡地 

大手門跡に面した街のヘソ的な場所であり、寿屋が

退店後、約7千㎡の土地を市が取得した。地域交流セ

ンターやまちおこしセンターといった複合施設整備を

行い、市民が集う場所として整備を予定している。 
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２）山際周辺地区 

かつて佐伯城のあった城山の麓に位置する山際周辺地区は、国木田独歩が寄寓していた旧坂本邸

（現、国木田独歩館）などの武家屋敷や往年の白壁が残り、昔日の面影を残している。 

①歴史的環境保存地区 

昭和56年、佐伯市歴史的環境保存条例において山際地

区が指定され、修景基準が設けられている。 

②武家屋敷通り、櫓門 

 武家屋敷通り独特の白壁づくりが続く、日本の道 100

選に選ばれた歴史と文学のみち（延長約 700ｍ）。「安井

（あんせい）」の井戸などの史跡が残っている。 

③国木田独歩館、汲心亭 

 国木田独歩館は、明治26年から 27年にかけて国木田

独歩が下宿した坂本永年邸を修復・復元し、資料の展示

とともに一般公開している。 

 汲心亭は、城山の裾に面した美しい庭園を眺めながら、

気軽に本格的なお茶を楽しむことができる。観光客だけ

ではなく、市民が来客の接待にも利用している。 

④山際史跡広場 

現存する塀と門の改修が完了した。広場整備後、一般

開放されている。 

⑤養賢寺、善教寺、久成寺 

 養賢寺は旧藩主毛利家の菩提寺で本堂の雄大な大屋根

が特徴的である。善教寺は幼稚園・保育園が併設され、

ジャズコンサートの会場として解放される。久成寺の広

い敷地は通りの景観形成の一助となっている。 

⑥佐伯文化会館、三余館 

 文化会館は三の丸に立地し、大ホール（1,308席）、中

ホール（250人）、会議室などがあり、年間稼働率35.1％、

年間５万４千人の利用がある。三余館も、ホール、実習

室、多目的室、和室、会議室などを備え、年間稼働率

64.8％、年間約５万１千人の利用がある。 

⑦お祭り広場、さいき春まつり 

 市所有のお祭り広場（約 6千㎡）は、駐車場として暫

定利用しつつ、さいき春まつりなどに利用されている。 

⑧城山 

 中心市街地の区域に接し、山際地区から頂上の本丸ま

で３本の登山ルートがあり散歩道としても親しまれてい

る。野生のシカやイノシシ、オオイタサンショウウオ等

が生息し貴重な自然環境を保持している。また、貴重な

山城跡として、石垣等の保全と観光資源活用が期待され

ている。 
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⑨城下町観光交流館 

  旧つたや旅館を購入し、観光の拠点施設として既存の 

建物を利用した整備を行った。昭和初期の建築の趣を残 

し、観光客がゆっくりと寛げる空間となっている。 

  また、佐伯市観光協会が常駐し、市内観光の案内や観

光情報の発信を行っており、訪れた観光客は本市の情報

をワンストップで受け取ることができる。 

⑩歴史資料館 

新たな本市文化の拠点施設として整備した。 

豊臣秀吉に仕えた佐伯藩主毛利高政の遺品等、室町時 

代から江戸時代、近代までの歴史的文化財の保存展示を 

することにより、佐伯市の歴史・文化の教育や継承をし、 

情報発信を行う。 

▲城下町観光交流館 

▲歴史資料館 
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３）仲町周辺地区 

県南地域最大の商業集積地域である仲町周辺地区。この地区には、数多くの商業店舗、飲食店舗

が建ち並んでいる。 

①イチローロード 

メインストリートである国道217 号沿いの商店街。本

市ゆかりの漫画家富永一朗氏の漫画をモチーフとしたサ

イン等で環境整備を行っている。 

②仲町アーケード 

直線300mの全蓋型アーケードを有し、往年の栄華を知

る歴史ある商店街である。最近は衰退傾向が著しく空き

店舗が増加しているが、商業だけでなく、公益的な目的

を持った団体を空き店舗に誘致し賑わいとなっている。 

③新町通り、うまいもん通り 

新町通りはスナックビルの集積により、広域から集客

しており県南有数の歓楽街である。うまいもん通りは県

南最大の飲食店街で、食のまち佐伯を象徴する通りとな

っている。夏には「うまいもん通り夏祭りお魚供養祭」

を開催するなど多くの客で賑わっている。 

④よろうや仲町 

 仲町アーケードに面した１階を休憩スペースや会議ス

ペースとして一般開放している。上階は仲町商店街振興

組合駐車場であるが、現在は主に月極駐車場として利用

されている。 

⑤佐伯市営第２駐車場 

仲町アーケードの北に隣接する郵便局跡地を指定管理

者制度を使って運営している。50台、有料。 

４）市役所周辺、常盤周辺地区 

城下町と駅・港の中間に位置する地区で、国道沿いには

中央通り商店街があり、公共施設のほかロードサイド店も

立地している。なかでも2つの総合病院の立地が特徴であ

る。 

①臼坪川菖蒲園 

 佐伯の鎮守五所明神社のほとりを流れる臼坪川に整備

された菖蒲園は、遊歩道や親水空間があり、６月には菖

蒲の花を開花させ多くの市民を楽しませている。 

②和楽 

 会議室・研修室等、ジム、風呂・サウナ、リラクゼー

ションルームなど、年間延べ19万人の利用がある。 

③南海医療センター、佐伯中央病院 

南海医療センターは、市内で最多の許可病床数を誇り、

看護士寮などの関連施設も併設されている。佐伯中央病

院は療養病床を持ち、介護系の事業にも取り組んでいる。 



16 

５）駅前・港地区 

 鉄道の玄関口としての佐伯駅、海の玄関口としての葛港を有する地区。駅前商店街やホテル・

旅館が立地している。最近は一時の停滞期を脱し、市民活動による賑わいが芽生え始めている。 

①JR佐伯駅 

 北は日豊本線で博多発のソニックが一部佐伯まで乗

り入れており、南は宮崎空港線で宮崎空港まで乗り入

れる便がある。佐伯駅の年間乗降客数は約60万人。 

②観光協会案内所 

佐伯駅舎に隣接し、年末年始以外は無休で営業して

おり、年間約１万１千人の利用がある（平成24年）。 

③佐伯市営駅前駐車場 

 指定管理者制度を使い、全40台を有料で運営してい

る。 

④フェリーターミナル 

 四国の高知県宿毛市と連絡する佐伯・宿毛フェリー

は年間約４万８千人の利用客がある。その他、近郊の

島への航路もある。 

⑤佐伯市公設魚市場、海の市場○（まる） 

今後の港の活性化にとって魚市場によせられる期待

は大変大きく、現在、施設老朽化に伴う魚市場の耐震

化及びリノベーションを実施するよう進めている。 

魚市場に隣接する民間の海の市場○（まる）は、地

元産の特産品を扱う店として、観光客や地元住民に親

しまれており、賑わいを呈している。 

⑥佐伯みなと火まつり 

夏の風物詩である花火大会の会場を港に移し、迫力

ある花火を打ち上げている。当日は市内外から多くの

観客を集め、賑わいを生むイベントである。 

６）医療機関 

 医師会に加入している佐伯市内の医療機関 59 のうち 18 が中心市街地に立地しており 30%のシ

ェア。許可病床数 1,343 のうち 464 が中心市街地にありシェアは 34%に達する。歯科は、市内に

ある32のうち12が中心市街地に立地し37%と高いシェアになっている。 
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（３）地域の現状に関する統計的なデータの把握・分析等 

１）社会環境の変化 

（ア）人口、世帯数 

・平成26年の中心市街地の人口は6,722人で平成22年以降、年平均100人以上の人口減少が

みられる。人口推移については、後述するように、高齢化率が 30%を超えていることや、市

の人口動態の現状からも自然減の影響が大きいことが推測される。 

・平成22年から平成26年にかけての５年間の人口について、中心市街地の人口は6.5%の減少

で郊外部（中心市街地以外の旧佐伯市）の減少率1.9%よりも高いが、旧郡部（旧南海部郡）

の減少率7.2%より低い状況であり、過疎化が顕著に表れている。 

・全市の人口に対する中心市街地の人口のシェアは、最近４年間で9.0％から8.8%と 0.2％縮小、

同じく旧郡部で 39.6%から 38.5%と 1.1%縮小したのに対し、郊外部は 51.7%から 52.7%と 1.0%

拡大していることから、ドーナツ化と旧郡部の過疎化が進んでいることがうかがえる。 

・平成22年から平成26年にかけての最近５年間の世帯数の増減は、中心市街地は3,415世帯か

ら3,319世帯へ３%の減少。郊外部は2.9%の伸び、旧郡部は0.1%の減少となっている。 

・平成 26年の１世帯当たりの人口は、中心市街地が 2.1 人、郊外部と旧郡部が 2.3 人となって

いる。 

住民基本台帳（各年9月末日） 

基準

-141人 -20人
-299人

-299人

-164人

-129人

39人
-157人

-629人

-14人

-616人

-535人

40,237人

6,722人

29,364人

-501人

人口減少指数 
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（イ）高齢化率 

 平成22年国勢調査においては、全国の高齢化率23.0%で、佐伯市は32.2%であった。また、平成

26年9月末日の住民基本台帳では、佐伯市全域の高齢化率34.7%、中心市街地34.4%である。中心

市街地では、平成23年から24年にかけて高齢者数が特に増加しているが、エリア内に福祉施設が

建設されたことによる特殊事情が要因と思われる。 

（ウ）地価公示 

市内最大の商業集積地で

ある内町では平成 19 年か

ら平成26年にかけて37%の

下落。同じく駅前の商業地

域で 35%、住宅地の中村西

町は 23%と下落している。

地価の下落傾向は引き続き

続いており、その結果、さ

らに商業地と住宅地の価格

差が縮まってきており、商

業地へのマンションや住宅

立地といった、土地利用と

しては商住混在現象がみら

れるようになってきた。 

住民基本台帳（各年９月末日） 
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２）経済環境の変化 

（ア）中心市街地の事業所数 

平成21年から平成24年にかけて、事業所数は、中心市街地が1,095から980へと 10.5%減、佐

伯市全体の 7.5%より大きく減少している。従業者数は、中心市街地が 6,674 人から 6,227 人へと

6.7%減、佐伯市全体の4.8%減と比べ、減少幅が大きい。 

 事業所数については、小規模事業所を中心に淘汰が進んだと考えられ、従業者数については、市

町村合併により、旧郡部の庁舎から、中心市街地に位置する市役所本庁舎への職員配置等、民間事

業所等においてもそれに類する

動きがあったものと思われる。 

また、長引く不況や人口減少

に伴う過疎高齢化の影響による

消費活動の落ち込み、中小企業

の廃業等も要因の一つと考えら

れる。 

（イ） 中心市街地の小売業 

中心市街地の商業について、商業関係統計における商店街エリア別集計（中心市街地内にある10

商店街エリア 中央通りときわ商店街、大手前商店街、仲町商店街、新屋敷商店街、船頭町商店街、

駅前商店街、港商店街、本町商店街、中央通り仲商店街、中央通り中村商店街の合計）でその動向

を分析した。 

 ４指標（店舗数、従業者数、年間販売額、売場面積）とも、平成 9 年から平成 14 年にかけて大

きく減少しているのがわかる。これは、平成10年10月の郊外大型店トキハインダストリー佐伯店

（16,600 ㎡）のオープン、平成 14 年 2 月の中心市街地の核店舗であった寿屋佐伯店（8,550 ㎡）

の閉店が大きく影響していると推測される。 

① 舗数と従業者数 

 店舗数は平成6年から平成 24年までの18年間で、429 店舗から 63.9%減の 155 店舗まで減

少した。特に平成9年から平成14年の5年間で37.2%減と大きく落ち込み、平成14年から平

成24年の10年間で右肩下がりに減少し、減少に歯止めがかからない状況となっている。  

 従業者数も店舗数とほぼ同様の傾向にあり、平成6年から平成24年までの18年間で、1,832

人から63.5%減の669人まで減少した。特に平成9年から平成14年の5年間で36.6%減と大き

く落ち込み、平成6年から平成24年の18年間でほぼ3分の1という状況になった。 

 平成18年 11月に郊外大型店コスモタウンがオープンしたが、平成16年から平成19年にか

けての減少傾向に特異な変化は現れておらず、影響が限定的であったことが推測される。しか

し、東九州自動車道の開通による購買活動の広域化や拡散、インターネットショッピングの普

及といった消費者の購買活動の変化が地元商業に影響を与えていることが推測される。 

表． 事業所数と従業者数（民営） 

実数 

（事業所、人） 

増減率 

（％） 

    平成21年 平成24年 （H24-H21）/H21 

事業所数 中心市街地 1,095 980 -10.5% 

  佐伯市 4,316 3,993 -7.5% 

従業者数 中心市街地 6,674 6,227 -6.7% 

  佐伯市 29,743 28,305 -4.8% 

平成21年、24年経済センサス 
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② 年間販売額と売場面積  

 年間販売額は平成6年から平成24年までの18年間で、312億円から71.9%減の約88億円ま

で減少した。特に平成9年から14年の5年間で59.0%減と大きく落ち込み、年間算にすると毎

年16.3%ずつ減少したことになる。平成16年に好転しているのは、平成14年時点で閉店して

いた寿屋系列の「くらし館」が、平成 16 年時点でイオングループの「マックスバリュ」に引

き継がれオープンしたことが要因と思われる。それ以降、エリア内に大型店の新規出店は見ら

れない。 

 売場面積は平成 6年から平成 24年までの 18年間で、43,123 ㎡から 69.0%減の 13,367 ㎡ま

で減少した。 

商業統計調査 

経済センサス 

商業統計調査 

経済センサス 
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３）都市環境の変化 

（ア）路線バス利用者数 

大分バスの「大手前 葛港路線」

について、各バス停（全 12 箇所）

の１日乗降客数（上下線計）は、減

少傾向にある。最近は佐伯駅が横ば

いで推移し、大手前の落ち込みが大

きい。 

（イ）鉄道乗降客数 

 JR 佐伯駅の乗降客数は平成 19 年

度から2年間で約７万人減少するも

のの、平成21年度には下げ止まり、

平成22年度から微増し平成 24年度

には60万人台を回復している。 

平成25年度から減少し、平成26年

度の乗客数は約 58 万人で１日平均

にすると延べ約1,589人が利用して

いることになる。佐伯駅利用者は、

市内９駅利用者の約８割を占める。 

（ウ）フェリー 

 平成 16 年に運行を再開した佐

伯・宿毛フェリーは、平成 26 年度

の乗降客数 45,521 人（佐伯発１日

３便）。その他、離島航路として大

入島フェリー（佐伯発１日 16 便、

平成26年度乗降客数119,186人）、

常栄丸（２航路、佐伯発１日12便、

平成 26 年度乗降客数 62,731 人）、

大島航路（平成 26 年度乗降客数

13,128人）がある。すべての航路の

乗降客数を合計した１日当たりの

平均利用者数は約685人となる。 

 佐伯・宿毛フェリーは運送業や観

光客の利用、離島航路の大入島フェ

リー、常栄丸、大島航路は島民の利

用がほとんどであるが、釣り客の利

用もある。 
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（エ）公共公益施設の移転・廃止状況 

中心市街地の主な施設は９施設が郊外に移

転、１施設が廃止、中心市街地内から中心市街

地への移動は市役所の１施設のみとなってい

る。平成22、23年には警察署、消防署が移転し

た。これは市町村合併によるサービスエリア偏

重を解消するための対応とされている。 
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（オ）大型店の動向 

①市内の大型店の動向 

旧佐伯市内にある店舗面積500㎡以上の大型店23店舗の店舗面積の合計76,019㎡のうち、

1万㎡以上の２店舗で全体の41.6%、3,000㎡以上の６店舗で全体の69.1%を占め、中心市街地

を囲むように立地している。 
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平成 20 年以降の７年間で、閉店した大型店は４店舗、うち中心市街地は１店舗。なくなっ

た店舗面積の合計は3,161㎡、うち中心市街地分は1,499㎡で、なくなった店舗面積の47%が

中心市街地である。現在、中心市街地にある大型店の店舗面積合計は4,316㎡で、新規出店し

た郊外店舗スーパーワイドマート佐伯店（図中  ）の１店舗分にもみたない。 
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②県内の大型店の動向 

 大分県下には店舗面積が１万㎡以上の大型店が 17 店舗ある。そのうち面積ベースで 79.5%

が県央に集中している。店舗数でみると北の中津市に２店舗、南の佐伯市に２店舗、残り 13

店舗が県央に集中している。市民意識調査では娯楽施設等が併設された大分市近郊の大型店を

好感する意見が多数あり、市内の郊外店のみならず、市外にも買い物客が流出している状況が

うかがえる。 

61,801㎡ 

361,698㎡ 

31,624㎡ 

※既存 新設 変更

合計面積 
455,123㎡ 
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［３］市民ニーズ等の把握・分析 

 新佐伯市中心市街地活性化基本計画策定に係る市民意識調査（佐伯市中心市街地まちづくりアンケ

ート調査）により、市民ニーズや現状の把握を行った。  

【実施状況】 

調査対象者：市内に居住の20歳以上を対象に無作為抽出した2,000人 

調査方法：アンケート票を郵送し、返送による回収 

調査期間：発送2014年４月15日（火）  

 投函〆切2014年４月30日（水） 

回収率：40.6％（812票を回収） 

（１）回答者の属性と現状の行動パターン 

１）属 性 

回答者の内訳は佐伯地区（旧佐伯市）が 57%、50 歳

以上が73%、核家族と夫婦のみ世帯があわせて72%を占

める。持ち家一戸建てに居住されている方が 80%、U

ターン者をあわせ76%が佐伯市出身者であり、81%が 20

年以上の居住歴がある。 

２）来街頻度 

 来街頻度が「毎日」19%と「週１回」30%をあわせて

49%の人が週１回以上は中心市街地を訪れており、中心

市街地に居住する１割を含むと全体の58%になる。 

３）来街目的 

 来街目的として最も多い「買物」は 25%であり、そ

れに次ぐ「通院等」14%、「手続き」13%と比べても「買

物」の比重の高さがうかがえる。 

４）来街手段 

 来街手段として最も多いのは「自家用車」で 68%。

次いで「自転車」５%、「家族送迎」５%、「バス」４%

となっており、以上で全体の82%を占める。残りは、「徒

歩」「タクシー」「施設送迎」等をあわせて 14%程度で

ある。 

来街頻度 

来街目的 

来街手段 
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５）中心市街地のイメージ 

中心市街地に対する「親しみ」については意見の相違（バラツキ）がみられるが、「活気」につ

いては全体の 76.0%が「活気がない」もしくは「あまり活気がない」と考えている。「買物」につ

いては、平均があまり便利ではないという方向に振れており、「佐伯地区（旧佐伯市）」でさえ中心

市街地での買物は「不便」と思っている傾向がある。 

 前回の調査結果と比べると、「親しみ」、「活気」ともにイメージは平均的にマイナスに振れてい

る。また、東日本大震災以降、特に関心の高い「防災」については全体の 54％が防災対策につい

て不十分と感じている。反面、「住みやすさ」については全体の52％が住みやすそうというイメー

ジを抱いている。 

（２）将来の目標像と方針への要望 

 目標と方針に係る自由意見を要約したところ、将来の目標像については、前回調査よりも意見は少

ないものの、「港から大手前まで歩きたくなるようなまちづくり」「高齢者に優しいまちづくり」「割

り切って田舎っぽさを前に出した方が良い」などの意見があがっている。 

 方針としては、「歩いて回れる流れをつくってほしい」「こどもを中心としたまちづくり」「空き店

舗の個性あふれる有効活用」「周辺地域の産業としっかりむすびついたまち」「住民の指導者になる人

を育成しなければならない」「田舎のおしゃれを目指してほしい」などがあがっている。 
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（３）基盤整備への要望 

 基盤整備で期待されている２大要素は、「空き地・空き

家、空き店舗の利用」「寿屋跡地の整備」である。 

 ２大要素の「空き地・空き家、空き店舗の利用」「寿屋

跡地の整備」については、男女問わず多くの人に支持さ

れ期待されている。前回調査で要望の多かった「道路整

備」については、交通網の整備から歩きやすい歩道整備

へとニーズが推移している。 

「空き地・空き家、空き店舗の利用」については、個

性的な空き家利用や「空き店舗の看板等の取り外しは強

制できないか」など危険家屋への具体的な懸念などが特

に指摘されている。また、空き地を利用して「花畑」に

するなど景観改善のための要望もある。 

「寿屋跡地の整備」については、１期計画からの計画

の遅れもある中で、早期に開発の実現を望む声が多かっ

た。中でも、ショッピングモールやワンストップで用事

が済むような複合的な施設が望まれている。いずれにし

ても、「次の世代に残せる」将来に目を向けた計画として

ほしいなどの意見があった。 

（４）商業への要望 

 商業活性化のために必要とされている２大要素は、 

「新規店舗」と「休憩スペース」である。 

 「新規店舗」については、空き店舗を利用した個性

的なお店などの既存施設を活用した新規店舗の出店が

望まれている。また、ワンストップで用事が済むよう

な「ショッピングモール」を望む声も多い。 

「休憩スペース」については、「歩いて回れるまちづ

くり」をしてほしいという方針にもあるように、買物

途中に気軽に立ち寄れる休憩スペースや会話を楽しむ

ことの出来る「ゆったり」としたスペースを望む声が

多い。 

前回調査同様に、商業の活性化と言えば必然的に仲

町商店街を想定する部分もあり、自由意見では、大手

前と連携を図ることや空き店舗を有効活用することへ

の意見が多かった。 

（５）交通への要望 

 標本属性上でも来街手段の68％が自家用車を利用す 

ることからも「駐車場整備」への期待が断然高い。中で 

も、１台の駐車場面積が広い駐車場や無料駐車場の整備 

への期待が高かった。 

基盤整備への要望 

商業への要望 

交通への要望 
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 「駐車場整備」に次いで要望が多いのが、「バス」へ 

の要望であり「バスの本数を増やし、乗り換えの便利な 

交通」などへの期待が高い。 

 そのほかの交通策としては、「タクシー無料券」の配 

布や「外出出来るための自治体の補助」「自転車のレン 

タルサービス・サイクリングロード整備」などがあげら 

れている。 

（６）都市福利施設への要望 

 都市福利施設としては「公園」「医療施設」「福祉施設」

の順に要望が多い。 

 中心市街地で、若者から大人までゆっくり過ごすこと

のできる「公園」に関する意見が多かった。自由意見か

らも「くつろげる」「気軽」というキーワードが多くあげ

られており、時間を消費することのできる施設整備が望

まれている。 

「公園」施設に次いで、高齢者社会を反映して「医療

施設」「福祉施設」への要望が多かった。「医療施設」に

ついては、既存でも一定の集積があるものの、「がんの治

療・療養施設等特別センター」などの特殊な病院整備や

小児科や産婦人科などへも要望があげられている。 

自由意見にもあるように、健康に対する関心の高まり

か「健康増進施設」への要望もあり、多世代からの支持

を受けている。 

（７）住環境への要望 

 住宅環境としては、「買物や通院に便利な環境」が望ま

れている。 

 前回調査同様に、標本属性として８割以上が一戸建て

の持ち家に居住しており、住環境に対する願望が希薄で

あるためか、自由意見への記述もほとんどなかった。そ

の中で、中心市街地住むとしたらという仮定のもと、求

められているものは前回調査同様に「買物や通院に便利

な環境」である。 

これから家の建設にとりかかるであろう 20 代から 30

代の意見としては、「価格」への関心も高かった。また、

気軽に空き家を借りることができるような仕組み作りへ

の意見もあった。 

「自治」に関しては、若い世代に関心が薄く、高齢者

世代に関心が高いという結果となっており、コミュニテ

ィの希薄化の進行がうかがえる。 

都市福利施設への要望 

住環境への要望 
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（８）必要な魅力への要望 

 必要な魅力の２大要素は「おもてなし環境」「医療・福

祉・子育て」である。 

 「おもてなし環境」については、市外から訪れた人に

おもてなしができる環境が求められている。自由意見に

もあるような観光客のための「一次産品の販売所」や「食

べにいこうと思うような情報発信・環境整備」など、市

外の人を受け入れるための情報発信や施設整備が求めら

れている。 

 「医療・福祉・子育て」については、前回調査と同様

に多世代から支持を受けている。特に、標本属性的に高

齢者層が多いわりに、「子育て」への意見も多く、若者が

住みやすい環境を整えることが期待されている。 

（９）その他の留意点 

１）郊外開発及び全市的発展とのバランス 

中心市街地と郊外開発については、「中心市街地の事ばかりでなく佐伯市全体の発展を図り人

口増加を考えるべき」という意見に代表されるように、中心市街地だけの生き残り策として捉え

られている部分もあり、中心市街地を整備することでの全市的な発展について説明が必要とされ

ていることは留意すべきである。 

また、郊外店舗との関係についても、商業イコール郊外店（コスモタウン、リバーサイドタウ

ン）という見方もされている。自由意見の中には、「商業施設はコスモタウンに集中させ、中心

地は観光をメインに開発」などの意見もあるため、中心市街地と郊外店舗の役割分担についても

留意する必要がある。 

２）人材育成 

    前期計画の事業進捗にあわせて各種施設整備が進む中で、「いくら施設があっても指導者がい

なければ何もできない」「物づくりも大切な環境づくりだが、人づくりも大切なこと」などの意

見もあり、活動の場づくりなどの環境整備にあわせて、人材育成の必要性をうったえる声も多く

なっていることは留意すべきである。 

（10）分 析 

中心市街地へのイメージとしては、前期計画と同様に市民のほとんどが「活気がない」と感じてい

るが、「買物」や「通院」などの一定の来街頻度は維持されている。そのため、様々な用事を済ませ

ることができる中心市街地のメリットを活かした行動パターンが残っていることが推測される。来街

手段としては、自家用車が圧倒的に多く、車への依存度の高さがうかがえる。あわせて、街の機能と

して必要とされている中には、商業だけではなく市外から訪れた人におもてなしができる環境が求め

られていることから観光面での魅力づけが必要とされているとともに、ゆっくりと中心市街地で過ご

せるような施設配置が必要とされている。 

 市街地の整備については、特に大手前の寿屋跡地の面的整備に対する意見も多く、まちの顔として

の再生が期待されている。 

必要な魅力への要望 
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 居住や商業の活性化については、空き家や空き店舗の活用を求めることが多く、新規に建設するの

ではなく既存ストックをうまく利活用することによる個性的な店舗展開が必要である。また、コスモ

タウンやリバーサイドタウンなどの郊外店舗と中心市街地との役割分担を求める声もあるため、それ

ぞれの特性を活かしたまちづくりを進める必要がある。いずれにしても、まちを担う人材不足という

現状があるため、環境整備にあわせた人材育成にも努めていく必要がある。 

 交通としては、自家用車の依存度が高いため、駐車場整備を望む声がもっとも高い。また、高齢者

からは周遊バスや公共交通機関の充実を望む声もあるため、前計画の社会実験結果を見ながらコミュ

ニティバス等の交通施策について検討していく必要がある。 
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［４］前中心市街地活性化基本計画の取り組み 

（１）前中心市街地活性化基本計画の概要 

平成 22 年３月に策定された「佐伯市中心市街地活性化基本計画（以下、「前計画」という。）

の検証。 

１）背景 

本市では、人口の減少や高齢化によるコミュニティの弱体化、モータリゼーションの進展によ

る郊外化、社会情勢の変化への対応や都市機能の補填の遅れによる空洞化などの進行が進んでお

り、中心市街地を取り巻く環境が急速に悪化している状況である。そのため、中心市街地に都市

機能を集積し、便利で暮らしやすいコンパクトなまちづくりを目指すこととし、市民サービスの

向上と交流人口の拡大による経済基盤の強化と持続可能なまちづくり体制を築くため市民活動

による小さな取り組みを大事にした担い手育成を軸とし前計画を策定した。 

 ２）中心市街地の区域 

前計画の中心市街地の位置及び区域は、「歴史的資源」、「自然資源」、「公共公益施設・公共交

通機関・道路交通網」、「商業機能」、「まちづくりの機運」の５つの観点を考慮し、大手前バスタ

ーミナルからJR佐伯駅を中心とした157haの区域とした。 

位置図 
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 ３）中心市街地の基本方針 

基本方針１：生活を支える機能・サービスの充実を図る 

基本方針２：歴史・文化、物産を活かした魅力を創出する 

 ４）中心市街地の重点戦略 

 ５）活性化の目標と評価指標 

人が街に愛着を持ち、市民は誇りを、来街者はまた行きたいという感情を抱きながら、使い続

けられる街としての仕組みづくりを実践することが新たな街としての仕組みづくりを実践する

ことが新たな生活基盤・経済基盤へとつながると考え、「人が集う街」を活性化の大目標として

設定した。 

大目標：「人が集う街」の実現 

   目標１：地区住民・市民が集う街 

       評価指標・・・歩行者通行量 

         現況値（H21）          目標値（H26）         

 2,656人／日           2,837人／日 
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   目標２：来街者（観光客）が集う街 

       評価指標・・・歴史と文学のみち（山際通り）の観光入込客数 

         現況値（H19）          目標値（H26） 

         141千人／年           156千人／年 

 ６）前計画で位置づけられた事業 

平成 22 年３月に策定された前計画で位置づけられている事業及び進捗状況等を以下のとおり

整理する。ただし、大手前開発関係事業については、新計画に継続することを前提とするが、事

業内容及び手法については、今後、大手前開発基本計画市民会議で決定していく。 

章 No 事業名 主体 状況

1 港児童公園整備事業 公共 完了

1-1 大手前公園整備事業 公共 未実施

2 道路整備事業 公共 完了

3 高質空間形成施設整備事業 公共 完了

4 まちかど広場整備事業 公共 完了

4-1 大手前広場整備事業 公共 未実施（新計画継続）

4-2 交通広場整備事業 公共 未実施

5
大手前地区都市再生土地区画
整理事業

公共 未実施

6 山際地区回遊路環境整備事業 公共 完了

7 歴史資料館整備事業 公共 完了

8
大手前地区第一種市街地再開
発事業

民間 未実施

9 まちづくりセンター運営調査業務 公共 完了（新計画継続）

10 市民活動等支援事業 公共 完了（新計画継続）

11 （仮）駅前・港地域交流センター 公共 完了

11-1 （仮）大手前まちづくり交流館 公共 未実施（新計画継続）

12 市庁舎整備事業 公共 完了

13 さいきの茶の間運営事業 公共 完了

14 地域組織活動育成事業 公共 完了（新計画継続）

15 おやこ広場事業 民間 完了（新計画継続）

４章
市街地の
整備改善

５章
都市福利
施設の整
備
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章 No 事業名 主体 状況

16 ファミリー・サポートセンター事業 民間 完了（新計画継続）

16-1 健康保険南海病院整備事業 民間 未実施（新計画継続）

17 歴史・文化講習会事業 公共 完了

18 まちづくり物語事業 公共 完了

19
障がいのある人のための、交流
の場所の開設

民間 完了

20
障がいのある人のための、相談
支援の場所の開設

民間 完了

21 グループホームの開設 民間 完了

22 ビジネスホテル整備事業 民間 未完了

22-1 生涯学習講座 公共 完了（新計画継続）

22-2 パソコン教室 公共 完了

23 街なみ景観形成調査 公共 完了

10 市民活動支援等事業（再掲） 公共 完了（新計画継続）

24 木造住宅耐震改修補助事業 公共 完了

25 木造住宅耐震診断補助事業 公共 完了

26 山際地区住宅修景事業 公共 完了

27 U・J・Iターン事業 公共 完了

27-1 買物弱者対策支援事業 公共 完了

28
中心市街地活性化協議会事務
局支援事業

民間 完了

29 さいき春まつり 民間 完了

30 佐伯みなと神武の火まつり 民間 完了

31 アンテナショップ「まちの駅番匠」 民間 完了

32 （仮）城下町観光交流館 公共 完了

33 魚市場活用事業 公共 完了

34 クルーザーレース 民間 完了

35 まちづくり子供会議 公共 完了

36 食育推進事業 公共 完了（新計画継続）

37 「食」企画事業 公共 完了

38 観光協会の独立 民間 完了

39 ミニツアーの実施 民間 完了

40 観光ガイドの育成 民間 完了（新計画継続）

５章
都市福利
施設の整
備

６章
まちなか
居住の推
進

７章
商業の活
性化
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章 No 事業名 主体 状況

41 まちなかウォーキング 民間 完了

42 チャレンジショップ事業 民間 完了

43 空き店舗活用事業 民間 完了（新計画継続）

44 （事業削除）

45 春まつり市中パレード 民間 完了

46 新屋敷げん気まつり 民間 完了

47
新屋敷イルミネーションファンタ
ジー

民間 完了

48 シンボルツリーの設置・管理 民間 完了

49 休憩用ベンチの設置・管理 民間 完了

50 地場の旬食材研究 民間 完了

51 佐伯マルシェ（大手前市場） 民間 未実施

52 佐伯城下こだわり市 民間 完了

53 大手前野外劇場プランター設置 民間 完了

54 大手前野外劇場ライトアップ 民間 完了

55 来寺ご接待 民間 完了

56 のれん等設置 民間 完了

57 （事業削除）

58 土曜夜市 民間 完了

59 竹灯夜市 民間 完了

60 仲町七夕まつり 民間 完了

61 昔懐かし写真展 民間 完了

62 仲町歳末大売り出し 民間 完了

63 新春初売り 民間 完了

64 仲町商店街フリーマーケット 民間 完了

65
仲町商店街アーケードリニュー
アル事業

民間 完了

66 春祭り大ビンゴ大会 民間 完了

67 商店街の花いっぱい運動 民間 完了

68 清掃活動 民間 完了

69 うまいもん通り夏祭りお魚供養祭 民間 完了

70 山際史跡広場イベント 民間 完了

71 山際通りなごみ茶屋 民間 完了

72 竹灯物語 民間 完了

７章
商業の活
性化
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 ○完了した事業・・・79事業 

 ○未完了の事業・・・１事業 

 ○未実施の事業・・・８事業 

事業の実施状況 

  88事業中79事業を実施 

 〈約90％の実施率〉 

章 No 事業名 主体 状況

73 菖蒲園活用事業 民間 完了

74 佐伯藩弁財天参り菊姫行列 民間 完了

75 さいき葛港海ホタルまつり 民間 完了

76 佐伯みなと魚河岸食堂 民間 完了

77 若者出会い支援事業 民間 完了

78 花火大会 民間 完了

78-1
佐伯市地域活性化チャレンジ
事業

民間 完了（新計画継続）

78-2 Bon-Fes 民間 完了

79 コミュニティバス社会実験事業 公共 完了

80 レンタサイクル事業 民間 完了（新計画継続）

８章
公共交通
機関の利
便性向上

７章
商業の活
性化
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 ◇前計画で実施した事業箇所図 
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（２）前期計画の評価 

本市では、人口の減少や高齢化によるコミュニティの弱体化、モータリゼーションの進展によ

る郊外化、社会情勢の変化への対応や都市機能の補填の遅れによる空洞化などの進行を食い止め

るため、中心市街地に都市機能を集積し、便利で暮らしやすいコンパクトなまちづくりを目指し

てきた。その中で、平成22年３月に前計画の認定を受け、「城下町」と「駅・港」の２拠点を中

心に様々な事業に取り組んできた。特に、「城下町」拠点では、大手前の再生を最重要課題とし

て掲げ、単なる商業施設の集積だけではなく、暮らしの利便性を補う新しい時代のニーズに応え

る機能配置を考え、大手前地区第一種市街地再開発事業や大手前地区都市再生土地区画整理事業

を中心とした基盤整備を計画していた。また、「駅・港」拠点では、より質の高い住環境やおも

てなし環境を生み出すため、地域の福祉活動、情報交換、生涯学習などの自主的な活動を促進す

る施設として「駅前・港地域交流センター」を整備した。さらに、それぞれの拠点の集客促進を

図り、回遊性を高めるため様々なソフト事業にも取り組んだ。 

   こうした取り組みの結果、ソフト事業については、多様な関係者との連携により効果的な取り

組みが実施されるようになった。具体的には、観光ガイドの育成事業とミニツアーの連携により、

より質の高いおもてなしがなされることで、観光入込数の増加につながっている。このような活

動により、市民の中心市街地活性化に向けた機運は、高まってきていると感じられる。一方、ハ

ード整備事業については、目標達成に寄与する主要事業であり、「城下町」拠点の最重要課題と

なっていた大手前開発事業が、事業手法上の手続きに時間を要したため計画期間内の完成が見込

めず、目標としていた「歩行者通行量の増加」を達成することができなかった。 

前計画に対し、佐伯市中心市街地活性化協議会からは、「計画期間に実施した事業により一定

の成果と今後の課題は見出せたが、核事業の白紙化により面的な整備ができず、計画全体に大き

な影響を与えるとともにそのことが重要な課題となっている。そのため、課題解決を図るととも

に、反省や成果を活かすことでより一層の街の魅力を高める活動や情報発信による交流人口の増

加を図り、行政をはじめ、関係諸団体と協力しながら地域が一体となって、中心市街地の活性化

に取り組んでいく必要がある。」といった意見が出された。 

 前計画認定以降の市街地をめぐる現状としては、急激な経済状況の悪化等により、中心市街地

内のボウリング場（Ｈ24.３）やＨ・Ｉヒロセ佐伯店（Ｈ22.５）及びマルマン本町店（Ｈ25.８）

といったスーパー等が閉店した。また、中心市街地周縁部に立地するミスターマックス佐伯店

（Ｈ24.３）やヤマダ電機テックランド大分佐伯店（Ｈ27.５）なども相次いで閉店している。

さらには、大手前周辺地区に立地していた医療法人慈恵会西田病院が郊外に移転するなど急速

に中心部の空き地、空き店舗が増加している状況にあり、今後は、このような空き地、空き店

舗の利活用について、民間事業の掘り起こしなど対策を講じていく必要がある。 

   一方、郊外部では、コスモタウンフリーモール佐伯には、アルペン佐伯店（Ｈ25.６）が出店

するなど、新規出店の動きもあるため、いかに中心部への立地を誘導するかということも課題の

一つとなっている。また、平成 27 年３月には、東九州自動車道が全線開通した。今後、他県、

特に宮崎県からの来県機会も増加することが見込めるため、まちの魅力磨き、おもてなしの環境

整備を進め、交流人口の増加を目指していく必要がある。 

   次頁以降で前計画における数値目標ごとの達成状況を検証する。 
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１）地区住民・市民が集う街「歩行者通行量」 

①指標の達成状況 

○調査方法：歩行者通行量調査（毎年11月実施） 

    ○調査対象：歩行者及び自転車通行者、中心市街地４地点、 

平日・休日の合計平均 

                               …歩行者通行量調査地点 

歩行者通行量調査については、平成26年の最新値の2,003人／日は、前計画の基準値である平

成21年の2,656人／日と比較して653人／日減少しており、目標値である2,837人／日の達成は

出来なかった。 

年 歩行者通行量 

（人／日） 

H21 2,656

H22 2,478

H23 2,239

H24 2,302

H25 2,435

H26 2,003

H26 2,837

（目標値）
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これは、前計画で重点戦略として位置づけ、指標達成のための主要事業として考えていた大手前

開発事業の事業内容の変更及び事業期間の延伸が大きな影響と考えられる。この事業については、

大手前地区都市再生土地区画整理事業と大手前地区第一種市街地再開発事業を主体とした大手前

周辺地区の総合的な開発で、市民意識調査による市街地整備へのニーズとしても最も期待が高い事

業であった。事業実施により、地元でとれる豊かな海産物や農産物を佐伯に暮らす人たちが享受で

きる器づくりと、ヒトとモノの流通システムを構築することで地域循環型経済の拠点となることを

目指していた。また、単に商業の集積だけではなく、暮らしの利便性を補い、新しい時代のニーズ

に応える機能配置をすることで、暮らしやすさの実現を目指すとともに、バスターミナルを活用し

交通結節点の強化を図ることで生活・賑わいの交流拠点、交通・物流・情報の発信拠点となること

を目指していた。 

しかし、事業の実施過程において、市民から「大手前開発事業の推進の賛否を問う住民投票条例」

制定の直接請求手続きの動きがあり、その影響で都市計画決定手続きが遅れたことなど、事業スケ

ジュールの遅れにより、計画期間内での事業完了が見込めなくなった。それらの理由により、大手

前開発事業を当初計画のまま事業実施することは困難となった。 

そのため前計画では、大手前の再生に向けて、以下の項目について取り組むこととし、新計画へ

事業を継続していくこととした。 

   （ア）開発のための用地確保と測量等の基礎的な調査 

商業指標の急激な落ち込みの要因の一つとして考えられる寿屋の閉店後、その跡地につ

いては、低未利用地となっていた。その用地を平成 17 年に佐伯市土地開発公社が将来の

大手前開発に向けて先行取得している。前計画では、先行取得した用地を買い戻し、開発

に向けた機運を高めることとした。 

       また、将来の計画策定に向けて、周辺の測量調査や文化財調査などを実施し、開発の準

備を行うこととした。 

   （イ）基本構想・基本計画の策定 

大手前開発計画については、市民参加による話し合いを再度行いながら、共有される「想

い」を形にし、基本構想・基本計画を策定することとした。 

       具体的な市民参加による話し合いについては、市民から公募で選んだ「大手前開発計画

市民会議」と学識経験者等による「大手前開発計画協議会」を立ち上げ、市民の意見を聞

きながら大手前開発計画を策定している。特に、「大手前開発計画市民会議」については、

約 70 人の市民により、事業完成後の大手前で「何をしたいのか」についてアイデアを出

してもらい協議を行った。一方、「大手前開発計画協議会」については、学識経験者や中

心市街地活性化協議会の委員でもある市民活動団体等の代表者が参加し、市民会議で出さ

れた意見を基本構想・基本計画案としていく。 

   （ウ）事業手法の検討 

住民参加により大手前開発基本構想・基本計画を策定し、その策定された計画をもとに

区画整理事業及び再開発事業並びに高次都市施設等を含めた整備手法の検討を行うこと

とした。 
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   （エ）将来の開発に繋がるソフト事業の実施 

計画の策定と連動し、開発のために確保した低未利用地を活用しながらまちづくりの機

運を高める。具体的な取り組みとしては、食育推進事業（食の文化祭）や大手前マルシェ

などのソフト事業を実施していくこととした。また、計画策定の中で、新たに実証実験的

な取り組みを洗い出し、開発に向けた市民主体のまちづくり活動を促すこととした。 

これらの大手前開発の動きにより、歩行者通行量の一部を補うこととしたが、結果として、計画

期間内の大手前開発事業自体の完成が見込めない中で、目標達成に至らなかった。 

   その他の主要事業としては、駅前・港地域交流センター整備事業については、平成 25 年２月に

開館し、月平均1,500人の利用があり地域の活性化に寄与している。また、港児童公園整備事業に

ついても、平成 25 年３月に完成し、リニューアルした遊具や健康器具等の配置により一定の利用

者数の増加が見込まれる。しかしながら、通行量調査の調査地点と事業実施箇所が離れているため、

これらの効果が純粋に歩行者通行量の増加に繋がっているとは言えない状況にあり、今後は、整備

された施設や既存施設等を回遊させる取り組みの強化や通行量調査の調査地点等も含めて検討が

必要と思われる。 

   これらのことから歩行者通行量に関する指標に関しては、以下の内容に留意する必要がある。

   （ア）大手前開発の更なる推進 

   （イ）市民参加による計画策定、運営体制の強化 

   （ウ）既存施設を活用した回遊性の強化 

   （エ）通行量調査ポイントの整理 

 ②主要事業の進捗状況及び事業効果（歩行者通行量） 

事業名 大手前地区都市再生土地区画整理事業（佐伯市） 

事業完了時期 【未】平成26年度 

事業概要  機能集積を図るため、区画整理による面整備、大手前交差点の改良、大手前開

発地区内の道路改良を行う（区画整理事業と市街地再開発事業の一体的施行）。 

事業効果又は進捗

状況 

 数値目標では、大手前関連事業の効果として１日当たり451人の新規発生通行

量を見込んでいた。 

 しかし、事業手法上の手続きに時間を要している等の諸々の状況から、事業を

中断している状況である。大手前関連事業については、更なる住民合意形成を図

りながら新計画につなげ、整備を行う。 
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事業名 大手前地区第一種市街地再開発事業（大手前地区市街地再開発組合） 

事業完了時期 【未】平成26年度 

事業概要  多目的に利用できるスペースを確保することで賑わいに結びつく交流を促進

するため、市街地再開発事業により店舗、駐車場、住宅、地域交流センター、広

場等を複合的に整理する。 

事業効果又は進捗

状況 

数値目標では、大手前関連事業の効果として１日当たり451人の新規発生通行量

を見込んでいた。 

 しかし、事業手法上の手続きに時間を要している等の諸々の状況から、事業を

中断している状況である。大手前関連事業については、更なる住民合意形成を図

りながら新計画につなげ、整備を行う。 

事業名 空き店舗活用事業（佐伯商工会議所、まちづくり佐伯） 

事業完了時期 【実施中】平成26年度 

事業概要 中心市街地商店街の空き店舗において、商業にこだわらず福祉や子育て関連施設

を誘致するとともに、店舗併用住宅に居住を伴う入居者を誘導する。 

事業効果又は進捗

状況 

 数値目標では、新規出店10軒における居住効果（居住者）により、40人／日

の歩行者通行量の増加を見込んでいた。しかし、現状は居住を伴う入居者の誘導

にはつながっていない。ただし、事業の実施により、飲食店が２店舗、福祉研修

施設が１店舗開業することで、来店者による歩行者通行量の増加につながってい

る。 

 今後は、事業自体の広報強化を図り、民間投資をしやすい環境を整備すること

で空き店舗の活用を促す。また、居住を伴う入居がしやすい環境を整えるため、

空き店舗所有者との交渉等に努める。 

事業名 （仮）駅前・港地域交流センター（佐伯市） 

事業完了時期 【済】平成24年度 

事業概要  駅前・港地域のより質の高い住環境やおもてなし環境を生み出すため、地域の

福祉、情報交換、生涯学習などの自主的活動を促進する施設を整備する。 

事業効果又は進捗

状況 

 数値目標では、類似施設１㎡当たりの利用者数から算定した新規発生通行量

27人の増加を見込んでいた。 

 当施設の整備については、平成25年１月に完了し、平成25年２月から開館し

ている。現時点（月1,500人）で事業効果を想定した場合、日当たりの利用者数

は50人と想定され、一日当たりの新規発生通行量は50人となる。ただし、開館

直後の数値であるため、正確な効果とは言えない状況にある。 

 そのため、今後は、生涯学習講座の開始や広報の強化、図書機能の充実を図り、

事業効果の発現に努める。 
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事業名 港児童公園整備事業（佐伯市） 

事業完了時期 【済】平成24年度 

事業概要  佐伯駅と港の中間に位置する公園をより開放的に居心地のよいオープンスペ

ースとし、活用される公園とするため、地元の小学生や地元関係者による意見に

基づき公園のリニューアルを行う。 

事業効果又は進捗

状況 

 数値目標では、現状の利用者数の２倍の利用者を目指すことで新規発生通行量

56人の増加を見込んでいた。 

 当公園のリニューアルについては、平成25年３月に完了し、平成25年４月３

日に地元小学生や保護者を中心に完成式典を行った。リニューアルに伴い住民と

意見交換をすることで、整備内容とあわせて公園の管理や活用についても協議が

なされた。そのため、今後は、地元が主体となったイベント等をこの公園を活用

し取り組んでいくことで、事業効果の発現に努める。 

２）来街者（観光客）が集う街「歴史と文学のみち（山際通り）の観光入込客数」 

①指標の達成状況 

   ○調査方法：観光統計調査（毎年１月実施） 

   ○調査対象：「歴史と文学のみち」の各施設の入館率（17％） 

から測定 

   ※平成23年については、東日本大震災により春まつりを自粛したため、特異年とする。 

観光入込客数については、平成26年の最新値の145千人／年は、前計画の基準値である平成19

年の141千人／年と比較して4千人／年増加している。また、認定以降ほぼ横ばいに推移している

状況から目標値である156千人／年の達成は可能であると考える。ただし、調査方法が山際通りの

既存施設の入館者数から観光入込客数を割り戻しているため、実数の把握が不明確となっている部

分もある。そのため、今後は、前計画で整備した歴史資料館等の交流施設への入館者数とあわせて

フォローアップをしていく必要がある。 

年 観光入込客数 

（千人／日） 

H19 （基準値）141

H20 198

H21 168

H22 172

H23 106

H24 162

H25 136

H26 145

H26 （目標値）156
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   指標の達成が可能と思われる要因としては、山際周辺地域で開催されるイベントやミニツアー等

のソフト事業の実施により、指標の測定ポイントである観光施設への利用が促進されたことが考え

られる。特に、ミニツアーの実施については、多様化する観光客のニーズを捉え、従来の都市部の

大手旅行会社が企画するいわゆる「発着型観光」から、地域が自らの個性や文化などを活かしたそ

の地域ならではのメニューを提供する「着地型観光」へとシフトしながら観光入込客数の増加につ

なげている。また、観光ガイドの育成に力を入れることで、地域の歴史や文化、エピソードなどを

広く情報発信し、観光客の満足度を高める努力をしてきた。 

   指標を達成するための主要な事業である歴史資料館整備については、平成 26 年度に完成し、更

なる観光入込客数の増加が見込まれ、観光入込客数の指標については達成が可能と考えられる。ま

た、この事業については、当市の歴史を総合的に学ぶことや歴史文化を未来に伝え、新たな文化を

つくる拠点施設となるため、山際周辺地区に立地する既存施設と連携を図ることで、来街者の滞在

時間の延長にもつながると考えられる。さらに、城下町観光交流館についても、平成 27 年５月に

開館し、既存施設と連携することで更なる観光入込客数の増加につながると思われる。 

   今後は、平成 27 年３月に開通した東九州自動車道により更なる観光客の増加が見込めるため、

観光動態を見極めながら観光対策を講じるとともに、市内への流入促進を図る必要がある。また、

前計画で相乗効果を見込める事業として掲げた食育推進事業や各種イベント等と連携を図りなが

ら、点在するスポットを回遊させることで滞在時間を延長し、宿泊客の増加につなげていく必要が

ある。 

   これらのことから観光入込客数に関する指標に関しては、以下の内容に留意する必要がある。 

   （ア）調査方法、フォローアップ方法の再検討 

   （イ）既存施設の連携による観光滞在時間の延長及び宿泊客数の増加を図る 

   （ウ）東九州自動車道開通効果を利用した観光促進 

   （エ）更なる観光情報・ツアー企画の発信 

②主要事業の進捗状況及び事業効果（観光入込客数） 

事業名 歴史資料館整備事業（佐伯市） 

事業完了時期 【済】平成26年度 

事業概要  当市の歴史・文化の継承や情報発信を図ることを目的に、新たな文化拠点を整

備する。 

事業効果又は進捗

状況 

数値目標では、歴史資料館整備の効果として１年当たり 30 千人の新規観光入

込客数を見込んでいる。 

 用地買収や既存建物の解体・保存、実施設計が完了しているが、本体工事自体

は、平成 26 年度末の完成となるため、計画期間中に効果として見込んでいる新

規観光入込客数の増加は難しい。また、当初計画では、隣接する三余館と複合的

な利用を検討していたが、大手前開発事業の影響により、一部の学習支援機能を

見直しする可能性がある。 
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事業名 （仮）城下町観光交流館（佐伯市） 

事業完了時期 【未】平成26年度 

事業概要  平成16年に策定した山際周辺地区まちづくり基本構想で、「歴史的佇まいを残

したい建物」として位置づけられた旧つたや旅館を購入し、観光客のためのビジ

ターセンターとして整備する。 

事業効果又は進捗

状況 

 数値目標では、（仮）城下町観光交流館の効果として１年当たり14千人の新規

観光入込客数を見込んでいる。 

 現状は、所有者との用地交渉も完了し、用地・建物を買収した。今後は、地元

関係者と協議をしながら設計を行い、平成 27 年度５月に開館するため、前計画

期間中の事業効果の発現までは至らない。 
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［５］中心市街地活性化に向けた課題 

（１）中心市街地低未利用地の活用 

大手前周辺地区では、中心市街地のシンボル的な役割を担っていた商業施設の跡地や総合病院の跡

地が更地のまま手つかずの状況となっており、その場所の有効活用を望む市民ニーズは依然として高

い。商業の衰退傾向は著しいものの、市民の来街目的は依然として圧倒的に「買物」であるため、消

費を促すためにも、中心市街地の核となりまちなか滞留時間の延伸につながる機能をもった、賑わい

を生み出す交流拠点施設を整備し、活用していくことが期待される。また、空き家、空き店舗などの

利活用に対するニーズも高いことから、既存ストックの利活用により、商業の活性化にも寄与し、ま

ちの魅力づけを図っていく必要もある。 

（２）回遊性の強化 

中心市街地内の大手前周辺地区を中心とした拠点地域（城下町拠点）と JR 佐伯駅前から港周辺拠

点地域（駅前・港拠点）のそれぞれの場所を目的とした来街者はあるが、滞在時間が短く、そのこと

だけでは、消費の拡大につながっていない。そのため、それぞれの拠点が個性的な魅力を高めて、相

互に訪れたくなる場所となり、拠点間に回遊性を生む必要がある。今後はそのような取り組みに加え、

情報発信にも努めながら、観光客の増加やそれに伴う経済の活性化を図っていく必要がある。 

また、まちなか循環を促進するための交通手段として、市民等のニーズに応える使いやすい公共交

通の在り方を検討する必要もある。 

（３）おもてなし環境の整備 

中心市街地活性化に向け、観光の取り組みをさらに強化し、高速道路の開通による交流人口を増加

させるため、来街者に対するおもてなしのサービスを提供しなければならない。さらに、そのサービ

スの質の向上を目指すとともに、おもてなし環境を整える必要がある。また、来街者に分かりやすい

施設案内板整備や新たな観光ガイドの育成・拡大等を通じ、地域におもてなしの機運醸成を図る。そ

してまちなかイベントにより「まちなかで過ごす楽しさ」を付加価値として追加する。地域としての

魅力をさらに高め、おもてなし環境整備を実施し、また訪れたくなるまちを目指す。 

（４）まちを活性化する人材の育成 

  人口減少や高齢化によるコミュニティの弱体化が懸念される中、地域の担い手となる人材を確保

し、その育成を望む市民ニーズも高いため、地場の産業や商業、まちづくりを担う人材を関係者が協

働しながら育成していかなければならない。そのため、市民活動の支援や活動者間の交流を促進する

とともに、その活動の場や自ら学ぶ場の提供などが必要である。また、市民交流の場を積極的に提供

することで、自らまちづくりを実践し、まちの活性化に寄与する人材の掘り起しや育成を図っていか

なければならない。 
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［６］中心市街地活性化の基本方針 

（１）佐伯市まち・ひと・しごと創生総合戦略との整合性 

まち・ひと・しごと創生総合戦略については、まち・ひと・しごと創生のため、４つの基本目標を掲

げ一体的に推進していくこととしている。その中で、中心市街地活性化については、基本目標４「街・

浦・里が支え合い、高め合う」の中で施策として位置付けられており、現状の取組と課題やそれに対す

る個別目標は以下のとおりである。 

以下、「佐伯市まち・ひと・しごと創生総合戦略」の基本目標４「街・浦・里が支え合い、高め合う」

を抜粋 

（２）中心市街地活性化の必要性 

本市の中心市街地は、江戸時代に毛利氏が城主を務めた佐伯藩の城下町が中心的役割を果たしてき

た。昭和40年代には、大手前エリアについては、公共施設が集積し、佐伯の顔として寿屋を中心に周辺

商店街が形成され、買い物客による賑わいがあり、隣接地にバスターミナルが立地するなど街の中心と

して機能してきた。また、港機能やJR佐伯駅のある駅前・港地域も公共交通利用者を背景に発展し、中

心市街地内は２拠点での都市構造が確立した。中心市街地にはいち早く都市基盤整備が施され、第２次

世界大戦中の軍港都市、あるいは戦後の造船を中心とした工業都市として発展した際にも賑わいを呈し

てきた。 

しかし、年代の移り変わりとともに、人口の減少や高齢化によるコミュニティの弱体化、車社会への

転換・進展による購買力の流出や商業店舗郊外化などの事情が複雑に絡み、中心市街地の象徴であった

寿屋も閉店し、中心市街地はかつての魅力を失い、衰退へ向かっていった。 

このような中、時代にあった魅力を創出し、住む人が暮らしやすさと賑わいを感じられる街を実現す

ることや、都市機能の集積と交通の利便性向上を目指したコンパクトシティを形成し、市民サービスの

【現状の取組と課題】

○本市は、９つの市町村が合併して新市となりました。これまで、各地域の生活拠点を核に、ネッ

トワークでつながるまちを目指してきました。文化や伝統などの地域資源を大切にし、地域の個性

が光るまちづくりに取り組みました。しかし、人口減少と少子高齢化、過疎化は進行しています。

そのため、各地域において空き家の増加、公的施設の老朽化、地域コミュニティの維持に関わる問

題等が深刻化しています。これらを踏まえ、いかに持続可能なまちづくりを進めるかが課題です。 

【基本的方向】

○持続可能な暮らしを実現するため、まちづくりの根幹である「ひと」づくりに取り組みます（個

別目標１）。人口減少・少子高齢化・過疎化を踏まえ、住み慣れた地域で、安心して暮らし続けら

れるまちづくりに取り組みます（個別目標２）。また、各地域の日常生活拠点を維持するため、地

域の個性を尊重し、特性をいかしたまちづくりを進めます（個別目標３）。これらの取組により、

地域創生に取り組む団体の数を増加させます。 

(抜粋) 
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向上と交流人口の拡大による経済基盤の強化を図るため、平成22年３月に前佐伯市中心市街地活性化計

画を策定した。その計画の最重要課題として取り組んだのは、第一の拠点としての大手前の賑わいを創

出させる開発事業であったが、開発計画が白紙撤回されることになり、前計画は大きな柱を失うことと

なった。 

しかしながら本市では、市民の期待も大きい大手前の賑わいの創出が中心市街地活性化に必要不可欠

であると考え、引き続き開発事業に取り組むことにした。また、前計画で整備された佐伯市歴史資料館

や佐伯市城下町観光交流館等を活用し、ソフト事業にも取り組むことで交流人口の増加や経済活性化を

目指した観光の推進、市民協働の強化などを行うこととした。また、駅前・港地域においても、魚市場

を中心として交流人口の増加を目指し、イベント等のソフト事業を継続的に展開し、地域の魅力を磨く

取り組みを官民共同で実施していくこととしている。このような取り組みを地道に行うことが、中心市

街地の賑わいを再び取り戻すことに繋がると考えている。 

そのために、具体的には、新計画を策定し、「中心市街地低未利用地の活用」、「回遊性の強化」、「お

もてなし環境の整備」、「まちを活性化する人材の育成」などの課題解決に取り組み、前計画で達成でき

なかった歩行者通行量を増加させ、人々の活気あふれる「人が集う街」の実現を目指していく。 

そこで新計画では、以下の２つの基本方針を掲げ、中心市街地の活性化を進めていくことにする。 

（３）基本方針 

基本方針１：生活を支える機能・サービスの充実 

・既存のストックを活かしながら、暮らしを支える場所としての大手前の賑わいの創出に 

取り組む。 

  ・空き家、空き店舗を活用し、個性的なお店を増やし、まちの魅力を高める。 

・どんなものを売っているのか、何処に行けば手に入るのかなどの情報発信に取り組む。 

・社会サービスを補充し、利便性の高い生活環境を整える。 

・市民の手で、よりきめ細かなサービスを提供することで生活環境の質を高める。 

・拠点内の回遊性を強化し、観光客の増加や経済の活性化を図る。 

基本方針２：みんなが主役、みんなが活躍できるまちをつくる。 

・まちづくりを担う人材の育成を行う。 

・担い手が活動しやすい環境を整える。 

・イベントのみの賑わいではなく、担い手の活動で賑わいを創出する。 

・市民が交流し、学びあえる場の提供を行う。 
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（４）重点戦略について 

  基本方針と重点戦略の関係について概念図を示し、各重点戦略について示す。 

基本方針 重点戦略 主な事業

大手前の賑わい創出
（仮）大手前まちづくり交流館整備

（地域交流センター、まちおこしセンター)

大手前商業計画策定調査事業

拠点内の回遊性強化
高質空間形成施設整備事業

魚市場リノベーション事業、まち歩き

マップ作成事業、レンタサイクル事業

観光による交流促進
佐伯市城下町観光交流館運営事業

着地型旅行商品の造成事業

観光案内板整備事業

食のまちづくり
食育推進事業

食育サポーター事業

佐伯人創造塾

空き家・空き店舗活用
空き家・空き店舗活用実証実験事業

佐伯現代アートプロジェクト

人材育成
まちづくりセンター運営事業

さいき立志塾

「さいきキャンパス」構築事業

基本方針１：

生活を支える機能・
サービスの充実

基本方針２：

みんなが主役、
みんなが活躍できる
まちをつくる

１）大手前の賑わい創出 

 前計画では、中心市街地の商業指標の推移や市民意識調査から大手前の果たしてきた役割と市民の期

待の高さを受け、大手前の賑わいの創出については最重要課題として位置づけ取り組んできた。特に、

地域循環型経済の拠点、生活・賑わいの交流拠点、交通・物流・情報の発信拠点として、大手前商店街

のリニューアルや地産地消ショップ、子育て支援施設、市民活動施設等の複合施設を整備することとし

た。事業手法としては、基盤整備のための土地区画整理事業と近隣施設の集合化のための市街地再開発

事業を一体的に施工することを考えていた。しかし、これらの事業の実施過程において、都市計画決定

手続きが遅れたことなど、事業スケジュールの遅れにより、計画期間内での事業完了が見込めなくなり、

大手前開発の当初計画を白紙とした。 

当初計画の白紙後、前計画期間内には、大手前の賑わいを創出するため、バスターミナル機能の強み

を生かしながら、市民生活の利便性向上や暮らしやすさの実現を目指し、以下の事項に取り組んで来た。

   ①開発のための用地確保と測量等の基礎的な調査 

  商業指標の急激な落ち込みの要因の一つとして考えられる寿屋の閉店後、その跡地については、低

未利用地となっていた。その用地を平成 17 年に佐伯市土地開発公社が将来の大手前開発に向けて先

行取得していたため、前計画期間には用地を買い戻し、開発に向けた機運を高めた。 

  また、将来の計画策定に向けて、周辺の測量調査や文化財調査などを実施し、開発の準備を行って

きた。 
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                 大手前地区の現状 

②基本計画の策定 

 大手前開発計画については、約１年半の期間をかけ市民参加による話し合いを行いながら、共有さ

れる「想い」を形にし、基本計画を策定することとした。 

 具体的な市民参加による協議については、市民から公募した「大手前開発基本計画市民会議」と学

識経験者等による「大手前開発基本計画協議会」の2つの組織体を立ち上げ、市民参加の新たな枠組

みで作業を進めた。特に、「大手前開発基本計画市民会議」については、76人の市民参加により、計

８回の会議を行い、意見の合意形成や事業完成後の活用も含めたアイデアを抽出した。一方、「大手

前開発基本計画協議会」は、市民会議で出された意見を基に実現性・妥当性の協議を行い、基本計画

に対する提案書の作成に取り組んできた。具体的な体制については、次に示すとおりである。 

            大手前開発に向けた取組体制図 
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   ③事業手法の検討 

    住民の意見を参考に大手前開発基本計画を策定し、その策定された計画をもとに新計画期間内での

完成が可能な整備手法の検討を行った。 

   ④将来の開発に繋がるソフト事業の実施 

   計画の策定と連動し、開発のために確保した低未利用地を活用しながらまちづくりの機運を高める

ソフト事業を展開した。具体的な取り組みとしては、食育推進事業（食の文化祭）やスパイスプロジ

ェクト、本読むカフェなどの事業を実施した。また、大手前開発基本計画を検討する市民会議のメン

バーにより、昼なべ談義やものづくりワークショップなどの取り組みを実施した。 

         ものづくりワークショップの様子（屋台づくり） 

○大手前地区整備平面図（案） 
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    新計画では、大手前開発基本計画協議会及び大手前開発基本計画市民会議の提案を受け、市として

大手前開発基本計画のパブリックコメントを行い、基本計画を策定、整備方針を決定した。 

大手前の将来像・方向性 

機能配置については、当市の豊かな自然や歴史と人をつなぐ賑わいの場所となる「広場」「建物」

を配置し、既存商店街とそれぞれの機能が相互に連携し賑わいのある交流拠点を形成する。 

機能配置イメージ図 
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これらの方向性等を基に、人の集う街の実現を目指した導入施設としては、まちの広場、まちの部

屋、ホールを中心的な施設とした（仮）大手前まちづくり交流館を配置し、中心性の回復に繋げてい

く。具体的な機能としては以下のとおりである。 

   （１）まちの広場 

    日常生活における憩いの場、様々な活動・イベントに対応できる場とし、高齢者から子どもまで

幅広い年齢層が利用しやすい賑わいのある空間を整備する。また、防災機能を備えた設備配置を行

う。 

まちの広場イメージ 

   （２）まちの部屋 

    中・小規模の部屋を配し、柔軟性のある仕様により多様な用途に利用できる空間を整備する。ま

た、市民活動・ＮＰＯ活動等の様々な世代・団体が交流できるよう市民協働センターを整備する。

まちの部屋イメージ（図書スペース、調理室、交流室等） 
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   （３）ホール 

    大ホールと小ホールを併設したホールを整備する。大ホールについては、特定目的の用途に絞っ

たホールではなく、幅広い用途で利用可能な多目的機能を持たせた「多目的ホール」を整備する。

エントランスについては、展示スペースを兼ねるとともに、市民・来街者の日常的な交流、観光情

報発信等の機能を備える。 

ホールイメージ（多目的ホール、小ホール、エントランス等） 
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 ２）拠点内の回遊性強化 

前計画期間内では、大手前を中心とする城下町拠点と JR 佐伯駅や離島航路を有する駅前・港拠点を

中心に集客促進を図る施設整備を行ってきた。城下町拠点においては、前計画期間内の大手前開発の完

成はできなかったものの、佐伯市歴史資料館や佐伯市城下町観光交流館、市道大手前蟹田線の景観整備

などの施設整備を行った。また、駅前・港拠点においては、駅前・港地域交流センターや駅前周辺道路・

市道日の出３号線の景観整備などの施設整備を行った。それらの整備された施設を利活用するようなソ

フト的な取り組みも実施されるなど、一定の効果は上がっている。しかし、それらの効果については、

整備された単体の施設利用に留まり、周辺への波及効果は低いのが現状である。 

   そのため、新計画では、各拠点において集客の核となる施設整備を行うとともに、整備された施設を

訪れる人々のエリア回遊性を高めるため、拠点となる地域の個性的な魅力を高め、拠点間における人々

の相互循環を目指していく。具体的な取り組みとして、駅前・港拠点においては、海のロケーションや

豊後水道で捕れる水産加工品や活魚などの豊かな海の幸といった地域の魅力をさらに磨きあげ、佐伯市

公設魚市場や隣接する民間商業施設を核として、周辺の飲食店や雑貨店等を歩いてもらう仕組みを形成

する。また、藩政時代の街割、武家屋敷の土塀などが現存している城下町拠点においては、佐伯のシン

ボルである城山を背景に、船頭町のまちなみや佐伯市歴史資料館、佐伯市城下町観光交流館などの施設

や本市の歴史に触れながらその風情や魅力を感じてもらう仕掛けを行う。さらに周辺飲食店など拠点内

店舗を関連づけたまち歩きマップの作成及び情報発信の強化、レンタサイクルステーションの増加や電

動アシスト付自転車の導入など、レンタサイクル利用促進や拡充に向けた事業を実施する。また、まち

歩きを促進する中で、市民意識調査において、「歩道の段差をなくしてほしい」や「従来の路地の保存

と活性化が必要だと思う」などの意見も多いため、歩行者目線の歩きやすい道路といった観点も考慮し

た道路整備を行う。

 ３）観光による交流促進 

人口が減少していく中で、経済基盤を維持していくため、交流人口の増加は重要な要素である。市町

村合併や東九州自動車道の開通に伴う観光客の増加を目指して、前計画では観光客のリピーターを増や

すことを想定した施設整備や観光商品の開発を行ってきた。その中で、高速道路の利用者数や前計画で

指標としていた観光入込客数については、一定の交流人口を維持しているものの、佐伯市全体の入込客

数は増加しているとは言えない状況にある。今後、東九州自動車道を利用した広域圏での集客促進及び

リピーター獲得のための取り組みを実施していく必要がある。 

   新計画では、老舗での体験を組み込んだミニツアー事業などを継続的に実施しながらリピーターの確

保に努めるとともに、新たに整備した佐伯市城下町観光交流館を活用して観光・地域情報の発信を強化

する。また、佐伯の歴史、風情を感じてもらうため、観光ガイドの育成事業やまち歩きマップ作成によ

り、まち歩きなど市内の観光を支援する体制を整える。 

   さらには、平成 26 年に佐伯地域戦略推進会議（大分県、佐伯市で構成）が策定した「味力全開！九

州一・佐伯 ツーリズム重点戦略2014」に記載されているとおり、市内のインターチェンジから市域全

体を周遊させるプランを作成し、エリアごとのコース設定などを戦略的に実施していく。特に、中心市

街地では、「真珠湾攻撃出撃の地・佐伯から平和のメッセージコース」などのコースを設定し、集客促

進を図るとともに、ルートの魅力アップのため、案内板の整備や地元特産品が味わえる飲食店などの情

報提供といったおもてなしの体制の強化を図る。 
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 ４）食のまちづくり 

平成21年に制定した「食のまちづくり条例」に基づき、前計画期間内には、「第一次佐伯市食育推進

計画（H22-H24）」を策定し、食育への認知度を高めるための講演会や研修会などを中心とした様々な事

業に取り組んできた。それらの取り組みにより、食育の様々な分野（魚食、オーガニック、料理教室）

に関心を持つ個人・団体が増加しており、今後は、それらの個人・団体の取り組み強化を支援し、市民

独自の取り組みへと昇華する必要がある。 

また、前計画期間内には、食と観光をあわせた「佐伯寿司街道」、「ぶんご丼街道」や「伊勢エビ海道」

などの海の幸を活かした食関連イベントを実施した。それらの取り組みにより観光客は増加傾向にあ

り、また、それに伴い経済効果ももたらした。引き続き、キャンペーンを実施し、さらに他の地域特産

品を題材としたキャンペーンを追加しながら、食をテーマにした観光を推進する。 

また、地産地消により、食の安全安心や地域産業の発展を推し進めるために、地場水産物のおいしさ

や価値を周知する「食育サポーター事業」※1、次代を担う食産業のリーダーや食育活動を普及・推進す

る人材を育成するため「「佐伯人創造塾」～人材育成事業～」※2、若年層から食への関心を高め地元愛

を醸成するため「巣立つ君たちへ「自炊塾」」※3などを食育推進団体・個人と連携を図りながら実施す

る。また、観光客はもとより地元消費を促すためにも、市民を巻き込みながら着地型旅行商品の造成を

行い、地域循環型経済の確立を目指す。さらには、食を組み合わせたまち歩きマップ等により、地域の

魅力を発信していく。 

※1 食育サポーター事業 

 市内の教育施設に食育サポーターを派遣し、地場の魚や野菜の知識などを指導。 

※2 「佐伯人創造塾」～人材育成事業～ 

 地域活性化先進地の活動家や有識者を招聘し、まちづくりや地域活性化に興味のある人々に講演会

などを通じた、人材育成を実施。 

※3 巣立つ君たちへ「自炊塾」 

 高校生を対象として、食育座学や調理実習を実施。 

 ５）空き家・空き店舗活用 

 中心市街地内の空き家は、平成25年の調査では180件あり、全市域に対して0.17％の面積である中

心市街地に、全市の空き家の７％が立地する。また、県南随一のアーケード商店街の空き店舗率につい

ては40％を超えており、今後、商業者の高齢化や後継者不足などを考えるとますます事態は深刻化する

ことが懸念される。そのような背景のためか、市民意識調査では、「空き店舗等があったら暗いイメー

ジになってしまうので早めに整備してもらいたい」「空き家で店を始める人への援助金」が欲しいなど

の空き家を活用することへの要望が多い。また、「空き店舗の看板等の取り外し」などの危険家屋とな

っている建物等への関心もみられる。 

   そのため新計画では、空き家や空き店舗をどのように利活用するか検討を行う。その解決策の試みと

して、若手商業者の出店支援や地域コミュニティの場づくり、交流を促進するためのソフト事業などを

実施する。また、空き家の解消のためにも大家を交えたオーナー会議などを提案し、民間の投資が起こ

りやすい環境を整える。さらには、店舗や居住だけに留まらず、佐伯現代アートプロジェクトなどの芸

術・文化の創作・展示の場や新たな市民活動の拠点としての活用も検討していく。 
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６）人材育成 

前計画期間中に運営を行ってきた佐伯市まちづくりセンターよろうや仲町により、本市のまちづくり

活動団体数（佐伯市まちづくり交流倶楽部※1）については、平成 18 年の組織化以降、多少の増減はあ

るものの増加傾向にある。しかし、実際の活動内容や実活動団体数を考慮すると必ずしも活発に活動す

る個人・団体数が増えているとはいえない状況である。また、前計画策定以降、様々な要因を理由に組

織のリーダーが引退することで、活動が停滞した団体等の事例も見受けられた。さらには、市民意識調

査でも「いくら施設があっても指導者がいなければ何もできない」「人づくりも大切なこと」など活動

の場づくりなどの環境整備とあわせて、人材育成を望む声が多かった。 

   そこで、あらゆる分野の地域リーダーを育成するため「「佐伯人創造塾」～人材育成事業～」、若手商

業者を中心とした「さいき立志塾」※2などの人材育成事業に取り組む。また、それらの人材育成にあわ

せて、佐伯市まちづくりセンター運営調査事業を実施することで、個人・団体間の連携を強化するとと

もに、広域的な連携も促進する。それらの取り組みにより、複合的な人材ネットワークを構築し、自ら

まちづくりを実践する人材の掘り起しや育成により将来に向かって継続的なまちづくり体制を確立す

る。 

※1 佐伯市まちづくり交流倶楽部

     市民活動団体としての団体登録をまちづくりセンターで管理し、団体相互の交流会などを実施。 

※2 さいき立志塾 

    次代の地元経済やまちづくりを担う志のある若者に先達や先進地の経験を学ぶ場の提供のため、講

義やディスカッション、他地域との交流会を実施。 

（％） 

仲町商店街振興組合調べ 
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２．中心市街地の位置及び区域 

［１］中心市街地の位置 

位置設定の考え方 

 大手前バスターミナルからJR佐伯駅を中心として形成された中心市街地は、公共交通の結

節点であり、市役所や病院など公共公益施設が集積しているエリアである。また、本市で唯一

飲食店街が形成されており、まさに「まちの顔」と呼べる場所である。合併した市域をみても

歴史的にも市の中心的地域となっている。 

 なかでも、大手前地域は藩政時代から佐伯藩２万石の中心として栄えてきた場所であり、駅

前・港地域はＪＲやフェリーといった公共交通の要所であり、さらに海産物を生かした店舗が

賑わいを生み、重要な拠点となっている。 

 そしてこの地域は、佐伯市総合計画や佐伯市都市計画マスタープランなどの上位計画でも重

点地域として位置づけられてきた。前計画においても、この地域を中心市街地として位置づけ

事業の推進を図ってきたが、核事業であった大手前開発事業が事業手法上の手続きに時間を要

したため、完成には至らなかった。そのため、新たな大手前開発基本計画を策定し、新計画に

おいての実現を目指している。また、港においては、新たな拠点として魚市場のリノベーショ

ンを実施し、周辺民間施設と連携し活性化を目指す。従って、引き続きこの地域を本計画での

中心市街地とする。 

位置図 
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［２］中心市街地の区域 

区域設定の考え方 

中心市街地の区域は、以下の観点に考慮した範囲157haとする。 

（１）中心市街地の歴史的経緯と集積した歴史的資源の観点 

 大手前地域は藩政時代から市域の中心部として栄えてきた。現在でも当時のまちなみを維持してお

り、特に櫓門や武家屋敷が残る歴史と文学のみち、札場跡や蔵などが残る船頭町、開城時に建立され

た寺など歴史的資産が残る旧城下町の範囲を考慮する。 

 中心市街地の北に位置する駅前・港地域は大正時代から昭和初期にかけて交通拠点として栄えてき

た場所であり、駅周辺と港周辺の範囲を考慮する。 

（２）中心市街地の自然資源の観点 

 中江川の河川敷や遊歩道は、春の花見や日々のウォーキングに市民が憩い、集う場所であり、和楽

の裏手の中川遊歩道、臼坪川の菖蒲園周辺も市民に親しまれている場所として考慮する。また、葛港

においては、貴重な海洋資源であるとともに、隣接の港湾で新たに花火大会が実施されるようになっ

たことも考慮する。 

（３）公共公益施設、公共交通機関、道路交通網の観点 

 市役所をはじめとする公共施設、文化会館や前計画で整備した歴史資料館などの文化・交流施設、

国木田独歩館や汲心亭、前計画で整備した佐伯市観光交流館など観光交流施設、金融機関や医療機関、

福祉施設等の公益施設などが集積している区域を考慮する。 

 また、JR 佐伯駅、バスターミナル、フェリーターミナルの公共交通拠点の配置と、城下町と駅・

港の２拠点を結ぶ国道217号と幹線道路の配置にも考慮する。 

（４）商業機能の観点 

県南唯一のアーケード商店街と連たんする商店街、地域の集客施設であるマルショク佐伯店とマッ

クスバリュ佐伯駅前店といったスーパーマーケット、及び港エリアにおいて海産物を活かした店舗や

周辺の飲食店がまちの賑わいの重要な拠点となっていることを考慮する。 

（５）まちづくりの機運の観点 

 城下町拠点では、地区住民による協議会や事業部会が開催され、市民団体も積極的に活動を展開し

ている。また、駅前・港拠点においては、前計画で整備された公園を活用し、地域住民によるイベン

トが行われていることや海洋資源を活かした市民活動も考慮する。 
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区域図 

157haを中心市街地の区域に設定する。 
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［３］中心市街地要件に適合していることの説明 

要 件 説 明 

第１号要件 

当該市街地に、

相当数の小売商業

者が集積し、及び

都市機能が相当程

度集積しており、

その存在している

市町村の中心とし

ての役割を果たし

ている市街地であ

ること 

小売店舗、商店街、飲食街、事業所、各種都市機能が集積しており、市内はも

とより県南の中心的役割を果たしている。 

（１）小売業 

中心市街地は、市域面積の0.17%であり、小売業の各指標は近年シェアを落

とす傾向にあるものの、近年は1/6程度のシェアを維持している。また、店舗

数、従業者数の総数は右肩下がりで減少しているが、中心市街地のシェアは、

近年、落ち着いてきている傾向がみられる。

（２）商店街、主要店舗

 商店街の数は大幅に

減少しているが、旧佐

伯市内の５の商店街の

内、４の商店街が中心

市街地に集積してい

る。その他、新町通り

の新栄会、うまいもん

通り新鮮の会、さいき

海の市場○（まる）出

店者会がある。 
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要 件 説 明 

第１号要件 

つづき 

（３）事業所数と従業者数 

全市域に対して 0.17%の面積である中心市街地に、平成 24 年において事業

所数は24.5％、従業者数は22.0％が集積しており、平成21年より減少してい

るものの高いシェアを占めている。 

（４）都市機能の集積

平成21年 平成24年

事業所数 佐伯市 4,316 3,993

中心市街地 1,095 980

シェア 25.4% 24.5%

従業者数 佐伯市 29,743 28,305

中心市街地 6,674 6,227

　（人） シェア 22.4% 22.0%

実数 シェア

面積 中心市街地 1.57 0.17

（ ） 佐伯市 903 100.0

表．　市域と中心市街地の面積

表．　事業所数と従業者数（民営）

平成21年、24年経済センサス
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要 件 説 明 

第１号要件 

つづき 

公共交通の拠点として JR 佐伯

駅、バスターミナル、フェリータ

ーミナルがあり、乗降客が集まる

場所として生活行動の起点とな

っている。 

 当該中心市街地は特に、商店街

などの商業機能や金融機関、医療

機関、福祉施設の集積が特徴的で

あり、市民生活にとって重要な役

割を果たしている。 

 また、市役所をはじめとする公

共公益施設や、文化会館、歴史資

料館、三余館などの文化・交流施

設、独歩館や佐伯市観光交流館な

どの観光交流施設、その他宿泊施

設、駐車場などが集積している。 
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要 件 説 明 

第２号要件 

当該市街地の土

地利用及び商業活

動の状況等からみ

て、機能的な都市

活動の確保又は経

済活力の維持に支

障を生じ、又は生

ずるおそれがある

と認められる市街

地であること 

人口の減少と、特に高齢化率の

進展がコミュニティの弱体化を招

いている。土地利用としては公的

機関が郊外移転し、また、空き家

等の低未利用地が増加する傾向に

ある。小売商業は平成 19 年から

24年にかけて店舗数は12%減、年

間販売額は10%減、売場面積は21%

減と衰退傾向に歯止めがかからな

い状況がみられる。 

（１）人口 

佐伯市の人口が減少を続けて

いるなかで、中心市街地の人口

減少率は旧郡部並みに大きく、

その結果、人口のシェアは縮小

している（前述）。 

最近５年間の人口は 25 の行

政区別のうち 21 区が減少とな

っている（平成26年９月 30日 

住民基本台帳）。 

（２）高齢化率 

 中心市街地の高齢化率は 35%

目前に迫っており、25の行政区

別にみると旧郡部の高齢化率

40.0%より高い区が８区あり、う

ち 50%を超えている区が１区あ

る。コミュニティ形成の上でも

高齢者に偏った社会となってい

る（平成26年９月30日 住民基

本台帳）。 

図 人口増減率の分布

図 高齢化率の分布
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要 件 説 明 

市は寿屋跡地、お祭り

広場、旧国鉄清算事業団

用地など比較的規模の

大きな低未利用地を所

有している。また民間で

は２つの病院（厚徳病

院、西田病院）の跡地が

大きなインパクトであ

る。 

 これまでの低未利用

地に加え、最近は民間の

空き家が増加傾向にあ

る。 

表．低未利用地一覧

箇所名 所有者 現在の利用等

① 寿屋跡地 市 駐車場

② お祭り広場 市 文化会館の駐車場

③ 旧国鉄清算事業団用地 市公社 駐車場

④ 郵便局跡地 市
指定管理による商
店街駐車場

⑤ 営林署跡地 市 空き家

⑥ 再開発（OBS前）用地 市公社 空き地

⑦ 臼坪・脇用地 市公社 空き地

⑧ 臼坪・女島ポケットパーク用地 市公社 空き地

⑨ 厚徳病院跡地 民間 空き地

⑩ 西田病院跡地 民間 空き地

⑪ HIヒロセ跡地 民間 空き地

⑫ その他、民間の低未利用地

第２号要件   （３）低未利用地の保有 

つづき 
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要 件 説 明 

第２号要件 

つづき 

（４）商業機能 

平成６年から 14 年までに、各指標とも急激に落ちこんでいる。平成６年

比で平成 24 年には売場面積と店舗数が約３割まで、年間販売額は３割以下

まで減少しており、商業機能が右肩下がりで低下している。 

平成 14 年までに店舗数も販売額も激減するが、核店舗の寿屋（店舗面積

8,550㎡）等の大型店が閉店するなかで１店舗当たりの店舗面積が小さくな

り、小売店舗が淘汰され売場効率が高くなった。その後、平成 16 年には、

年間販売額で一時回復傾向がみられたが、平成 18 年のコスモタウン（店舗

面積 14,977 ㎡）の開業や平成 20年の佐伯 ICの開通が、商業環境に影響を

与えたと考えられ、平成24年ではさらなる衰退傾向がみられる。 
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要 件 説 明 

第３号要件 

当該市街地におけ

る都市機能の増進及

び経済活力の向上を

総合的かつ一体的に

推進することが、当

該市街地の存在する

市町村及びその周辺

の地域の発展にとっ

て有効かつ適切であ

ると認められること 

（１） 周辺への波及効果 

１）都市機能の増進及び経済活力の向上による波及効果 

 佐伯市は既に流出超過である。合併時、かろうじて流入超過であった、旧

佐伯市も現在は流出超過になっている。合併後 10 年が経過し、旧郡部から

の流入も落ち着き、新たな流入要因もないため、市全体の人口減少が進んで

いる。しかし、中心市街地の事業所数は減少傾向にあるものの、市内全域

3,993事業所に対し980事業所と今だに約25%のシェアがあり（19ページ表．

事業所数と従業者数（民営）参照）、経済基盤の強化や活力の向上を図るこ

とにより、市外流出に歯止めをかけることができる。 

 商業の面では、佐伯市は県内でも中心性指標（吸引力）が高く、９市町村

の合併後の広域圏において広くて深い商圏を維持（下記大分県中心市街地等

消費者動向調査報告書参照）しており、そのため商業の動向がそのまま生活

に直結している。新市の広域圏における生活を支える上でも、商店街が集積

する中心市街地の商業活性化は有効である。 

 佐伯市の観光客数は、東九州道の開通により宮崎県と繋がった蒲江地域を

中心に顕著な伸びを示しているが、九州各地からの入り込みが期待されるな

か、各地域（旧市町村）間で有効な連携を図ること、そして中心市街地がそ

の連携役として機能することで、さらなる交流人口の増加により地域の発展

を実現できる。 

２）コンパクトシティの実現による地域の発展 

中心市街地にある病院に通う市内の高齢者も多い。過疎化が進む旧郡部や

郊外の住民に対するサービス提供を維持する上でも、また市域が広域である

が故になおさら、コンパクトシティと公共交通等ネットワークの実現はより

効果を発揮する。前計画の実施で都市機能の充実や基盤整備がなされ、まち

の魅力を高めることができた。今後、住民ニーズの複雑多様化等に対応し、

効率的なサービスを提供するため、さらなる都市機能の増進や使いやすい公

共交通網の整備といった、中心市街地へのアクセス性の向上を図っていかな

くてはならない。コンパクトシティの実現が、九州で一番広いまちというデ

メリットの部分を補い、市民生活の向上につながる。 

H20大分県中心市街地等

消費者動向調査報告書
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要 件 説 明 

第３号要件 

つづき 

３）郊外部の自然環境保全 

 人口の減少率は中心市街地と旧郡部で大きく、人口のシェアは郊外部で大

きくなっている。（17ページ「人口減少指数」図参照）このように人口が郊

外部に流れている状況のなかで、田畑が宅地になり、道路が延長されるなど

市街化（ドーナツ化）の余波が続いている。佐伯市は全国よりも先行して人

口減少社会に突入しており、今こそ中心市街地への機能集積へと大きく舵取

り（施策転換）をすべきである。これは、郊外部の開発を抑制するとともに、

本市の誇る貴重な自然環境の保全につながる。 

（２）佐伯市総合計画との整合性 

総合計画では、本市を大きく「市街地地域」「山岳部地域」「海岸部地域」

の３つの地域に分け、さらに「市街地地域」を「中心市街地ゾーン」と「中

心市街地隣接・郊外ゾーン」の２つのゾーンに分けて整備の方針を定めてい

る。 

 以下、「中心市街地ゾーン」の整備方針を抜粋。 

このゾーンは、市街地地域のうち、佐伯地区の大手前からJR佐伯駅・

港に至る約157ヘクタールの区域です。この区域には、従来から、市役

所、商工会議所、JR佐伯駅、佐伯港、バスターミナル、金融機関、ホテ

ル、商店街など、多くの都市機能を有する施設が集まっています。 

今後、このゾーンを新市全体における中心市街地と位置づけ、都市計

画法などのまちづくり三法の趣旨に基づき、都市機能の無秩序な郊外化

を抑制し、まちづくり交付金事業等を活用して、このゾーンでの都市機

能の集積や居住人口の増加策等を進め、にぎわいの再生を図ることとし

ます。（抜粋） 

（３）佐伯市都市計画マスタープランとの整合性 

本計画の中心市街地地区は、マスタープランの「市街地中央部地域」に含

まれている。 

将来の目指すべき方向性 

 長年育まれた豊かな資産と都市機能をいかした、活力とにぎわいの 

ある質の高いまち 

 ○中心市街地が人々でにぎわう魅力あるまちづくり 

 ○質の高い居住環境を備えたまちづくり 

 ○にぎわいの中にも歴史とうるおいを感じる美しさのあるまちづくり 

 （抜粋） 
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要 件 説 明 

第３号要件 

つづき 

マスタープランにおけるゾーニングを以下に示す。 

【公園・レクリエーション施設の活用】 

市民の憩いの場や観光資源等として

有効活用を図ります。

【佐伯駅前・港周辺交流拠点】 

本市の観光・交流の拠点としての機能充実を図り、活気と魅力

ある拠点の形成を図ります。 

【行政サービス・防災拠点】 

佐伯市役所一帯を位置づけ、行政サービスや防災拠点としての

機能を整備します。

【歴史・文化拠点】 

佐伯市歴史的環境保存地区を歴史・文化拠点として位置づけ、

保存修景整備を図るとともに、拠点的な文化施設の整備・充実

を図ります。

【中心商業・交流拠点】 

にぎわいや活力、魅力等にあふれる都市（まち）の顔、市民の

憩いと交流の場としての整備、機能集積を図ります。

【まちなか居住の促進】 

中心市街地に多くの人々が居住、定住するよう、

良質な住宅の建設を誘導するとともに、生活基

盤施設、都市福利施設などの整備を進めます。 

【質の高い市街地内住宅地】 

住宅と多様な機能との調和が図られた、複合住

宅地としての適正な土地利用を促進します。

【幹線道路の整備】 

地域間交流軸となる国道

217 号バイパスの整備

を促進し、佐伯港～佐伯

インターチェンジ、国道

10 号方面との連絡を強

化します。

【市街地交通の円滑化と周辺地

域との連携】 

中心市街地内の交通が便利

で、周辺地域からのアクセス

が容易となるように、主要幹

線道路などの整備を促進しま

す。 

道路のバリアフリー化などの

整備を進めます。 

中心市街地及びその周辺部を

巡るコミュニティバスの実験

運行を行います。

【市街地に隣接する農地、河川の保全】 

番匠川沿いの水辺や女島のまとまっ

た農地は、中心市街地周辺の貴重な自

然として、保全・活用を図ります。

【城山】 

市街地に隣接する緑の背景、

貴重な動植物が生息する自

然環境として保全し、市民の

憩いの空間、歴史観光拠点と

して活用します。

【防災】 

市街地内の避難施設の整備、

沿岸部の防災対策を進めま

す。 

木造住宅が密集した地区は、

建物の耐震化・不燃化を促進

します。 

道路の拡幅整備等により狭

あい道路の解消に取り組み

ます。 

河川の雨水対策を進めます。 

急傾斜地崩壊危険区域など

の土砂災害防止対策を促進

します。

【大入島の交通】 

コミュニティバスの適切な

運行を行います。



71 

３．中心市街地の活性化の目標 

［１］中心市街地の活性化の目標 

（１）中心市街地の目標 

基本方針１：生活を支える機能・サービスの充実を図る 

   基本方針２：みんなが主役、みんなが活躍できるまちをつくる 

基本方針に基づくまちづくりを展開し、  

「人が集う街」の実現を目標とする  

 人が街に愛着を持ち、市民は誇りを、来街者はまた行きたいという感情を抱きな

がら、使い続けられる街としての仕組みづくりを実践することが新たな生活基盤・

経済基盤へとつながる。よって、人が街に集うことを活性化の目標に据える。 

目標１：便利で過ごしやすく人が集うまち 

主な施策の展開 

・大手前の賑わい創出／（仮）大手前まちづくり交流館整備 

・拠点の回遊性強化／高質空間形成施設整備、まち歩きマップ作成事業、 

              魚市場リノベーション事業、デジタルスタンプラリー事業 

・観光による交流促進／城下町観光交流館運営事業、観光案内板整備事業 

・空き家・空き店舗活用／空き家・空き店舗活用実証実験事業 

目標２：人々が活発に交流しふれあうまち 

主な施策の展開 

・大手前の賑わい創出／（仮）大手前まちづくり交流館整備 

・食のまちづくり／食育推進事業、食育サポート事業 

・空き家・空き店舗活用／佐伯現代アートプロジェクト 

・人材育成／まちづくりセンター運営事業、さいき立志塾 
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［２］計画期間 

 計画期間は、すでに進捗している事業および本計画で位置づけた事業が完了し、事業の効果

が発現するまでの時期を考慮し、平成 28年 4 月から平成 33 年 3月末までの 5年間とする。 

［３］数値目標の設定 

（１）中心市街地の目標 

  中心市街地活性化の目標の達成状況を把握するため、以下の２つの指標を設定する。 

 目標１ 便利で過ごしやすく人が集うまち  

都市機能の配置と回遊性の向上によって暮らしやすい生活環境を整

え、便利で過ごしやすく人が集うまちを目指す。 

             回遊性の達成度及び人の集まりを計測するための指標として、歩行

者通行量を設定する。 

 指標１ 歩行者通行量  

【歩行者通行量調査の概要】 

 中心市街地内５地点の双方向の横断通行量を測定する。 

       対象は、歩行者・自転車・車いす・シニアカー。 

       調査は、平日１日と休日 1日の 8:00～19:00 までの間の通行量を測定し、その平均値を１日

当たりの通行量とする。 

    参考指標 空き店舗率  

【空き店舗率調査の概要】 

中心市街地内の主要アーケード商店街（仲町商店街）の店舗数から算定する。 

 目標２ 人々が活発に交流しふれあうまち  

まちを支える人材の育成やそれらの人が活発に活動できる環境を整

え、人々が活発に交流しふれあうまちを目指す。 

             人々が交流しふれあう数を計測するための指標として、まちづくり

交流人口を設定する。 

 指標２ まちづくり交流人口  

【まちづくり交流人口調査の概要】 

中心市街地内の交流施設の年間入込客数を調査する。 

対象は、佐伯市保健福祉総合センター和楽（以下、「和楽」という。）、駅前・港地域交流

センター、佐伯文化会館、佐伯市まちづくりセンターよろうや仲町（以下、「まちづくり

センター」という。）、佐伯市勤労者福祉センター三余館（以下、「三余館」という。）。 

調査は、当該施設の年間入込客数を把握し、１年当たりのまちづくり交流人口と

する。 
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［４］具体的な数値目標 

（１）「目標１：便利で過ごしやすく人が集うまち」に対する数値目標 

  歩行者通行量  

１）目標数値 

【現 況】調査地点５箇所の合計の１日当たり通行量は 2,391 人／日である。

【予 測】平成 21 年から平成 26年の実績値をもとに平成 32 年を対数近似で予測すると 

2,304 人／日となる。 

【目 標】予測値 2,304 人／日から 378 人の増加（16.4%増）を目指し 2,682 人／日に増やす

ことを目標とする。

                                                …歩行者通行量調査地点

現 況 値 

2,391 人／日 

（平成 26年） 

目 標 値 

2,682 人／日 

（平成 32年） 

予 測 値 

2,304 人／日 

（平成 32年） 

378 人増 16.4%増 
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２）目標数値の算定根拠 

（ア）歩行者通行量調査の結果と現況値の算定 

 歩行者通行量調査の５地点、大手前商店街、仲町商店街、駅前通り、港児童公園前、山

際通りを対象とし、平日×５日＋休日×２日の合計を７日で除し、５地点を合計した１日

の歩行者通行量 2,391 人／日を現況値とする。 

表．現況値の算定 （人／日）

No 箇所名
① 大手前商店街 550 204 451
② 仲町商店街 536 296 467
③ 駅前通り 942 540 827
④ 港児童公園前 273 222 258
⑤ 山際通り 428 287 388

2,729 1,549 2,391
*：（平日×５＋休日×２）÷７

観測点
平日 休日

1日平均
*

計

（イ）予測値の推計 

  平成 21 年から平成 26 年までの実績のトレンドから、平成 32 年の歩行者通行量を

推計すると、平成 32 年は 2,304 人／日となる。 
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３）数値目標達成のための算定根拠 

（ア）城下町拠点における事業効果 

   ①（仮）大手前まちづくり交流館 

    大手前開発事業において整備する「（仮）大手前まちづくり交流館」の年間利用者数から

歩行者通行量を推計する。歩行者通行量については、施設利用者の全てが調査ポイントを

通過すると仮定する。推計に当たっては、他都市の類似既存施設（茅野市民館）の１㎡当

たりの利用者数を参考とし以下とおり整理を行う。 

   【（仮）大手前まちづくり交流館による予想歩行者通行量】 

計画床面積：6,700 ㎡ 

    茅野市の類似既存施設１㎡当たりの利用者数から算定 

   ←茅野市民館：12.0 人／㎡・年（＝平成 24 年度利用者数 131,271 人÷10,806.37

㎡） 

80,400 人/年  

≒ 220 人/日（根拠式＝ 6,700 ㎡ ×12.0 人/㎡・年÷365 日） 

    （仮）大手前まちづくり交流館により 220 人/日を計上する。 

   ②保育所建設事業 

保育園の移転に伴い、この施設を中心とした活動（送迎、散歩）を事業効果と捉え、歩

行者通行量を推計する。歩行者通行量については、保育所利用者の一部が調査ポイントを

通過すると仮定する。推計に当たっては市内の類似既存施設から以下のとおり整理を行う。

   【保育所建設事業による予想歩行者通行量】 

    類似既存施設（さいき保育園）：受け入れ可能園児数 100 人（0～1歳児：20 名） 

    世帯割合 88％（保育園の園児数（H25実績） 74（世帯）÷84（人）） 

    実質歩行者率 6.8％ （送迎手段割合（H25 実績）74世帯中 5名が徒歩、自転車） 

    送迎：100（人）×0.068（実績歩行者率）×0.88（世帯割合）×2（親子） 

＝12.0 人/日 

    保育園移設により、12.0 人/日を計上する。 

   ③城下町観光交流館運営事業 

    前計画時に整備を行った、この施設及び周辺の施設利用者及び観光客等の活動を事業効 

果と捉え、歩行者通行量を推計する。歩行者通行量については、施設利用者のすべてが調 

査ポイントを通過すると仮定する。推計に当たっては、施設運営にかかる利用目標人数か 

ら以下のとおり整理を行う。 

   【城下町観光交流館運営事業による予想歩行者通行量】 

    城下町観光交流館目標入館者数 25,450 人/年÷開館日数（361 日）≒70人/日 

    佐伯市城下町観光交流館の運営により、70 人/日を計上する。 

城下町拠点において、１日 302 人（＝220 人＋12人+70 人）の増加を見込む。 
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（イ）駅・港拠点における事業効果 

   ①地域包括ケアセンター「佐伯の太陽」運営事業 

    地域包括ケアセンター「佐伯の太陽」のグループホーム、サービス付き高齢者向け住宅、

在宅介護センターの利用者数及び職員数から歩行者通行量を推計する。歩行者通行量につ

いては、施設利用者及び職員数の５％が調査ポイントを往復すると仮定する。推計に当た

っては、施設の収容者数から以下のとおり整理を行う。 

   【地域包括ケアセンター「佐伯の太陽」運営事業による予想歩行者通行量】 

    グループホームの収容者数：18人 

    サービス付き高齢者住宅数：43人 

    職員数         ：60 人   合計 121 人 

    ≒12 人／日（根拠式＝121 人×0.05（歩行割合）×２（往復）） 

   ②魚市場リノベーション事業 

    魚市場リノベーション事業により、従来の魚市場の機能に加え、飲食店舗や活魚販売等

といった新たな機能をもつ集客施設としてリノベーションするため、その利用者から歩行

者通行量の増加分を推計する。歩行者通行量については、施設利用者の一部（10％）が調

査ポイントを通過すると仮定する。 

   【佐伯魚市場リノベーション事業による予想歩行者通行量】 

    魚市場を新たに訪れる観光客数：24,200 人/年（特産品販売「城下堂」H26 レジ通過者数） 

    うち駅前までの回遊による歩行者通行量増加分（観光客数×10％） 

    24,200 人×10％／365 日≒7人 

駅前・港拠点において、１日 19人の増加を見込む。 

（ウ）その他における事業効果 

   ①空き家・空き店舗活用実証実験事業 

    空き家・空き店舗への居住を誘導し、その居住者数から歩行者通行量を推計する。歩行

者通行量については、入居世帯人員 3.5 人（夫婦＋子ども平均 1.5 人のファミリー層）の

うち２人が調査ポイントを往復すると仮定する。推計に当たっては、以下のとおり整理を

行う。 

   【空き家・空き店舗活用実証実験事業による予想歩行者通行量】 

    対象：５軒 

    新規入居者数＝５軒×3.5 人／戸＝18.0 人 

    ≒21 人／日（根拠式＝18.0 人×２人/3.5 人×２（往復）） 

   ②中心市街地空き店舗活用事業 

    仲町商店街を中心に不足する業種を補うため、空き店舗への出店を促し、その出店に伴

う新規顧客数から歩行者通行量を推計する。歩行通行量については、新規顧客数の１割が

調査ポイントを往復すると仮定する。推計に当たっては、以下のとおり整理を行う。 
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   【中心市街地空き店舗活用事業】 

    対象：５店舗（不足店舗想定：飲食店） 

    新規顧客数＝５店舗×10席（平均客席）×3.6（回転率）＝180 人 

    ※回転率は、社団法人フードサービス協会「H14 外食産業経営動向調査」の外食企業の

平均客席回転率を使用する。 

    ≒36 人／日（根拠式＝180 人×0.1×２（往復）） 

そのほかの事業効果において、１日 57人（＝21人＋36人）の増加を見込む。 

上記（ア）から（ウ）までの合計：378 人／日 

４）上記事業とともに相乗効果を見込む事業 

（ア）城下町拠点 

◇地域生活基盤施設整備事業（大手前広場） 

◇高質空間形成施設整備事業 

◇おやこ広場事業 

◇ファミリーサポート事業 

◇佐伯市歴史資料館運営事業 

（イ）駅・港拠点 

◇南海医療センター整備事業 

◇佐伯現代アートプロジェクト 

（ウ）その他 

◇道路整備事業 

◇まち歩き散歩コース作成事業 

◇レンタサイクル事業 

◇着地型旅行商品の造成事業 

◇まち歩きマップ作成事業 

◇観光案内板整備事業 

◇デジタルスタンプラリー事業 
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 空き店舗率（参考指標）  

目標１：便利で過ごしやすく人が集うまちの実現に向けて、歩行者通行量調査によりまち

なかへの集客度合いを測るとともに、主要商店街の店舗数調査でまちなかの便利度合いを測

定することで指標１（歩行者通行量）を補足する。 

 １）目標数値 

   【現 況】平成 26年の商店街における空き店舗率は、34.5%である。 

   【予 測】平成 19年から平成 26 年の実績値をもとに平成 32 年を対数近似で予測すると 

32.8%となる。 

   【目 標】予測値 32.8%から 27.6%（対平成 26 年空き家・空き地４店舗減）に改善させるこ

とを目標とする。 

 ２）目標数値の算定根拠 

  （ア）店舗数の現況値の算定（平成 26 年） 

店舗数については、中心市街地の主要アーケード商店街であり、唯一法人格を持つ仲町

商店街の店舗率を現況値とする。 

平成 26 年 

店舗数 空き店舗・空き地 計 空き店舗率 

38 20 58 34.5

（イ）予測値の推計 

店舗数の平成 21 年から平成 26年までの実績のトレンドから、平成 32 年の空き店舗率を

推計すると、平成 32 年は 32.8%となる。 

現 況 値 

34.5% 

（平成 26年） 

目 標 値 

27.6% 

（平成 32年） 

予 測 値 

32.8% 

（平成 32年） 

5.2%減少 
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３）数値目標達成のための算定根拠 

 （ア）空き店舗活用、チャレンジショップ事業 

仲町商店街を中心に不足する業種を補うため、空き店舗への出店を促し、その商店街総店

舗数を推計し、さらに新規出店数を推計する。 

  【空き店舗活用、チャレンジショップ事業】 

   仲町商店街の活用できる空き店舗数：６店舗 

   ６店舗  

 ４）上記事業とともに相乗効果を見込む事業 

  （ア）人材育成等 

 ◇地域おこし協力隊事業 

◇地域コミュニティ強化事業 

    ◇キラリ輝く繁盛店づくり事業 

    ◇さいき立志塾 

（店舗） 
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（２）「目標２：人々が活発に交流しふれあうまち」に対する数値目標 

  まちづくり交流人口  

１）目標数値 

【現 況】平成 26 年の中心市街地内の主要交流施設（和楽、駅前・港地域交流センター、佐

伯文化会館、まちづくりセンター、三余館）の年間利用者数をまちづくり交流人

口と捉え、現況値を 294,246 人／年とした。 

【予 測】平成 21 年から平成 26年の実績をもとに平成 32 年を指数近似で予測すると 

292,949 人／年となる。 

【目 標】予測の 292,949 人／年から 41,048 人増の 333,997 人／年を目標とする。

２）目標数値の算定根拠 

（ア）まちづくり交流人口の現況値の算定（平成 26 年） 

まちづくり交流人口については、中心市街地の主要交流施設である和楽、駅前・港地域

交流センター、佐伯文化会館、まちづくりセンター、三余館の年間利用者数から 294,246

人／年を現況値とする。

表．現況値の算定 （人/年）

№ 施設
① 三余館 54,175
② まちづくりセンター 9,755
③ 文化会館 49,320
④ 駅前・港地域交流センター 15,912
⑤ 和楽 165,084

294,246計

調査施設
年間利用者数（H26)

現 況 値 

294,246 人／年 

（平成 26年） 

目 標 値 

333,997 人／年 

（平成 32年） 

予 測 値 

292,949 人／年 

（平成 32年） 

41,048 人増 14.0%増 
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（イ）予測値の推計 

 各施設の年間利用者数の平成 21 年から平成 26 年までの実績のトレンドから、平成 32

年を推計する。駅前・港地域交流センターについては、平成 25年に開館したため、近隣の

歩行者通行量調査ポイント（駅前商店街）との相関により実績値の推計を行い、それをも

とに目標年（平成 32 年）の予測値を推計する。 

【駅前・港地域交流センターの実績値推計】 

 平成 21 年から平成 25 年の駅前商店街の歩行者通行量及び平成 25 年利用実績値をもと

に、下表により駅前・港地域交流センターの平成 21 年から平成 24 年利用者数を推計する。

表．実績値の推計 推計 推計 推計 推計 実績
H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31

駅前商店街歩行者通行量 703 797 644 802 824
駅前・港地域交流センター 15,282 15,331 15,381 15,431 15,481 15912

y=681.21e0.00324x（歩行者通行量のトレンド）

 これらの平成 21 年から平成 26 年の実績のトレンドから平成 32 年を推計すると、平成

32 年の予測値は 292,949 人／年になる。 

３）数値目標達成のための算定根拠 

（ア）（仮）大手前まちづくり交流館整備による効果 

大手前開発事業において整備する「（仮）大手前まちづくり交流館」の年間利用数のうち、

既存類似施設以外の施設利用者からまちづくり交流人口を推計する。推計に当たっては、

他都市の類似既存施設（茅野市民館）の１㎡当たりの利用者数を参考とし、以下のとおり

整理を行う。 

   ※将来的には老朽化した佐伯文化会館の代替機能をもつ施設となる。 

（人／年） 
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    【（仮）大手前まちづくり交流館による予測まちづくり交流人口】 

     計画床面積：6,700 ㎡（地域交流センター4,100 ㎡、まちおこしセンター等 2,600 ㎡）

        茅野市の類似既存施設１㎡当たりの利用者数から算定 

    ←茅野市民館：12.0 人／㎡・年（＝平成 24 年利用者数 131,271 人÷10,806.37

㎡） 

80,400 人／年 

新規発生まちづくり交流人口については、まちおこしセンターの利用者数を面積案分

により求める。 

≒31,200 人／年（根拠式＝80,400 人×2,600 ㎡/6,700 ㎡） 

（仮）大手前まちづくり交流館において、年間 31,200 人の増加を見込む。 

（イ）まちづくりセンターにおける事業効果 

    ①まちづくりセンター運営事業による事業効果 

     まちづくりセンター運営事業により、中心市街地以外の区域の市民活動団体を掘り起

こし、中心市街地内での活動を促すことにより発生する年間利用者数を事業効果と捉え、

まちづくり交流人口を推計する。推計に当たっては、既存施設の年間利用者数から１団

体当たりの活動を算定し、以下のとおり整理を行う。 

    【まちづくりセンター運営事業による予測まちづくり交流人口】 

     計画増加団体数：16 団体（８区域×２団体） 

         １団体当たりの平均利用者数から算定 

        ←まちづくり交流倶楽部 H26 実績：360 人/年（＝平成 26 年度まちづくり交流倶

楽部平均利用者数 30 人×12 月） 

     5,760 人／年（根拠式＝16 団体×360人） 

まちづくりセンターにおいて、年間 5,760 人の増加を見込む。 

（ウ）和楽における事業効果 

    ①巣立つ君たちへ「自炊塾」による事業効果 

     和楽の調理室を活用し、就職や進学などで実家から巣立つ高校生を対象に、調理の基

本を学ぶための料理教室を開催する。その参加者数を事業効果と捉え、まちづくり交流

人口を推計する。推計に当たっては、１回当たりの定員数から算定し、以下のとおり整

理を行う。 

    【巣立つ君たちへ「自炊塾」による予測まちづくり交流人口】 

     料理教室回数：年３回 

          １回当たりの定員数から算定 

←料理教室定員：30 人 

     90 人／年（根拠式＝３回×30 人） 

和楽において、年間 90 人の増加を見込む。 
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（エ）三余館における事業効果 

    ①さいき立志塾による事業効果 

     次代の経済を担う若手経営者・後継者を育成するための人材育成塾を開催する。その

参加者数を事業効果と捉え、まちづくり交流人口を推計する。推計に当たっては、１回

当たりの定員数から算定し、以下のとおり整理を行う。 

    【さいき立志塾による予測まちづくり交流人口】 

     立志塾回数：年 12 回 

           １回当たりの定員数から算定 

          ←立志塾定員：40人 

     480 人／年（根拠式＝12 回×40 人） 

三余館において、年間 480 人の増加を見込む。 

（オ）駅前・港地域交流センターにおける事業効果 

    ①「佐伯人創造塾」～人材育成事業～による事業効果 

     佐伯の魅力ある資源を知り、学び、それに誇りを持って活動する人材を育成するため、

人材育成塾を開催する。その参加者数を事業効果と捉え、まちづくり交流人口を推計す

る。推計に当たっては、１回当たりの定員数から算定し、以下のとおり整理を行う。 

    【「佐伯人創造塾」～人材育成事業～による予測まちづくり交流人口】 

     佐伯人創造塾回数：年８回 

           １回当たりの定員数から算定 

          ←佐伯人創造塾定員：30人 

     240 人／年（根拠式＝８回×30 人） 

駅前・港地域交流センターにおいて、年間 240 人の増加を見込む。 

（カ）その他における事業効果 

    ①城下町観光交流館運営事業による事業効果 

     観光情報の発信や特産品の販売等を行うビジターセンター（平成 26 年整備）を運営す

る。その施設のうち交流・研修施設利用者を事業効果と捉え、まちづくり交流人口を推

計する。推計に当たっては、市内の類似既存施設の１㎡当たりの利用者数を参考とし、

以下のとおり整理を行う。 

    【城下町観光交流館運営事業による予測まちづくり交流人口】 

     研修等施設面積：38.0 ㎡ 

           市内の類似既存施設１㎡当たりの利用者数から算定 

          ←三余館（和室）：63.1 人／㎡・年（＝平成 26年利用者数 3,094 人÷49 ㎡）

     2,398 人／年（根拠式＝38.0 ㎡×63.1 人） 
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    ②食育推進事業による事業効果 

     中心市街地内の各交流施設を活用し、食育講演会や食育体験を実施する。その参加者

数を事業効果と捉え、まちづくり交流人口を推計する。推計に当たっては、１回当たり

の定員数から算定し、以下のとおり整理を行う。 

    【食育推進事業による予測まちづくり交流人口】 

     駅前・港地域交流センター：90 人（食育体験＝３回×30 人） 

     まちづくりセンター   ：90 人（食育体験＝３回×30 人） 

     三余館         ：300 人（講演会＝２回×150 人） 

     和楽          ：400 人（講演会＝２回×200 人） 

     ＝880 人（根拠式＝90人＋90人＋300 人＋400人） 

そのほかの事業において、年間 3,278 人の増加を見込む。 

上記（ア）から（カ）までの合計：41,048 人／年 

４）上記事業とともに相乗効果を見込む事業 

（ア）市民活動関連事業 

◇まちづくり活動推進事業 

◇地域おこし協力隊事業 

◇佐伯市活性化チャレンジ事業 

（イ）その他関連事業 

◇観光ガイド育成事業 

◇佐伯現代アートプロジェクト 

◇キラリ輝く繁盛店づくり事業 

◇「佐伯さかな塾」～魚食ひろげ隊～ 

◇「さいきキャンパス」構築事業 
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［５］フォローアップの考え方 

目標１ 便利で過ごしやすく人が集うまち 

○歩行者通行量 

 事業の進捗状況について毎年確認し、必要に応じて事業を促進するための措置を講じてい

くとともに、毎年、数値目標の達成状況を検証し、必要に応じて目標達成に向けた改善措置

を講じる。また、計画期間の最終年度終了後についても再度検証を行う。 

 定期的に市の中心市街地活性化推進委員会および中心市街地活性化協議会に報告、対応策

を検討し、検討結果の共有と二者協力のもと対応策を実行する。 

 歩行者通行量調査については、より詳細な現状を把握するため、年間複数回の実施や調査

ポイントの追加を検討する。 

○空き店舗率 

   事業の進捗状況について毎年確認し、必要に応じて事業を促進するための措置を講じてい

くとともに、毎年、数値目標の達成状況を検証し、必要に応じて目標達成に向けた改善措置

を講じる。また、計画期間の最終年度終了後についても再度検証を行う。 

 定期的に市の中心市街地活性化推進委員会および中心市街地活性化協議会に報告、対応策

を検討し、検討結果の共有と二者協力のもと対応策を実行する。 

   さらに詳細に状況把握するため、エリア内の他の商店街についても調査を実施していく。 

目標２ 人々が活発に交流しふれあうまち 

○まちづくり交流人口 

 事業の進捗状況について毎年確認し、必要に応じて事業を促進するための措置を講じてい

くとともに、毎年、数値目標の達成状況を検証し、必要に応じて目標達成に向けた改善措置

を講じる。また、計画期間の最終年度終了後についても再度検証を行う。 

 定期的に市の中心市街地活性化推進委員会および中心市街地活性化協議会に報告、対応策

を検討し、検討結果の共有と二者協力のもと対応策を実行する。 

 目標の達成度について、より詳細な分析を行うため、施設利用者アンケート調査等により

現状を把握する。 

 また、回遊性に関連する公共交通に関しては、既存の JR乗降客数、バス利用者数、フェリー

利用者数のデータを把握するとともに、本計画で実施予定のレンタサイクル事業、デジタルス

タンプラリー事業の利用状況等を照らし合わせて中心市街地の回遊性の分析を行うこととす

る。 
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４．土地区画整理事業、市街地再開発事業、道路、公園、駐車場等の公共の用に供する 

施設の整備その他の市街地の整備改善のための事業に関する事項 

［１］市街地の整備改善の必要性 

（１）現状分析と市街地の整備改善の必要性 

 前計画で核事業として位置づけていた大手前地域

の寿屋跡地の開発については、前計画での当初整備計

画を白紙としたものの、市民意識調査における都市基

盤整備への要望としては「寿屋跡地整備」を望む声は、

依然として高く、長い歴史のなかで中心的役割を果た

してきた大手前の再生は必要不可欠である。そのた

め、人の集う街の実現のためにもバスターミナルや周

辺商店街を含めた面的な整備が必要である。 

大手前地区の様子（平成 26年 10月撮影） 

大手前交差点 

歴史資料館 

寿屋跡地 

寿屋駐車場

跡地 
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また、大手前周辺は一方通行や大手前交差点が変則五差路となるなど、アクセス性の悪さも

指摘されており、道路体系の改善も同時に進める必要がある。

 本市では、歩いて暮らせるまち、来街者が心地よく歩けるまちを目指し、前計画では、城下

町拠点、駅・港拠点における回遊路の整備を進めてきた。前計画で整備した道路を含め、大手

前開発計画と連動した道路整備を行い、回遊性の強化を図る必要がある。また、回遊性を強化

する歩道整備にあわせて、統一的なサインの設置や交差点部分の景観整備、休憩スポットの創

出などに取り組む必要がある。 

（２）市街地整備改善の方向性 

 大手前地区については、用地買収方式により事業実施し、施設配置にあわせて、大手前交差

点の改良、大手前開発地区内の道路整備等の基盤整備を行う。 

 また、城下町拠点を中心に、大手前開発計画とあわせた道路景観整備を重点的に実施する。 

（３）フォローアップの考え方 

 毎年度末に基本計画に位置づけた事業計画の進捗・効果を調査し、必要に応じて改善措置を

講じ、活性化の効果的な推進を図る。 

○大手前地区整備平面図（案） 
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［２］具体的事業の内容 

（1）法に定める特別の措置に関連する事業 

該当なし 

（2）①認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業 

事業名、内容 

及び実施時期 

実施主体 目標達成のための位置付け 

及び必要性 

支援措置の内容 

及び実施時期 

その他 

の事項 

●事業名 

道路整備事業 

●事業内容 

大手前開発計画に

あわせて国道の整

備を行う。 

延長 170 ｍ 

●実施時期 

Ｈ29 年度 

佐伯市  大手前開発計画にあわせ

て国道の道路環境整備を行

うことにより、大手前へのア

クセス性の向上を図る。 

 便利で暮らしやすい環境

づくりのために必要な事業

である。 

●支援措置名 

社会資本整備総合

交付金（都市再生整

備計画事業（佐伯市

城下町地区）） 

●実施時期 

Ｈ29 年度 

●事業名 

地域生活基盤施設

整備事業（大手前

広場） 

●事業内容 

大手前開発計画の

中で、人が集える

広場の整備を行

う。 

面積 3,000 ㎡ 

●実施時期 

Ｈ27～31 年度 

佐伯市  大手前開発計画の中で、交

流の場を整備することで、賑

わいの創出を図る。 

 大手前開発計画で建設す

る地域交流センター等の複

合施設とあわせて活用する

ことで、賑わいの創出と交流

を促進するために必要な事

業である。 

●支援措置名 

社会資本整備総合

交付金（都市再生整

備計画事業（佐伯市

城下町地区）） 

●実施時期 

Ｈ29～31 年度 

国道 217 号 
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事業名、内容 

及び実施時期 

実施主体 目標達成のための位置付け 

及び必要性 

支援措置の内容 

及び実施時期 

その他 

の事項 

●事業名 

高質空間形成施設

整備事業 

●事業内容 

区域内の８路線の

道路整備・高質化

（石畳、緑化施設、

サインなど）を行

う。 

延長 985 ｍ 

●実施時期 

Ｈ27～31 年度 

佐伯市 道路の環境整備により、歩

行者空間のネットワークを

形成し魅力的な空間形成を

図るとともに、共通した企画

で見やすくわかりやすいサ

インを設置しスムーズな人

の回遊を促す。 

拠点内の回遊性を高める

ために必要な事業である。 

●支援措置名 

社会資本整備総合

交付金（都市再生整

備計画事業（佐伯市

城下町地区）） 

●実施時期 

Ｈ27～31 年度 

（2）②認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した重点的な支援措置に関連する事業 

該当なし

（3）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置に関連する事業 

 該当なし 

（4）国の支援がないその他の事業 

該当なし

市道西谷新道線（その１） 

市道西谷広場線 

市道大手前池船線 

（仮）市道西谷船頭町線 

市道西谷新道線（その２） 

市道西谷新屋敷線（その１） 

市道西谷新屋敷線（その２） 

市道札場通り線 
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５．都市福利施設を整備する事業に関する事項 

［１］都市福利施設の整備の必要性 

（１）現状分析と都市福利施設整備の必要性 

 本市の都市福利施設は、その多くが中心市街地やその周縁部に立地しているが、九州一広い

市が誕生したなかで、コンパクトシティの形成による市民サービスの利便性の向上のためにも、

都市福利施設の効率的な配置が必要となっている。 

 大手前地域においては、現存のバスターミナル機能との連携を図りながら機能を複合化し、

中心性の回復を図る必要があるとともに、周辺への波及効果も期待できるような核施設の整備

が必要である。 

 本市は高齢化率が高く、医療施設については中心市街地への一定の集積があるため、災害等

への対応も考えた拠点病院の整備が必要である。また今後は、高齢者等に対する多様化する福

祉サービスへの対応が求められる。さらに、子育て支援については、市民意識調査の結果から

わかるとおり「子育て支援施設」の整備が求められており、仕事場と連携した保育所整備が必

要である。 

 市民サービスの向上を図る上では、引き続き住民一人ひとりが自らの責任の中で、考え、行

動するといった市民協働が不可欠で、将来の地域リーダーとなるような人材育成が必要となっ

ている。これまでに、市内で活動する団体や個人は増加傾向にあるものの、一部には活動が停

滞する団体もある。更なる活動の活発化を促すためにも、そのような方々が交流・活動・情報

発信できる拠点整備が必要である。 

 前計画で整備された施設を活用しながら、次世代を担う子ども達がまちへの愛着を深め、観

光客や市外の人々への情報発信ができるような人材育成等に取り組む必要がある。 

（２）都市福利施設整備の方向性 

 大手前地域を中心にまちの新たな核施設として、多世代が集まり暮らしを支える場所となる

多目的ホールを有する複合施設や広場等の整備を行う（大手前地区における基盤整備について

は４章で記述）。 

 医療施設としては、南海医療センターを災害拠点病院として耐震化整備と地域災害医療セン

ターとしての設備整備を行う。また、佐伯中央病院では、多様化する福祉サービスに対応した

地域包括ケアセンターを運営する。また、子育て支援としては、大手前周辺地区の低未利用地

を活用し、郊外にある保育所施設を移設し、建設とともに、大手前開発計画の施設と連携を図

り新たなサービスを付加する。さらに市民協働のまちづくりを推進するため、まちづくりセン

ターの運営を行い、新たなまちの担い手の育成に取り組む。 

（３）フォローアップの考え方 

 毎年度末に基本計画に位置づけた事業計画の進捗・効果を調査し、必要に応じて改善措置を

講じ、活性化の効果的な推進を図る。 
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［２］具体的事業の内容 

（1）法に定める特別の措置に関連する事業 

該当なし 

（2）①認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業

事業名、内容 

及び実施時期 

実施主体 目標達成のための位置付け 

及び必要性 

支援措置の内容 

及び実施時期 

その他 

の事項 

●事業名 

高次都市施設整

備事業（（仮）大

手前まちづくり

交流館） 

●事業内容 

ホールを有する

地域交流センタ

ーと地域ブラン

ドの発信拠点と

してまちおこし

センターの複合

施設を整備する。

面積 6,700 ㎡ 

●実施時期 

Ｈ27～31 年度 

佐伯市  各種イベントや会議等の交

流拠点を整備することで、街の

魅力を高め人の賑わいを創出

する。また、地域産品の PR や

新たな特産品の開発を行う施

設を複合させることで地域の

情報発信拠点となる。 

 多目的に利用できるスペー

スを確保することで、まちの担

い手の活動の場となり、街の顔

としての賑わいを創出するた

めに必要な事業である。 

●支援措置名 

社会資本整備総合

交付金（都市再生整

備計画事業（佐伯市

城下町地区）） 

●実施時期 

Ｈ27～31 年度 

（2）②認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した重点的な支援措置に関連する事業 

該当なし 
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（3）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置に関連する事業 

事業名、内容 

及び実施時期 

実施主体 目標達成のための位置付け 

及び必要性 

支援措置の内容 

及び実施時期 

その他 

の事項 

●事業名 

おやこ広場事業 

●事業内容 

子育て親子の交

流、情報交換、育

児相談などを行

う。 

●実施時期 

Ｈ23～31 年度 

佐伯市 

（整備） 

民間 

（運営） 

子育て支援による利便性を

向上させ暮らしやすい街の実

現を図る。 

親子（概ね３歳未満の児童

と親）が気軽に集い交流する

場を提供することで、親の肉

体的・精神的ストレスの解消

を促すために必要な事業であ

る。 

●支援措置名 

地域子育て支援拠

点事業 

●実施時期 

平成 27～31 年度 

●事業名 

ファミリーサポ

ートセンター事

業 

●事業内容 

ファミリーサポ

ートセンターの

運営支援を行う。

●実施時期 

Ｈ23～31 年度 

佐伯市 

（整備） 

民間 

（運営） 

子育て支援による利便性を

向上させ暮らしやすい街の実

現を図る。 

子どもの預かり等援助を受

けたい者（依頼会員）と援助

を行いたい者（援助会員）か

らなる会員組織での運営を支

援することで、安心したサポ

ートサービスを提供するため

に必要な事業である。 

●支援措置名 

次世代育成支援対

策交付金 

●実施時期 

平成 27～31 年度 

●事業名 

南海医療センタ

ー整備事業 

●事業内容 

災害拠点病院で

ある南海医療セ

ンターの耐震化

整備と地域災害

医療センターと

しての設備整備

を行う。 

●実施時期 

Ｈ28～31 年度 

南海医療

センター 

 本市における唯一の災害拠

点病院である南海医療センタ

ーの設備整備をすることで、

生活の利便性を向上させると

ともに安心安全なまちづくり

に寄与する。 

地域医療施設を充実させる

ことで、来街機会の増加を図

り、まちの賑わいを創出する

ために必要な事業である。 

●支援措置名 

災害拠点病院等耐

震化緊急整備事業

費補助金 

医療提供体制施設

整備交付金 

●実施時期 

平成 28～31 年度 
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事業名、内容 

及び実施時期 

実施主体 目標達成のための位置付け 

及び必要性 

国以外の支援措置の 

内容及び実施時期

その他 

の事項 

●事業名 

地域おこし協力

隊事業 

●事業内容 

中心市街地内の

コミュニティの

活性化を図るた

め、地域に協力隊

を配置する。 

●実施時期 

Ｈ27～31 年度 

佐伯市 中心市街地内の地域に地域

おこし協力隊を配置すること

で、地域コミュニティの活性

化を図る取り組みを行う。 

地域の課題について、協力

隊の支援により解決すること

で、地域のまちづくりへの機

運を高める。また、将来のま

ちの担い手の育成にもつなが

るため必要な事業である。 

●支援措置名 

地域おこし協力隊

事業（総務省：特別

交付税措置） 

●実施時期 

平成 27～31 年度 

（4）国の支援がないその他の事業 

事業名、内容 

及び実施時期 

実施主体 目標達成のための位置付け 

及び必要性 

国以外の支援措置の 

内容及び実施時期

その他 

の事項 

●事業名 

地域組織活動育

成事業 

●事業内容 

親子・世代間の交

流や研修、児童の

事故防止活動な

どを行うことに

対して支援する。

●実施時期 

Ｈ21～32 年度 

地域組織  子育て支援による利便性を

向上させ暮らしやすい街の実

現を図る。児童健全育成のた

めに必要な事業である。 

●支援措置名 

該当なし 

●実施時期 

  ― 

●事業名 

まちづくり活動

推進事業（市民活

動等支援事業） 

●事業内容 

まちづくり活動

団体や、NPO 法人

等の支援を行う。

●実施時期 

Ｈ28～32 年度 

佐伯市 

(株)まち

づくり佐

伯 

 まちづくりセンター運営調

査業務と連携を図りながら、

まちづくり団体や個人の活動

支援を行う。 

市民活動の支援により、来

街者へのサービスを充実させ

るとともに、まちを担う人を

育成することで持続的なまち

づくり体制を構築するために

必要な事業である。 

●支援措置名 

 該当なし 

●実施時期 

  ― 
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事業名、内容 

及び実施時期 

実施主体 目標達成のための位置付け 

及び必要性 

国以外の支援措置の 

内容及び実施時期

その他 

の事項 

●事業名 

保育所建設事業 

●事業内容 

郊外に立地する

久部保育所を中

心市街地内に移

設する。 

面積 1,200 ㎡ 

●実施時期 

Ｈ28～30 年度 

佐伯市  郊外に立地する保育所を中

心市街地内に移設すること

で、生活の利便性を向上させ

る。 

中心市街地内に保育施設が

あるいことで、事業所等の多

い中心市街地内の利便性の向

上や周辺の賑わいの創出につ

ながるため必要な事業であ

る。 

●支援措置名 

 該当なし 

●実施時期 

  ― 

●事業名 

まちづくりセン

ター運営事業 

●事業内容 

仲町商店街内に

市民活動団体等

の活動拠点を設

置する。 

●実施時期 

Ｈ22～32 年度 

佐伯市  空き店舗が増加し、衰退著

しい仲町商店街に、市民協働

の拠点を設置することで、単

に商業だけでなく、新たな賑

わいを生み出し、消費活動の

活性化につなげる。 

 市民活動の拠点として、活

動支援や活動の場を影響し、

街の担い手育成も図る。 

●支援措置名 

 該当なし 

●実施時期 

  ―

●事業名 

まち歩き散歩コ

ース作成事業 

●事業内容 

健康づくりのた

めウォーキング

コースを設定し、

コースごとに案

内板を設置する。

●実施時期 

Ｈ28～31 年度 

佐伯市  健康づくりのためにウォー

キングコースを設定し、市民

の健康増進を促す。 

ウォーキングコースの設定

により、中心市街地への来街

機会を増加させ、まちの賑わ

いを創出させるために必要な

事業である。 

●支援措置名 

 該当なし 

●実施時期 

  ― 
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事業名、内容 

及び実施時期 

実施主体 目標達成のための位置付け 

及び必要性 

国以外の支援措置の 

内容及び実施時期

その他 

の事項 

●事業名 

地域包括ケアセ

ンター「さいきの

太陽」運営事業 

●事業内容 

地域包括ケアセ

ンターとして、グ

ループホーム、サ

ービス付高齢者

向け住宅、在宅介

護センター等を

運営する。 

●実施時期 

Ｈ27 年度～ 

医療法人

「小寺会」

佐伯中央

病院 

 住み慣れた地域で自分らし

い暮らしを人生の最後まで続

けることができるよう、住ま

い・医療・介護等が一体的に

提供されるケアセンターを運

営する。 

複合的なサービスを充実さ

せることで、便利で暮らしや

すいまちの実現を図るととも

に、まちの賑わいを創出する

ために必要な事業である。 

●支援措置名 

 該当なし 

●実施時期 

  ― 

●事業名 

生涯学習講座 

●事業内容 

駅前・港地域交流

センターや佐伯

文化会館を活用

し、高齢者教室や

各種講座、発表会

などを実施する。

●実施時期 

Ｈ25 年度～ 

佐伯市  駅前・港地域交流センター

の整備にあわせて、各種講座

を開催する。 

地域の市民活動を活性化

し、賑わい創出のために必要

な事業である。 

●支援措置名 

 該当なし 

●実施時期 

  ― 

●事業名 

歴史資料館運営

事業 

●事業内容 

城下町佐伯の歴

史・文化及び交流

の拠点として歴

史資料館を運営

する。 

●実施時期 

Ｈ27 年度～ 

佐伯市  歴史資料館を運営すること

で、市の歴史・文化を発信す

ることで、城下町観光の拠点

となる。 

 情報発信によりまちの魅力

を高め、新たな交流の場とし

て賑わいを創出するために必

要な事業である。 

●支援措置名 

 該当なし 

●実施時期 

  ― 
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６．公営住宅等を整備する事業、中心市街地共同住宅供給事業その他の住宅の供給のため

の事業及び当該事業と一体として行う居住環境の向上のための事業に関する事項 

［１］街なか居住の推進の必要性 

（１）現状分析と街なか居住推進の必要性 

 中心市街地においては、人口が年平均 70 人減

少し、ほぼ直線的な減少となっている。そのた

め、まちなか居住の推進が急務であるが、地価

公示を見ると、商業地の価格が下落傾向で留ま

らず、住宅地と価格差が縮まってきていること

が考えられる。そのため、商店街の一部にマン

ションが建設されるなどの商住混在といった現

象が起きており、近年では、商業地の遊休地に

戸建て住宅の建設が行われている現状がある。

商業地の利便性が弱まり、居住者が減少してい

る状況がうかがえる。 

居住に対する市民意識調査では、標本属性上、戸建て居住者が多く、前計画同様に住宅そ

のものへの要望ではなく、住環境としての利便性を求める声が多い。さらに、空き家や空き

店舗等が増加する中で、新たなものを整備するよりは、それらの既存ストックを活用した居

住・商業施策を求める声が多いため、それらの活用策が必要である。 

（２）街なか居住推進の方向性 

 民間開発の動向や市民意識調査結果から居住策としては、既存ストックとしての空き家や空

き店舗を活用した地域コミュニティの場づくりや、地域コミュニティと連携した居住施策、地

域リーダーの育成事業を展開する。 

（３）フォローアップの考え方 

 毎年度末に基本計画に位置づけた事業計画の進捗・効果を調査し、必要に応じて改善措置を

講じ、活性化の効果的な推進を図る。 

［２］具体的事業の内容 

（1）法に定める特別の措置に関連する事業 

該当なし 
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5,000

5,500

6,000

6,500

7,000
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中心市街地の人口
住民基本台帳（各年３月31日）
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（2）①認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した重点的な支援措置に関連する事業 

（2）②認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した重点的な支援措置に関連する事業 

該当なし 

（3）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置に関連する事業 

該当なし 

（4）国の支援がないその他の事業    

事業名、内容 

及び実施時期 

実施主体 目標達成のための位置付け 

及び必要性 

支援措置の内容 

及び実施時期 

その他 

の事項 

●事業名 

空き家・空き店舗

活用実証実験事

業 

●事業内容 

地域コミュニテ

ィの強化と空き

家・空き店舗の解

消によるまちの

魅力づけのため

に、市民参加型の

空き家・空き店舗

活用実証実験を

行う。 

●実施時期 

Ｈ27～28 年度 

佐伯市  中心市街地内の空き家を活

用し、地域コミュニティの場づ

くりや居住対策を実施するこ

とで、既存ストックの有効活用

を図る。 

空き家・空き店舗の活用によ

り、周辺地域の賑わい創出及び

地域の担い手育成のために必

要な事業である。 

●支援措置名 

社会資本整備総合

交付金（都市再生整

備計画事業（佐伯市

城下町地区）） 

●実施時期 

Ｈ27～28 年度 

事業名、内容 

及び実施時期 

実施主体 目標達成のための位置付け 

及び必要性 

支援措置の内容 

及び実施時期 

その他 

の事項 

●事業名 

空き家等利活用

事業 

●事業内容 

空き家・空き店舗

の利活用に関す

る計画検討、実施

を行う。 

●実施時期 

Ｈ29～32 年度 

佐伯市  中心市街地内の空き家等に

関する課題解決を図り、地域コ

ミュニティの場づくりや居住

対策を実施することで、既存ス

トックの有効活用を図る。 

空き家・空き店舗の活用によ

り、周辺地域の賑わい創出のた

めに必要な事業である。 

●支援措置名 

 該当なし 

●実施時期 

  ― 
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７．中小小売商業高度化事業、特定商業施設等整備事業、民間中心市街地商業活性化事業、

中心市街地特例通訳案内士育成等事業その他の経済活力の向上のための事業及び措置に関

する事項 

［１］経済活力の向上の必要性 

（１）現状分析と経済活力向上の必要性 

 以前の中心市街地では商店街が集積し市内の商業を牽引してきた。しかし、長引く不況や

中心部のデパート閉店、郊外大型店の進出などにより、中心市街地における小売業の店舗数、

年間販売額は平成 9年から平成 14年にかけて大幅に減少した。またそれに伴い、平成 14 年

以降、商店街数も急激に減少した。加えて高速道路佐伯ＩＣの開設により、大型店が集積し

ている大分市周辺や福岡都市圏への顧客流出が顕著に進んできた。さらに、平成 27 年３月

末には、東九州自動車道が全線開通し、さらなる市外への購買力流出が懸念されている。 

今後の商店街については、高齢化社会の進展やニーズの多様化など買物の環境が激変して

いることも考慮し、これまでの商店街が果たしてきた一定の機能を回復しつつ、環境変化に

対応した新しい商店街の形成を目指すとともに、新たな魅力を創出するためにも他業種が連

携しながら新規のサービスを展開する必要がある。 

 市民アンケートでは前計画同様に「新規店舗」への期待が最も高く、中心市街地の店舗に

は、郊外店や大分市内の店舗との差別化を図るべく、特色があり魅力のある店舗が望まれて

いる。また、同調査によると、「休憩スペース」への要望も高くなっており、買物ついでに

気軽に立ち寄り、時間を消費できるような休憩スペースが必要とされている。 

高速道路の開通は顧客流出という側面とともに、観光客の増加というメリットもあり、観光

を購買行動につなげ商業活性化の一助にすることを目指す。本市では平成 20 年度に「食のまち

づくり」条例を制定しており、各地域食育に関する講演会や体験事業が盛んに行われている。

そのため、食を中心とした観光を強化し、地域の魅力を最大限活用した事業をさらに進める必

要がある。また、情報発信を強化しながらリピーターの増加にも努める。 

 駅前・港周辺においては、JRやフェリーの乗降客数の減少など拠点性が失われつつあったが、

海の市場○（まる）の開業による観光客の増加などによる賑わいが生まれており、これを機に

集客性を高めるためにも観光による交流人口の増加促進および食のまちづくり、イベント実施

等の取組が必要である。 

（２）経済活力向上の方向性 

 大手前地域の一体的な整備を実施することで、多様な年代の人々の動きが生まれる。この人々

の流れを大手前商店街をはじめ、仲町商店街や周辺商店街への消費活動に結び付けていく必要

がある。そのため、商店街については、空き店舗や低未利用地を活用しながら、新規起業者等

の支援や周辺での各種イベントを行う。また、商業だけではなく福祉や子育て等の生活利便性

の向上につながる施設も積極的に誘致する。公民連携も図り、商店主を対象に経営ノウハウ等

の講習会を開催や繁盛店づくりによる商店街再生を目指す。さらには、後継者不足などを解消

するため、人材育成事業にも取り組む。 

 観光については、前計画で整備した佐伯市観光交流館を活用しながら地域に密着した観光商

品の開発に取り組む。また、城下町拠点、駅前・港拠点内の回遊性を高める取組として、観光
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サインのデザインの統一化やマップづくりなどを行う。 

 市民が自主的に活動することにより、まちの魅力を高め、賑わいを創出することを期待する。

そのためにも、地域の自主的取組に補助金等を交付して支援する。 

（３）フォローアップの考え方 

 毎年度末に基本計画に位置づけた事業計画の進捗・効果を調査し、必要に応じて改善措置を

講じ、活性化の効果的な推進を図る。

［２］具体的事業の内容 

(1)法に定める特別の措置に関連する事業 

該当なし 

(2)①認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業 

事業名、内容 

及び実施時期 

実施主体 目標達成のための位置付け 

及び必要性 

支援措置の内容 

及び実施時期 

その他 

の事項 

●事業名 

地域コミュニティ

強化事業 

●事業内容 

地域を主体とした

イベントや活動を

とおして、地域コ

ミュニティの強化

を図る。 

●実施時期 

Ｈ27～31 年度 

佐伯市 

(株)まち

づくり佐

伯 

 地域住民が主体となり中心

市街地内の各所を会場として

イベント等を実施すること

で、地域コミュニティの強化

を図る。 

多様な関係者を巻き込みな

がらイベントを開催すること

で、地域の担い手育成及び周

辺地域の賑わいを創出するた

めに必要な事業である。 

●支援措置名 

社会資本整備総合

交付金（都市再生整

備計画事業（佐伯市

城下町地区）） 

●実施時期 

Ｈ27～29 年度 

●事業名 

さいき春まつり 

●事業内容 

城下町地域を主会

場とした地域活性

化イベントの開

催。 

●実施時期 

S22 年度～ 

さいき春

祭り実施

協議会 

 地域住民が主体となり中心

市街地内のお祭り広場を会場

としてイベント等を実施する

ことで、周辺商店街との連携

や地域コミュニティ、担い手

育成及び周辺地域の賑わい創

出を図るため必要な事業であ

る。 

●支援措置名 

中心市街地活性化

ソフト事業 

●実施時期 

Ｈ28～32 年度 
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事業名、内容 

及び実施時期 

実施主体 目標達成のための位置付け 

及び必要性 

支援措置の内容 

及び実施時期 

その他 

の事項 

●事業名 

九州 B-1 ｸﾞﾗﾝﾌﾟﾘ

in 佐伯 

●事業内容 

ご当地グルメをメ

インとした地域活

性化イベントの開

催。 

●実施時期 

Ｈ28 年度 

(仮)九州

B-１ｸﾞﾗﾝ

ﾌﾟﾘ in 佐

伯実行委

員会 

中心市街地内に数か所の会

場を設け、九州内で活動して

いる B-1 グランプリメンバー

が一堂に会し、イベント等を

実施する。そのことにより、

市内外の交流人口の増加と周

辺商店街との連携及び周辺地

域の賑わい創出を図るため必

要な事業である。 

●支援措置名 

中心市街地活性化

ソフト事業 

●実施時期 

Ｈ28 年度 

●事業名 

S-1 プロジェクト

事業 

●事業内容 

食観光をテーマと

した地域活性化イ

ベントの開催。 

●実施時期 

Ｈ28～32 年度 

(一社)佐

伯市観光

協会 

食観光をテーマとして、市

内ランチ提供の飲食店を集

め、「さいきレストラン」と

してイベントを実施する。そ

のことにより、市内外の交流

人口の増加と食の PR 及びまち

の魅力の向上、周辺地域の賑

わい創出を図るため必要な事

業である。 

●支援措置名 

中心市街地活性化

ソフト事業 

●実施時期 

Ｈ28～32 年度 

●事業名 

佐伯・番匠 YOSAKOI

まつり 

●事業内容 

YOSAKOI ソーラン

踊りをテーマとし

た地域活性化イベ

ントの開催。 

●実施時期 

Ｈ28～32 年度 

佐伯・番匠

YOSAKOIま

つり実行

委員会 

地域住民が主体となり、中

心市街地において県内外の特

色ある団体が演武を披露す

る。この事業により、市内外

の交流人口の増加と周辺地域

の賑わい創出が期待できるこ

とから必要な事業である。 

●支援措置名 

中心市街地活性化

ソフト事業 

●実施時期 

Ｈ28～32 年度 
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（2）②認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した重点的な支援措置に関連する事業 

事業名、内容 

及び実施時期 

実施主体 目標達成のための位置付け 

及び必要性 

支援措置の内容 

及び実施時期 

その他 

の事項 

●事業名

中心市街地商業活

性化診断・サポート

事業 

●事業内容 

専門的なノウハウ

を活かした中心市

街地の商業等や協

議会の活性化を図

る。 

●実施時期 

Ｈ28～32 年度 

佐 伯 市 中

心 市 街 地

活 性 協 議

会 

 佐伯市中心市街地活性化協

議会が主体となり、中心市街地

の商業や協議会活動の活性化

を図るうえで、専門家を招聘

し、より実効性のある活動を行

うために必要な事業である。 

●支援措置名 

中心市街地商業活

性化診断・サポート

事業 

●実施時期 

Ｈ28～32 年度 

●事業名

中心市街地商業活

性化アドバイザー

派遣事業 

●事業内容 

専門的なノウハウ

を活かしたをアド

バイスで中心市街

地の課題解決を図

る。 

●実施時期 

Ｈ28～32 年度 

佐 伯 市 中

心 市 街 地

活 性 協 議

会 

 中心市街地の活性化を図る

うえで、必要な課題解決を図る

ため、専門知識・ノウハウをも

つアドバイザーを招聘し、助言

してもらう。協議会の効率的な

運営を行うために必要な事業

である。 

●支援措置名 

中心市街地商業活

性化アドバイザー

派遣事業 

●実施時期 

Ｈ28～32 年度 

（3）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置に関連する事業 

該当なし 
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（4）国の支援がないその他の事業

事業名、内容 

及び実施時期 

実施主体 目標達成のための位置付け 

及び必要性 

国以外の支援措置の 

内容及び実施時期

その他 

の事項 

●事業名 

城下町観光交流館

運営事業 

●事業内容 

観光情報の発信や

特産品の販売等を

行うビジターセン

ターを運営する。 

●実施時期 

Ｈ27 年度～ 

佐伯市 市民及び観光客の相互の交

流を促進するビジターセンタ

ーを運営することで、観光地

としての魅力づけと周辺地域

の賑わいの創出につながる。 

また、観光ガイドの育成を

含めた取組を行うことで、ま

ちの担い手を育てるために必

要な事業である。 

●支援措置名 

 該当なし 

●実施時期 

  ― 

●事業名 

着地型旅行商品等

開発事業 

●事業内容 

市外からの観光客

を誘致するため、

着地型の旅行商品

を造成し発信す

る。 

●実施時期 

Ｈ28～32 年度 

佐伯市 

佐伯市観

光協会 

東九州道が全線開通し、市

外から、特に南九州からのア

クセスが改善された。中活エ

リア離発着で市内を周遊でき

る着地型旅行商品を造成し、

情報発信することで、観光客

を誘致し、地域の賑わいの創

出や消費拡大を図るため必要

な事業である。 

●支援措置名 

 該当なし 

●実施時期 

  ― 

●事業名 

まち歩きマップ

作成事業 

●事業内容 

城下町拠点周辺の

まち歩き観光マッ

プを作成する。 

●実施時期 

Ｈ28～32 年度 

佐伯市 前計画の城下町拠点施設整

備にあわせて、歴史と文学の

道や船頭町の観光コースにつ

いてまち歩きマップを作成す

る。 

前計画で整備された施設へ

の集客促進及び回遊性の強化

のために必要な事業である。 

●支援措置名 

 該当なし 

●実施時期 

― 
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事業名、内容 

及び実施時期 

実施主体 目標達成のための位置付け 

及び必要性 

国以外の支援措置の 

内容及び実施時期

その他 

の事項 

●事業名 

観光案内板整備事

業 

●事業内容 

観光スポット、公

共施設等を分かり

やすく表示する観

光案内板を整備す

る。また、案内表

示のデザインの統

一化を図る。 

●実施時期 

Ｈ27～31 年度 

佐伯市 佐伯市観光サイン計画に基

づき、分かりやすい観光案内

板を整備することで、中心市

街地内の観光名所への集客促

進を図る。 

フェイスブック等と連動し

た情報発信のために案内シス

テムを構築することで、回遊

性の強化のために必要な事業

である。 

●支援措置名 

 該当なし 

●実施時期 

― 

●事業名 

デジタルスタンプ

ラリー事業 

●事業内容 

スマートホンのア

プリを活用した、

スタンプラリーを

実施する。 

●実施時期 

Ｈ28～32 年度 

佐伯市 スマートホンのアプリを活

用し、市内観光施設を回遊す

る仕組みとして、市内観光を

促進し、各施設をめぐる観光

客を増加させ、それぞれの施

設での消費拡大を図るために

必要な事業である。 

●支援措置名 

 該当なし 

●実施時期 

  ― 

●事業名 

観光ガイド育成事

業 

●事業内容 

観光ガイドの継続

的な育成とあわせ

て、ジュニアボラ

ンティアガイドを

育成する。 

●実施時期 

Ｈ28～32 年度 

（一社）佐

伯市観光

協会 

 城下町拠点を中止とした観

光名所のガイドを育成し、観

光客の増加を図ることで、周

辺地域の賑わいを創出する。 

ジュニアボランティアを含

めて育成することで、将来に

わたるまちの担い手を育てる

ことに必要な事業である。 

●支援措置名 

 該当なし 

●実施時期 

― 
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事業名、内容 

及び実施時期 

実施主体 目標達成のための位置付け 

及び必要性 

国以外の支援措置の 

内容及び実施時期

その他 

の事項

●事業名 

佐伯現代アートプ

ロジェクト 

●事業内容 

空き家や遊休施設

を活用し、市内の

アーティストが活

動する拠点を設置

する。拠点では、

作品の製作や発表

を行い、まち歩き

ルートに組み込

む。 

●実施時期 

Ｈ28～32 年度 

佐伯市 

佐伯現代

アート計

画 

 県南初となるアート活動拠

点をつくり、大分市に新設さ

れる県美術館と連携を図るこ

とで、新たなビジネス機会を

創出する。 

空き家等を活用し、地域に

新たなスポットを創出するこ

とで、まちの回遊性を強化す

るために必要な事業である。 

●支援措置名 

 該当なし 

●実施時期 

  ― 

●事業名 

中心市街地空き店

舗活用事業 

●事業内容 

中心市街地内の空

き店舗を対象に、

商業にこだわらず

福祉や子育て等の

関連施設を誘致す

る。 

●実施時期 

Ｈ28 32 年度

佐伯市 

(株)まち

づくり佐

伯 

 街のイメージを損ねている

空き店舗を解消し、魅力的な

街並み形成を図る。 

都市機能の集積を図ること

で、生活の利便性を向上させ

るために必要な事業である。 

●支援措置名 

 該当なし 

●実施時期 

  ―

●事業名 

チャレンジショッ

プ事業 

●事業内容 

仲町商店街の空き

店舗にて、若手商

業者育成を兼ねチ

ャレンジショップ

を行う。 

●実施時期 

Ｈ28 32 年度 

佐伯市 

民間事業

者 

 個性的な店舗の出店によ

り、便利で魅力的な商業空間

の形成を図る。 

不足業種の充足や個性的な

店舗の進出に向けたプロポー

ザルなど新規出店の誘発によ

るまちの賑わい創出のために

必要な事業である。 

●支援措置名 

 該当なし 

●実施時期 

  ― 
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事業名、内容 

及び実施時期 

実施主体 目標達成のための位置付け 

及び必要性 

国以外の支援措置の 

内容及び実施時期

その他 

の事項

●事業名 

キラリ輝く繁盛店

づくり事業 

●事業内容 

実務知識、経営ノ

ウハウを持つ専門

家をアドバイザー

として招聘し、個

店事業主を対象に

経営研修を実施す

る。 

●実施時期 

Ｈ28 31 年度 

佐伯市 

佐伯市商

店街連合

会 

 個店商店主に対してアドバ

イザーを招聘し、経営研修を

することで、個店の魅力を磨

き、売上の増加を目指す。 

繁盛する個店づくりを行う

ことで、経済活力の向上につ

ながり、商店街の賑わいを創

出するために必要な事業であ

る。 

●支援措置名 

 該当なし 

●実施時期 

  ― 

●事業名 

魚市場リノベーシ

ョン事業 

●事業内容 

魚市場を耐震補強

し、魚市場機能に

加え、観光交流拠

点としてのリノベ

ーションによる整

備を行う。 

●実施時期 

Ｈ28 31 年度 

佐伯市  魚市場の老朽化に伴う、耐

震補強及びリノベーションす

ることで、従来の機能に加え

た観光交流拠点整備を行う。 

周辺既存店舗と連携し、回

遊性を向上させるとともに賑

わいを創出するために必要な

事業である。 

●支援措置名 

 該当なし 

●実施時期 

  ― 

●事業名 

さいき立志塾 

●事業内容 

次代の経営を担う

若手経営者・後継

者を育成するため

に人材育成塾を開

催する。 

●実施時期 

Ｈ28 32 年度 

さいき立

志塾実施

協議会 

 次代の経済を担う若手経営

者を育成するとともに、異業

種交流や産学交流を推進し、

新たな技術革新・新商品開発

を促す。 

人材育成塾を開催すること

で、新たな起業を創出するた

めに必要な事業である。 

●支援措置名 

 該当なし 

●実施時期 

  ― 
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事業名、内容 

及び実施時期 

実施主体 目標達成のための位置付け 

及び必要性 

国以外の支援措置の 

内容及び実施時期

その他 

の事項

●事業名 

食育推進事業 

●事業内容 

食育講演会の開催

や食育体験を実施

する。 

●実施時期 

Ｈ18 年度～

佐伯市  各地域で食育に関する講演

会や体験を行い、特に将来を

担う子どもたちに佐伯の食の

知識を深めることで、まちに

対する愛着を醸成し、地産地

消を促進する。また、対外的

な情報発信ができるようにす

ることで、人材育成はもとよ

り賑わいの創出につながるた

めに必要な事業である。 

●支援措置名 

該当なし 

●実施時期 

  ― 

●事業名 

食育サポーター事

業 

●事業内容 

佐伯の海産物等に

ついて周知人材や

市民に対し、佐伯

の魚の良さや美味

しさを知ってもら

うための座学や調

理講座を行う。 

●実施時期 

Ｈ28～32 年度 

佐伯市 

食育団体 

 食のまち、とりわけ「水産

のまち」である本市にとって

市民の魚離れは喫緊の課題で

ある。そのため、本市が誇る

水産の知識を広くＰＲし、魚

食普及を推進する。 

様々な関係者を巻き込みな

がら魚食推進を図ることで、

まちへの愛着が高まるととも

に、担い手によるまちの賑わ

いの創出のために必要な事業

である。 

●支援措置名 

該当なし 

●実施時期 

― 

○食育講演会の様子 ○食育体験の様子 
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事業名、内容 

及び実施時期 

実施主体 目標達成のための位置付け 

及び必要性 

国以外の支援措置の 

内容及び実施時期

その他 

の事項

●事業名 

「佐伯人創造塾」 

～人材育成事業～ 

●事業内容 

佐伯の魅力ある資

源（歴史、産物、

食文化、自然環境）

を知り学び、それ

に誇りをもって活

動する人材を育む

ため、月１回塾生

を集め座学や懇話

を行う。 

●実施時期 

Ｈ28 32 年度 

佐伯市 佐伯の魅力ある資源を知

り、学び、それを誇りにもっ

て活動する人材を育む。育成

された人材は、「市の人財」

となり、佐伯の資源について

保全や活用、情報発信に取り

組む。 

人材育成に取り組むこと

で、まちへの愛着が高まると

ともに、担い手によるまちの

賑わい創出のために必要な事

業である。 

●支援措置名 

 該当なし 

●実施時期 

  ― 

●事業名 

巣立つ君たちへ

「自炊塾」 

●事業内容 

就職や進学などで

巣立つ高校生を対

象に、座学と調理

実習を行う。 

●実施時期 

Ｈ28 32 年度 

佐伯市  一人暮らしを始める若者を

対象に調理の基本を学んでも

らうため、自炊塾を開催する。

自炊塾を開催することで、

「食」を通じて故郷への愛着

を醸成し、将来の「帰巣」も

期待できる。そのため、まち

の賑わい創出や人材育成のた

めに必要な事業である。 

●支援措置名 

 該当なし 

●実施時期 

  ― 

●事業名 

「さいきキャンパ

ス」構築事業 

●事業内容 

廃校を活用して

「食の学舎（まな

びや）」を構築す

る。大学等におけ

る「佐伯キャンパ

ス」の運営を模索

する。 

●実施時期 

Ｈ28～32 年度 

佐伯市 

九州大学 

 本市の課題解決のために、

「食」を活用した地域づくり

を九州大学と連携して取り組

む。 

大学と連携し取り組むこと

で、本市へのノウハウ蓄積に

寄与するとともに、新たな担

い手の育成にもつながるため

必要な事業である。 

●支援措置名 

該当なし 

●実施時期 

  ― 
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事業名、内容 

及び実施時期 

実施主体 目標達成のための位置付け 

及び必要性 

国以外の支援措置の 

内容及び実施時期

その他 

の事項

●事業名 

佐伯市活性化チャ

レンジ事業 

●事業内容 

地域（団体）が自

主的かつ主体的に

取り組む事業に対

して補助金を交付

する。 

●実施時期 

Ｈ28～32 年度 

佐伯市 

市民活動

団体等 

 地域（団体）の自主的かつ

主体的な取組に対して補助す

し、地域独自の活動を活発さ

せることにより、回遊性の向

上及び賑わいの創出を図るた

めに必要な事業である。 

●支援措置名 

 該当なし 

●実施時期 

  ― 

●事業名 

さいき城下町つま

みグイグイ 

●事業内容 

一次産品のPRのた

め、城下町のまち

歩きとあわせたミ

ニツアーを実施す

る。 

●実施時期 

Ｈ28 年度～ 

佐伯地区

食料・農

業・農村振

興協議会 

 中心市街地商店街と連携を

図りながら、佐伯産の一次産

品を活用したまち歩きイベン

トを開催する。 

一次産品の PR につながると

ともに、回遊性の向上及び賑

わいの創出を図るために必要

な事業である。 

●支援措置名 

 該当なし 

●実施時期 

  ― 

●事業名 

大手前商業計画策

定調査事業 

●事業内容 

大手前開発計画に

合わせ地元商店街

の活性化に向けた

取り組みを実施す

る。 

●実施時期 

Ｈ28～31 年度 

大手前商

店会 

 大手前開発計画に合わせた

地元商店街の活性化に向け、

顧客のニーズや行動を調査

し、商店街の活性化計画を策

定する。 

経済活性化及び市民の利便

性の向上、賑わいの創出を図

るために必要な事業である。 

●支援措置名 

 該当なし 

●実施時期 

  ― 
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事業名、内容 

及び実施時期 

実施主体 目標達成のための位置付け 

及び必要性 

国以外の支援措置の 

内容及び実施時期

その他 

の事項

●事業名 

秋の味力まつり 

●事業内容 

地域の飲食店によ

る出店や市民によ

るステージで商店

街活性化イベント

を実施する。 

●実施時期 

Ｈ28～32 年度 

佐伯商工

会議所 

商店街をメイン会場に、地域

の飲食店等が出店し、地域の

食の魅力を PR するイベントを

実施する。商業の活性化及び

賑わいの創出を図るために必

要な事業である。 

●支援措置名 

 該当なし 

●実施時期 

  ― 

●事業名 

佐伯みなとお魚フ

ェスタ 

●事業内容 

水産関係者が協力

し地産地消の促進

と地域振興のた

め、イベントを実

施する。 

●実施時期 

Ｈ28～32 年度 

佐伯みな

とお魚フ

ェスタ実

行委員会 

水産関係者により、地産地消、

魚食普及、港地域の地域振興

を目的として、地元産の水産

物販売をメインとしたイベン

トを実施する。地域活性化及

び賑わいの創出を図るために

必要な事業である。 

●支援措置名 

 該当なし 

●実施時期 

  ― 
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８．４から７までに掲げる事業及び措置と一体的に推進する事業に関する事項 

［１］公共交通機関の利便性の増進及び特定事業の推進の必要性 

（１）現状分析 

 中心市街地には、ＪＲ佐伯駅、四国と結ぶ佐伯・宿毛フェリー、長距離バスが乗り入れる大

手前バスターミナルが立地し、周辺地域のみならず広域からの交通拠点となっている。また、

離島フェリーや大分バスのバス停などの近郊向け交通手段もあるが、それぞれの結節が弱く利

用者にとっては不便な状況であり、これらを結ぶ補助的交通手段が必要となっている。市民意

識調査でも前計画同様に、バスターミナル機能の充実や路線バスの拡充、周遊バスの運行など

の補助交通手段を望む声が多い。 

そのようなニーズに応え、前計画期間内には、高齢者などの交通弱者対策として「まちいき

バス」の社会実験運行を実施した。運行に際しては、中心市街地周縁部を含む区域を周回する

こととしたが、大手前開発計画の遅れに伴う中心部への集客力の低下から「まちいきバス」の

利用実績は思いのほか伸びなかった。そのため、新計画期間内には、大手前開発計画の完成を

最優先課題として取り組み、中心部への集客力の強化を図ることとする。また、「地域公共交通

網形成計画」の策定作業を行い、市内各生活拠点地域を公共交通ネットワークでつないだ、多

重ネットワーク型のまちのかたちを目指し、公共交通の在り方や特に中心市街地内における利

便性を高める周遊バス等の交通対策を検討する。 

ただし、城下町拠点及び駅前・港拠点の観光事業やそれに伴う交流人口の増加に対応した拠

点内の回遊性の向上を図るため、補助的交通手段としてのレンタサイクル事業に取り組む必要

がある。あわせて自転車という手段にあわせた観光ルートマップの作成などのソフト的取り組

みも必要である。 

（２）公共交通機関の利便性の増進の必要性 

 中心市街地の拠点内の回遊性を確保するために、気軽に乗りやすい、また、乗りたくなるよ

うなレンタサイクル事業に取り組む。また、デジタルスタンプラリー事業やさいき城下町つま

みグイグイ、まち歩きマップ作成事業で回遊ルートの選定及びマップづくりを行い回遊性の強

化を図る。 

（３）フォローアップの考え方 

  毎年度末に基本計画に位置づけた事業計画の進捗・効果を調査し、必要に応じて改善措置を

講じ、活性化の効果的な推進を図る。 

［２］具体的事業の内容 

（1）法に定める特別の措置に関連する事業 

該当なし 
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（2）①認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業 

事業名、内容 

及び実施時期 

実施主体 目標達成のための位置付け 

及び必要性 

支援措置の内容 

及び実施時期 

その他 

の事項 

●事業名 

レンタサイクル

事業 

●事業内容 

まちなかを散策

するため、電動レ

ンタサイクルを

購入整備・運営す

る。 

●実施時期 

Ｈ27～32 年度 

（一社）佐

伯市観光

協会 

 まちなかを気軽に散策する

ことのできる電動サイクル等

レンタサイクルを整備するこ

とで、まちなかの回遊性を高

めるために必要な事業であ

る。 

●支援措置名 

社会資本整備総合

交付金（都市再生整

備計画事業（佐伯市

城下町地区）） 

●実施時期 

Ｈ28 年度 

（2）②認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した重点的な支援措置に関連する事業 

該当なし 

（3）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置に関連する事業 

該当なし 

（4）国の支援がないその他の事業 

該当なし 
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◇ ４から８までに掲げる事業及び措置の実施箇所 
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９．４から８までに掲げる事業及び措置の総合的かつ一体的推進に関する事項 

［１］市町村の推進体制の整備等 

（１）経緯 

本市では、前計画の策定に当たり、庁内の連絡調整組織について、庁内組織として副市長を

委員長とする「策定委員会」とその下部組織として企画商工観光部長を部会長とする「作業部

会」を立ち上げた。 

その後、前計画の推進を図るため「策定委員会」を「推進委員会」と改め庁内組織を運営し

てきた。新計画の策定に当たっては、平成 25 年５月に中心市街地活性化を担当する組織として、

職員数９人を配置し、まちづくり推進課を設置した。庁内の検討組織は、各種事業等を円滑か

つ確実に実施するため、「推進委員会」と担当者レベルで構成する「作業部会」を中心に、意見

交換を行いながら全庁をあげて中心市街地活性化に取り組んでいる。 

１）推進委員会（委員長：地域振興部長、委員：課長レベル） 

平成 26 年度 第１回：平成 26 年 ４月 23 日：策定の進め方、基本方針、作業部会設置報告 

平成 26 年度 第２回：平成 26年 10 月 24 日：経過報告、目標・指標の設定、大手前計画策定 

状況報告 

 平成 26年度 第３回：平成 27年 ２月 13 日：経過報告、大手前計画策定状況報告 

 平成 27年度 第１回：平成 27年 ５月 21 日：経過報告、大手前計画策定状況報告 

 平成 27年度 第２回：平成 27年 11 月 26 日：基本計画素案の承認 

中心市街地活性化基本計画推進委員会名簿 
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２）作業部会（部会長：まちづくり推進課長、部会員：総括主幹・担当レベル） 

№ 所　　　属 備　　　考

1 地域振興部 まちづくり推進課 課長 部会長

2 総務課 総務係総括主幹

3 防災危機管理課 防災危機管理係総括主幹

4 財政課 財政係総括主幹

5 政策秘書課 政策推進係総括主幹

6 商工振興課 商工係総括主幹

7 観光課 観光係総括主幹

8 地域振興課 地域振興係総括主幹

9 障がい福祉課 障がい福祉係総括主幹

10 こども福祉課 こども福祉係総括主幹

11 高齢者福祉課 高齢者福祉係総括主幹

12 建設課 道路維持係総括主幹

13 建築住宅課 住宅係総括主幹

14 都市計画課 計画・区画整理係総括主幹

15 農林課 水田・畜産係総括主幹

16 水産課 水産振興係総括主幹

17 教育総務課 総務企画係総括主幹

18 社会教育課 文化振興係総括主幹

役　　　職

総務部

総合政策部

地域振興部

福祉保健部

建設部

農林水産部

教育委員会

中心市街地活性化基本計画策定作業部会名簿 
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［２］中心市街地活性化協議会に関する事項 

（１）経緯 

市と商工会議所で組織する政経懇談会において平成 18 年のまちづくり３法の改正をきっか

けに新基本計画の認定を目指す意志統一を図り、中心市街地活性化研究会を立ち上げた。研究

会では、現状を踏まえコンパクトシティを目指すことや、中心市街地活性化協議会及びまちづ

くり会社の必要性を確認し、行政と関係機関が一体となって協議を進めてきた。 

（２）協議会の設置 

 中心市街地活性化協議会の設置及びまちづくり会社の必要性から、平成 20 年 7 月 24 日に協

議会準備会を設立し、平成 21 年９月 17 日に株式会社まちづくり佐伯を設立した。まちづくり

会社の設立を受け、会議所とまちづくり会社の２者が揃い、協議会準備会から任意の協議会へ

と移行した。その後、平成 22 年２月に市からまちづくり会社への出資を経て正式に法定協議会

としてスタートした。 

  新計画の策定に当たっては、平成 26年２月に協議会を開催し、現状の整理や計画の方向性に

ついて協議を行った。その後、協議会の下部組織として幹事会を立ち上げ、その幹事会を中心

に計画内容の協議を行った。最終案については、平成 27 年 12 月に開催した協議会で検討を行

い、以下の意見書が提出された。 

１）中心市街地活性化協議会 

①平成26年２月６日：スケジュール確認、現状の整理、計画の方向性 

②平成26年５月28日：基本方針・目標の確認、民間事業の洗い出し 

③平成26年９月16日：基本計画（素案）に関する協議、検討 

④平成27年２月24日：基本計画（素案）に関する協議、検討 

⑤平成27年５月28日：基本計画（素案）に関する協議、検討

⑥平成27年12月11日：基本計画（素案）の関する協議、意見書について 

２）中心市街地活性化協議会幹事会（(株)まちづくり佐伯社長ほか５人） 

①平成26年５月７日：スケジュール確認、基本方針・目標の確認 

②平成26年６月24日：アンケート結果と基本方針の整合 

③平成26年９月６日：基本計画（素案）に関する協議、検討 

④平成26年11月28日：基本計画（素案）に関する協議、検討 

⑤平成27年11月16日：基本計画（素案）の関する協議、意見書について 



116 

（３）協議会の組織構成 

協議会役職 氏名

1 会長 谷 川 憲 一 佐伯商工会議所 会頭

2 副会長 宮 明 邦 夫
㈱まちづくり佐伯
佐伯市商店街連合会

代表取締役
会長

3 委員 小 川 稔 浩 大分県建築士会佐伯支部 支部長

4 委員 御手洗 吉徳 佐伯市金融団 大分信用金庫新屋敷支店長

6 委員 高 橋 聿 子 佐伯市商店街連合会 大手前商店会会長

7 委員 山 内 康 司 うまいもん通り 会長

8 委員 武藤 雄一郎 仲町商店街振興組合 理事長

9 委員 山 本 秀 機 佐伯新町協同組合 理事長

10 委員 野々下 直之 本町商店会 会長

11 委員 村田 加代子 佐伯商工会議所女性会 会長

12 委員 神 野 広 志 佐伯商工会議所青年部 会長

13 観光・部会長 戸 髙 秀 俊 佐伯市観光協会（佐伯支部） 副会長(支部長)

14 観光・副部会長 山 本 徹 佐伯市旅館組合 組合長

15 委員 永 井 豊 文 ＪＡおおいた佐伯事業部 統括事業部長

16 委員 瀬 脇 隆 宏 ㈱佐伯魚市場 社長

17 委員 近 藤 博 行 ＪＲ九州佐伯駅 駅長

18 まち・部会長 米 澤 義 則 佐伯市自治委員会連合会 佐伯地区区長会長

19 まち・副部会長 福 島 市 子 消費生活研究会 会長

20 委員 竹 嶋 水 夫 佐伯市自治委員会連合会 会長

21 委員 加 藤 公 将 佐伯市自治委員会連合会 東地区区長会長

22 委員 小 寺 隆 (社)佐伯市医師会 会長

23 委員 冨 高 国 子 子ども夢まちづくり実行委員会 代表

24 委員 末 光 弘 明 大分バス(株)佐伯営業所 所長

25 委員 植 田 茂 樹 佐伯市タクシー協会 代表

26 委員 中 津 留 三 次 大分県佐伯警察署 署長

27 委員 白 川 逸 喜 佐伯市 副市長

28 委員 田 中 眞 二 佐伯市地域振興部 部長

29 委員 下 川 龍 治 佐伯市建設部 部長

30 委員 寺 谷 英 男 佐伯商工会議所 専務理事

佐伯市中心市街地活性化協議会名簿

所属・役職
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 （４）協議会規約 

佐伯市中心市街地活性化協議会規約 

（設置） 

第１条 佐伯商工会議所及び株式会社まちづくり佐伯は、中心市街地の活性化に関する法律（平成

１０年法律第９２号。以下「法」という。）第１５条第１項の規定に基づき、共同で中心市街地活

性化協議会を設置する。 

（名称） 

第２条 前条に規定する中心市街地活性化協議会は、佐伯市中心市街地活性化協議会（以下「協議

会」という。）と称する。 

（事務所） 

第３条 協議会の事務所は、大分県佐伯市の中心市街地に置く。 

（目的） 

第４条 協議会は、法第９条第１項の規定により佐伯市が作成しようとする基本計画（以下基本計

画）並びに法第９条第１０項の規定による認定基本計画（以下認定基本計画）及びその実施に必要

な事項、法第４０条第１項に規定する特定民間中心市街地活性化事業計画の実施に必要な事項を協

議し、中心市街地の活性化の総合的かつ一体的な推進に寄与することを目的とする。 

（活動） 

第５条 協議会は、その目的を達成するため、次の活動を行う。 

 （１）佐伯市が作成する中心市街地活性化基本計画並びに認定基本計画及びその実施に関し、必要

な事項についての意見提出 

 （２）特定民間中心市街地活性化事業計画に関し必要な事項についての意見提出 

 （３）佐伯市中心市街地の活性化に関する事業の総合調整 

 （４）前各号に掲げるもののほか、中心市街地の活性化に寄与する活動の企画及び実施 

（構成員） 

第６条 協議会は、次に掲げる者をもって構成する。 

 （１）佐伯商工会議所 

 （２）株式会社まちづくり佐伯 

 （３）佐伯市 

 （４）法第１５条第４項に規定する者 

 （５）前各号に掲げるもののほか、協議会において特に必要があると認める者 

（組織） 

第７条 協議会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。 

（会長及び副会長） 

第８条 会長は、佐伯商工会議所会頭をもって充てる。 

 ２ 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。 

 ３ 副会長は、株式会社まちづくり佐伯代表取締役をもって充てる。 

 ４ 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長の職務を代理する。 

 ５ 会長及び副会長は、非常勤とする。 
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（委員） 

第９条 委員は、第６条各号に掲げる者が指名する者をもって充てる。 

 ２ 委員は、非常勤とする。 

（会議の招集） 

第 10 条 会議は、会長が招集する。 

 ２ 会長は、委員の４分の 1 以上の者から会議の招集の請求があるときは、会議を招集しなければ

ならない。 

 ３ 会長は、会議を招集するときは、会議の日時及び開催場所並びに会議に付すべき事項をあらか

じめ委員に通知しなければならない。 

（会議の運営） 

第 11 条 会議は、委員全員の２分の１以上の者が出席しなければ、開くことができない。なお、会

議への出席は代理出席及び委任状出席を認めるものとする。 

 ２ 会長は、会議の議長となる。 

 ３ 会議の議事は、出席者の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところ

による。 

（幹事会） 

第 12 条 第５条に掲げる事項及び協議会の運営について必要な協議又は調整を行うため、

協議会に幹事会を置く。 

 ２ 前項に定めるもののほか幹事会の組織、運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。 

（経費の負担） 

第 13 条 協議会の運営に要する経費は、補助金及び負担金その他の収入により支弁するも

のとする。 

（会計） 

第 14 条 協議会の会計年度は、毎年４月１日から翌年３月３１日までとする。 

 ２ 協議会の会計に関し必要な事項は、会長が別に定める。 

（監査） 

第 15 条 協議会の出納を監査するため、監事２名を置く。 

 ２ 監事は、協議会委員の中から会長が指名する者をもって充てる。 

 ３ 監事は、第１項に規定する監査を行ったときは、その結果を会長に報告しなければならない。 

（解散） 

第 16 条 協議会が解散する場合は、委員の３分の２以上の同意を得なければならない。 

 ２ 協議会が解散した場合においては、協議会の収支は解散日をもって打ち切り、株式会社まちづ

くり佐伯がこれを決算する。 

（補則） 

第 17 条 この規約に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。 

 附則 

 １ この規約は、平成２１年９月２８日から施行する。 

２ 協議会設立時の委員、会長及び副会長並びに幹事の任期は、平成２２年３月３１日までとする。
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 （５）佐伯市中心市街地活性化基本計画（案）に対する佐伯市中心市街地活性化協議会

の意見 

佐伯市中心市街地活性化協議会から市に提出された意見は次のとおりである。 

 平成２７年１２月１１日

佐伯市長 西嶋 泰義 様 

佐伯市中心市街地活性化協議会 

会 長  谷 川 憲 一   

佐伯市中心市街地活性化基本計画（案）に対する意見書 

中心市街地の活性化に関する法律第 15 条第９項の規定に基づき、佐伯市中心市街地活性化基本

計画（案）に対する意見書を提出いたします。 

（１）意見 

   佐伯市の中心市街地は、人口の減少・高齢化や商業施設の郊外化、購買力の流出といっ

た事情が影響し、かつての魅力を失い、衰退へと向かっております。そのような状況の中

で、時代に合った魅力を創出し、住民が暮らしやすさと賑わいを感じられる街の実現やコ

ンパクトシティの形成により、市民サービスの向上、経済基盤の強化を図るため、平成 22

年３月に佐伯市中心市街地活性化基本計画（以下、前計画と記す）を策定し、官民が一体

となって取り組みを行ってまいりました。 

   その取り組みの中で、駅前・港地域交流センターや佐伯市歴史資料館、佐伯市城下町観

光交流館といった交流施設や高質空間形成施設整備などハード整備やまちづくりセンター

の設置・運営、市民活動支援や春まつり、神武の火祭りなどのイベント、商店街の販促活

動などのソフト事業によって、中心市街地における新たな賑わいが生まれてきました。し

かし、核事業として位置づけていた大手前開発事業が白紙化となったことが大きく影響し、

結果として前計画で指標として掲げた歩行者通行量や観光入れ込み客数は、目標値を下回

ったまま前計画期間の終了を迎えたため、その効果は限定的であったと考えています。 

   今回提出された佐伯市中心市街地活性化基本計画（案）（以下、本計画（案）と記す）で

は「人が集う街を実現」することを目標として掲げています。これは前計画を踏襲した長

期的な目標であり、継続的なまちづくりの方針であると考えます。また、本計画（案）で

は、前計画の総括に基づき課題解決を図るとともに、将来の街を担う人材の育成や活動を

支援していくこととしています。さらに、前計画で未完成であった大手前開発関連事業に

ついては、市民の想いを形にするために、市民ニーズに対応した施設及び環境整備を行う

こととしていることは、持続可能なまちづくりや中心市街地の活性化に必要不可欠である

と考えます。 
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   このようなことから、本計画（案）が着実に実施されることにより、本市中心市街地の

活性化に寄与するものであると考え、当協議会では本計画（案）の内容については妥当で

あると判断いたします。 

   なお、本計画（案）の推進にあたって、当協議会の要望事項を下記のとおり付記いたし

ますので、よろしくお取り計らいくださいますようお願いいたします。 

（２）要望事項 

  ①当協議会における意見・質問等に対しては、誠意をもって対応いただきますようお願い

いたします。 

②中心市街地の活性化を目的として設立された特定会社である「株式会社まちづくり佐伯」 

が、本来の目的に添った事業を効率的に推進できるようご支援いただきますようお願い 

いたします。 

  ③民間が取り組む事業に対しては、本計画（案）に記載された事業だけでなく、今後創出

される事業も含め、関係者等と連携を密にしてご支援いただきますようお願いいたしま

す。 

④前計画で核事業として位置づけられていた大手前開発関連事業は、諸事情により白紙化

となりましたが、当協議会としては、本計画（案）における大手前開発計画とは、公共

事業だけでなく、大手前に於いて民間事業者（地権者等）が計画する事業を含んだ一体

のものと考えております。したがいまして、民間事業の推進に対しては、ご支援だけに

留まらず、官民一体となった組織体制を整え、完成に向けて全力で取り組んでいただき

ますようお願いいたします。 

⑤本計画（案）では、商業の活性化及びまちなか居住の推進に対する実効性のある施策が 

少なく感じられます。本計画（案）期間内に実効性のある新たな施策を策定し、本計画 

（案）に追記いただきますようお願いいたします。 

（３）おわりに 

   当協議会は、今後も適宜協議調整等を行いながら、本計画（案）が確実かつ円滑に推進

できるよう関係団体等と協力し、中心市街地の活性化に取り組んでまいりますので、佐伯

市におかれましても、当協議会の受け持つ役割の重要性にご理解いただきますとともに、

当協議会並びに株式会社まちづくり佐伯の組織及び事業推進体制の充実についてご支援い

ただきますようお願いいたします。 

（６）法第 15 条第 3項、第 4項、第 5項の適合 

法第 15 条第 3 項による協議会の名称、規約、構成員の氏名等は佐伯商工会議所ホー

ムページにて公表する。また、第 4項、第 5項においては法令を遵守している。 
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［３］基本計画に基づく事業及び措置の一体的推進等 

（１）地域ぐるみでの取り組み状況 

前計画の認定以降、社会資本整備総合交付金を活用しながら、まちづくりの様々な取り組み

を地元住民、地元商業者、商工会議所、行政が連携を図り活性化を進めてきた。また、食のま

ちづくりを進める中で、新たな取り組みも民間主体で行われてきた。計画の事業推進に当たっ

ては、今まで以上の連携をとりながら一体的かつ効果的な取り組みを継続していく。 

（ア）大手前開発基本計画市民会議 

大手前開発計画の当初計画が白紙になって以降、広く市民に呼びかけて、今後の大手前開

発を考える市民会議を立ち上げた。この市民会議では、大手前開発基本計画を検討するとと

もに、開発後の施設活用を含めて検討を進めていく。 

（イ）地元学生との連携 

地元の小学生を対象としたまちづくり子供会議や個別のワークショップを実施しながら、

まちへの愛着を醸成している。また、中高生も含めて授業を行うことで、成長過程でのまち

づくりへの意識変化をフォローアップしていく。さらに、それらの授業を実際の行動につな

げることで、将来を担うまちづくり人材の育成に取り組む。今後は、地元高校生や県内の大

学生と連携を図りながら、食育活動推進や商店街活性化にも取り組んでいく。 

 （ウ）市民活動団体との連携 

各地域で活動している市民活動団体に対して、中心市街地での活動を促すとともに、活動

拠点となる場を提供することで、周辺地域と中心市街地の連携を促進する。また、佐伯市ま

ちづくり交流倶楽部などに属する市民活動団体の更なる活動を促すため、各種講座を開催し

ながら人材育成に取り組むとともに、各団体と連携を図りながら商店街活性化策（フリーマ

ーケット）や地域イベントなどに取り組むことで、市民協働によるまちづくりの推進を図る。

（エ）子育て支援グループとの連携 

市内の子育て支援グループと連携を図りながら既存の商店街機能だけではない魅力を創出

することで、商店街に賑わいを生み出す。また、保育所機能の立地により、生活の利便性の

向上を促し、中心市街地の来街機会の増加を図る。 

（２）客観的現状分析 

・P17 の［2］(3)地域の現状に関する統計的なデータの把握・分析等 に記載。 

・P47 の［5］中心市街地活性化に向けた課題 に記載。

（３）地域住民のニーズ等の客観的な把握・分析 

・P26 の［3］市民ニーズ等の把握・分析 に記載。 
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10．中心市街地における都市機能の集積の促進を図るための措置に関する事項 

［１］都市機能の集積の促進の考え方 

本計画の上位計画に当たる「佐伯市総合計画」の基本構想では、中心市街地における基本方針

として、都市機能の無秩序な郊外化を抑制し、中心市街地に都市機能の集積や居住人口の増加策

を進め、賑わいの再生を図ること、また、地区住民にとって便利で暮らしやすいコンパクトな生

活圏の形成を進めるとしている。 

 さらには、大分県策定の「佐伯都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」においても、県南

地域の広域的な商業の中心地にふさわしい商業拠点の形成を図るため市街地再開発事業などに

よる核施設の整備を推進し、機能の拡大と充実に努め、官公庁などの業務施設は郊外に分散させ

ず中心市街地への集積を図るとしている。 

 本計画においても、これらの都市機能の集積についての考え方に基づき、事業の推進を行う。

 （抜粋）「佐伯市総合計画」平成 20年 6 月 30 日策定 

このゾーンは、市街地地域のうち、佐伯地区の大手前から JＲ佐伯駅・港に至る約 157 ヘ

クタールの区域です。この区域には、従来から、市役所、商工会議所、JＲ佐伯駅、バスタ

ーミナル、金融機関、ホテル、商店街など、多くの都市機能を有する施設が集まっています。

今後、このゾーンを、新市全体における中心市街地として位置づけ、都市計画法などのまち

づくり三法の趣旨に基づき、都市機能の無秩序な郊外化を抑制し、まちづくり交付金事業等

を活用して、このゾーンでの都市機能の集積や居住人口の増加策等を進め、にぎわいの再生

を図ることとします。 

合併した旧市町村のそれぞれの地域ごとに、その文化や伝統などの地域資源を大切にした

地域の個性が光るまちづくりを進めます。その上で、各地域に、生活拠点地域を核とした身

近な生活圏が形成され、それらが佐伯地区の中心市街地を核として、相互に補完しあいなが

ら、適切なネットワークを保って繁栄する姿、これが本市の「まちのかたち」です。 

◆中心市街地を核とする多重ネットワークのまち◆ 

 佐伯地区の中心市街地はもとより、周辺部の各地域においても、程度や状況の差こそあれ、

公共・公益施設や商店など、生活機能の多くが集まり、人口も集中している地域、いわば「生

活拠点地区」があります。これらの生活機能が無秩序に周辺に広がっていくと、従来の地域

コミュニティが希薄化したり、高齢者などの交通弱者が不便になったり、新たな道路や下水

道などの建設や維持管理が必要となって、財政負担が増えるなど、さまざまな弊害が出てき

ます。 

 そこで、今後、生活機能の充実が必要となる場合には、できるだけ生活拠点地区 の中で

整備し、そのにぎわいを作り出すように努めることとし、生活機能が無秩序に周辺部に拡散

しないようにします。このようにして、合併したそれぞれの地域ごとに、生活拠点地区を中

心として、地域住民にとって便利で暮らしやすいコンパクトな生活圏の形成を進めます。そ

中心市街地ゾーン(市街地地域) 

まちのかたち
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して、日常生活に必要なサービスの大半は、この生活圏で受けることができ、そこで受ける

ことができないサービスは隣の生活圏で、さらに残りの高次のサービスは他の生活圏又は佐

伯地区の中心市街地で受けることとなります。そのほか、これらの生活圏の相互間には、佐

伯地区の中心市街地を核として、公共交通を中心とする交通ネットワーク、地域おこしや

NPO 活動などに向けられた人のネットワークなど、さまざまなネットワークが形成され、適

切に連携する必要があります。 

 さらに、これらの生活圏の区域は固定的なものではなく、今後、まちづくりの中で重なり

合い、あるいは変化していくことが予想されます。このように、それぞれの地域において、

その文化や伝統などの地域資源を大切にし、地域の個性が光るまちづくりが行われる中で、

佐伯地区の中心市街地を中心に、各地域ごとに、生活拠点地区を核とした身近な生活圏が形

成され、それらが相互に補完し合いながら、多重に適切なネットワークを保って存在してい

る姿、これが、今後の本市のめざす「まちのかたち」であるといえます。 

 また、前期総合計画（平成 20 年度～平成 24年度）は、平成 29 年度（2017 年度）を目標

年次とする基本構想のめざすまちづくりの姿に向けて５年間で実行する計画であり、その基

本目標として「市街地、特に中心市街地の活性化を行う」ための目標を下記のとおり設定し

ており、都市機能の集積した活力あるまちづくりに取り組むこととしている。 

 「中心市街地内の商店は、郊外に広がった大型店舗により、厳しい経営をしています。こ

のような中で、市としては、都市計画法などのまちづくり三法の趣旨に基づき、都市機能の

集積した活力あるまちづくりに取り組みます。 

特に、中心市街地については、コンパクトシティの考え方を基本とし、商工会議所と民間部

門が連携を図りながら、中心市街地活性化基本計画を策定し、さまざまな活性化策を推進し

ます。」 

（抜粋）「佐伯都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」平成16年大分県策定（平成23年改訂） 

大分県において、平成 16 年に策定された「佐伯都市計画区域の整備、開発及び保全の方

針」の基本理念は、「歴史的まちなみと調和を図りつつ中心市街地での都市機能の更新や都市

機能の集積を進め快適で機能的な都市づくりを図る」と設定している。 

 また、土地利用に関する主要な都市計画の決定の方針の中では、商業地・業務地に関して

は、「現在一定の集積がある佐伯港から大手前に至る中心市街地活性化地区を中心に商業・業

務地を配置し、機能の充実を図る。佐伯駅周辺の既存商業地は衰退気味であるが、県南地域

の広域的な商業の中心地にふさわしい商業拠点の形成を図るため市街地再開発事業などによ

る核施設の整備を推進し、機能の拡大と充実に努める。なお、中心市街地の活性化の観点か

ら、官公庁などの業務施設は郊外に分散させず集積を図る」と示している。 

（抜粋）「佐伯市都市計画マスタープラン」平成 25 年 12 月策定  

 本市において、平成 15 年 3 月に策定した「佐伯市都市計画マスタープラン」では、まちづ

くりの基本理念と将来都市像（全体構想）の都市機能の拠点の中で、「大手前周辺や仲町周辺

などの既存商店街一帯を中心商業・交流拠点として位置づけ、にぎわいや活力、魅力等にあ

ふれる都市（まち）の顔、市民の憩いと交流の場としての整備、機能集積を図ります」とし

ており、また、まちづくりの方針（全体構想）土地利用の方針の商業業務系土地利用として

は、「中心市街地一帯を本市における商業業務の拠点とし、商業・業務、文化、医療・福祉及
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び居住などの都市機能がコンパクトに集積した、県南の中核的な都市にふさわしい質の高い

商業業務地の形成を目指します。道路や広場などの整備を進め、土地の高度利用を促進し、

商業機能やまちなか居住機能をはじめとする多様な機能の集積に努めるとともに、官公庁施

設などの業務施設は郊外に分散させず、集積を図ります」とうたっている。 

［２］都市計画手法の活用           

（１）準工業地域における大規模集客施設の立地制限 

本市には、準工業地域が５地区（約 159ha）指定されており、これらの地域への大規模集客施

設（店舗、飲食店、展示場等で床面積 10,000 ㎡を超えるもの）の立地を規制するため、特別用

途地区を指定し、併せて、特別用途地区（大規模集客施設制限地区）建築条例を公布・施行し

た。 

〔佐伯特別用途地区の都市計画決定〕 

◆地区の種類 ：大規模集客施設制限地区  

◆位置及び区域：佐伯都市計画区域内のすべての準工業地域 

◆面 積   ：約 159ha 

〔佐伯市特別用途地区建築条例〕 

◆概  要：建築基準法第 49 条第１項の規定に基づき、特別用途地区内における建 

築物の建築の制限又は禁止に関し、必要な事項を定める。 

◆適用区域：佐伯都市計画区域の準工業地域を適用区域とする。 

◆建築制限：特別用途地区内において、下記に掲げる（※１）大規模集客施設の用途

に供する建築物を原則として建築不可とする立地制限。

（※１） 

建築してはならない建築物：劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場又は店舗、飲食店、展示

場、遊技場、勝馬投票券販売所、場外車券売場その他これら

に類する用途に供する建築物でその用途に供する部分（劇場、

映画館、演芸場又は観覧場の用途に供する部分にあっては、

客席の部分に限る。）の床面積の合計が１万平方メートルを超

えるもの。 
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（２）大規模集客施設の立地規制の経緯 

・平成21年 2月10日 ：佐伯市都市計画審議会で報告 

・平成21年 6月24日 ：建築条例案について建築審査会で報告 

・平成21年 9月 8日～：パブリックコメント実施 

・平成21年 9月16日～：住民説明会実施 

・平成21年10月23日～：公告及び縦覧 

・平成21年11月24日 ：佐伯市都市計画審議会 承認 

・平成21年12月12日 ：県同意 

・平成21年12月24日 ：市議会にて建築条例可決 

・平成22年 1月 4日 ：建築条例の施行、都市計画決定の告示 
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都市計画図 
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［３］都市機能の適正立地、既存ストックの有効活用等 

本市の中心市街地には、現在でも市役所や文化会館などの公共施設や商店街、総合病院等の

公共公益施設が立地している。今後は、大手前地域の大手前開発計画に係る事業や港地域の佐

伯公設魚市場のリノベーションなど、民間事業者との連携を図りながら、今後もより一層の低

未利用地の有効活用と都市機能の適正立地を図り、コンパクトなまちづくりを推進する。 

 （再掲） 

   大規模集客施設の立地状況については、P23～25 を参照。 
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［４］都市機能の集積のための事業等 

 都市機能の集積のため、以下に示す事業を実施する。これらの事業を一体的に進めることに

より、中心市街地の都市機能の一層の強化を図る。 

４．市街地の整備改善のための事業 

 ・道路整備事業 

 ・地域生活基盤施設整備事業（大手前広場） 

・高質空間形成施設整備事業 

５．都市福利施設を整備する事業 

 ・高次都市施設整備事業（（仮）大手前まちづくり交流館） 

 ・おやこ広場事業 

 ・ファミリーサポートセンター事業 

 ・保育所建設事業 

 ・まちづくりセンター運営事業 

 ・南海医療センター整備事業 

 ・地域包括ケアセンター「佐伯の太陽」運営事業 

６．居住環境向上のための事業 

 ・空き家等利活用事業 

７．商業の活性化のための事業 

 ・城下町観光交流館運営事業 

 ・魚市場リノベーション事業 

 ・中心市街地空き店舗活用事業 

８．４から７までに掲げる事業及び措置と一体的に推進する事業 

・レンタサイクル事業
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11．その他中心市街地の活性化のために必要な事項 

［１］基本計画に掲げる事業等の推進上の留意事項 

新計画では、実践的・試行的な活動を中心に活性化に資する事業を以下のとおり位置づけ

ている。 

   前計画で核事業として位置づけていた大手前開発計画については、前計画期間内に完成す

ることが出来なかったが、広く市民を公募し、大手前開発基本計画市民会議を立ち上げた。

その中で、意見として出された図書室や喫茶機能について、本市のまちづくり会社である株

式会社まちづくり佐伯が、現状の広場を活用しながら移動図書館と図書交換市、喫茶機能を

あわせもつ「本読むカフェ」イベントを試行的に取り組み、大手前開発への機運を高めてい

る。 

   また、本市の中心市街地に近接する女島埠頭では、平成 26 年３月に 14ｍ岸壁が供用開始さ

れた。さらに、平成 26年度末には東九州自動車道が全線開通した。そのため、県外者等によ

る本市への来街機会の増加が見込めるため、地域の既存ストックを最大限活用しながら情報

発信に努めるとともに、リピーターを増加させることに留意していく必要がある。 

［２］都市計画等との調和 

（１）総合計画、都市計画マスタープラン等関連する計画との整合性について 

１）後期佐伯市総合計画との整合（計画期間：平成 25 年～平成 29 年）

 平成 25 年３月に策定された佐伯市総合計画（後期）では、基本目標を「都市機能の充実し

た豊かなまちをつくる」を掲げ、「まちづくりの核となる中心市街地は、空洞化による定住人

口の減少が続いています。「中心市街地活性化基本計画」に基づき、にぎわいを創出します」

と明示している。 

 分野別計画としては、産業振興分野において商店街を中心とする個店経営研修、中小企業

者等に対する各種経営セミナー等の開催による経営力向上を図ることでの商業振興、佐伯な

らではの食材を活用した食観光の推進、観光ガイドの育成や観光情報発信の充実による観光

振興などををうたっており、中心市街地活性化と総合計画との調和が図られている。 

２）佐伯都市計画区域の整備、開発及び保全の方針との整合 

                    （計画期間：平成 12年～平成 32 年） 

 大分県が平成 16 年に策定した「佐伯都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」では、中

心市街地の活性化について、基本理念を次のように設定している。 

「本都市計画区域は、県南地域の中核都市として、自然、観光など地域が保有する固有の

資源を活用し、魅力ある生活・観光・交流拠点都市の形成を目指す。このため、歴史的まち

なみと調和を図りつつ中心市街地での都市機能の更新や都市機能の集積を進め快適で機能的

な都市づくりを図る」。 

 また、土地利用に関する主要な都市計画の決定の方針の中では、「現在一定の集積がある佐

伯港から大手前に至る中心市街地活性化地区を中心に商業・業務地を配置し、機能の充実を

図る。佐伯駅周辺の既存商業地は衰退気味であるが、県南地域の広域的な商業の中心地にふ

さわしい商業拠点の形成を図るため市街地再開発事業などによる核施設の整備を推進し、機
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能の拡大と充実に努める。なお、中心市街地の活性化の観点から、官公庁などの業務施設は

郊外に分散させず集積を図る。中心市街地周辺に住宅を配置し、道路、公園、下水道などの

都市基盤の整備を推進し良好な居住環境の形成に努める」とうたっており、中心市街地活性

化と本方針との調和は図られている。 

３）佐伯市都市計画マスタープランとの整合（計画期間：平成 15年～平成 35 年） 

平成 25 年 12 月に策定された「佐伯市都市計画マスタープラン」は、本市における現状と

特性、住民意向調査などから抽出された佐伯市のまちづくりに向けての課題をふまえ、まち

づくりの基本理念として以下の７項目を設定している。将来都市構造やまちづくりの方針で

も中心市街地活性化との調和が図られている。以下抜粋（再掲含）。 

第４章 佐伯市のまちづくりに向けた主要課題  

     ●県南地域における中核としての都市機能の強化 

     ●暮らしを支える道路・交通ネットワークの整備 

     ●中心市街地の活性化 

     ●災害に強い安全なまちづくり 

     ●定住のための良好な住環境の創出 

     ●恵まれた自然環境の保全・活用 

     ●佐伯らしい魅力の強化と発信 

         ↓ 

第５章 まちづくりの基本理念と将来都市像（全体構想） （抜粋） 

５－１まちづくりの基本理念 

   （１）県南地域における賑わいのある中核的拠点都市 

  （２）暮らしと交流を支える交通体系が整備されたまち 

  （３）災害に強い安全・安心なまち 

  （４）人にやさしい快適なまち 

  （５）子どもからお年寄りまで誰もが、いつまでも住み続けたいまち 

  （６）番匠川をはじめ、海と緑豊かな自然に包まれるまち 

  （７）歴史・文化を受け継ぎ、佐伯らしさをいかすまち 

５－２佐伯市の将来像  

「自然・歴史・食文化のとけあう あまべの都」 

５－４将来都市構造  

 （２）土地利用の基本的な配置（ゾーン） 

ア 中心市街地ゾーン  

 大手前、仲町周辺から佐伯駅前・港周辺までの一帯を、本市の中心市街地ゾーン

として位置づけ、「人の集う街」の実現を目指します。商業・業務機能、生活を支

える機能・サービスの充実及びまちなか居住の促進を図るとともに、歴史・文化、

物産をいかした魅力創出を図り、魅力とにぎわいのある中心市街地を形成します。

（３）都市機能の拠点 

ア 中心商業・交流拠点 
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大手前周辺や仲町周辺などの既存商店街一帯を中心商業・交流拠点として位置づ

け、にぎわいや活力、魅力等にあふれる都市（まち）の顔、市民の憩いと交流の場

としての整備、機能集積を図ります。  

第６章 まちづくりの方針（全体構想） （抜粋） 

 ６－１土地利用の方針 

イ 商業業務系土地利用 

（ア）商業業務地 

中心市街地一帯を本市における商業業務の拠点とし、商業・業務、文化、医療・

福祉及び居住などの都市機能がコンパクトに集積した、県南の中核的な都市にふさ

わしい質の高い商業業務の形成を目指します。 

道路や広場などの整備を進め、土地の高度利用を促進し、商業機能やまちなか居

住機能をはじめとする多様な機能の集積に努めるとともに、官公庁施設などの業務

施設は郊外に分散させず、集積を図ります。 

第７章 地域別まちづくりの方針（地域別構想） （抜粋） 

 ７－２市街地中央地域 

（５）まちづくりのための整備方針 

 ア 土地利用と拠点づくり 

中心商業・交流拠点 

  ○大手前周辺地域において、中心商業・交流拠点機能の充実を目指します。 

○仲町周辺など既存商店街の活性化を図ります。 

以上のように、佐伯市中心市街地活性化基本計画に基づいたまちづくりのための整備を行って

いく。 
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12．認定基準に適合していることの説明 

基 準 項  目 説 明 

第 1 号基準 

基本方針に適

合するもので

あること 

意義及び目標に関する事項 １．［６］ 及び ３．［１］に記載 

P48 58  P71 

認定の手続 ９．［２］に記載 

P115 120 

中心市街地の位置及び区域に

関する基本的な事項 

２．に記載 

P59 70 

４から８までの事業及び措置

の総合的かつ一体的推進に関

する基本的な事項 

９．に記載 

P113 121

中心市街地における都市機能

の集積の促進を図るための措

置に関する基本的な事項 

10．に記載 

P122 129

その他中心市街地の活性化に

関する重要な事項 

11．に記載 

P130 132 

第 2 号基準 

基本計画の実

施が中心市街

地の活性化の

実現に相当程

度寄与するも

のであると認

められること 

中心市街地の活性化を実現す

るために必要な４から８まで

の事業等が記載されているこ

と 

４．から ８．に記載 

P86 112 

基本計画の実施が中心市街地

の活性化の実現に相当程度寄

与するものであることが合理

的に説明されていること 

３．に記載 

P71 85 

第 3 号基準 

基本計画が円

滑かつ確実に

実施されると

見込まれるも

のであること 

事業の主体が特定されている

か、又は、特定される見込みが

高いこと 

４．から ８．に記載 

P86 112 

事業の実施スケジュールが明

確であること 

４．から ８．に記載 

P86 112 


